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『生活科学研究所報告』第37号「特集」について

『生活科学研究所報告』第37号は、「ジェンダーから考える生活科学」というテーマで特

集を組んだ。周知のように生活科学は、以前の家政学から生まれた学問領域であり、基本

的には家庭生活の衣食住を基本としたイメージが強いと思われる。しかし、近年の社会構

造や生活様式の急激な変化に伴い、国内外でもさまざまなパラダイムシフトが進み、生活

科学という領域自体の多様化が見られる。たとえば女性の役割を考えても、すでに国・県・

市町村レベルでのさまざまな男女共同参画プログラムは始まっており、人権、社会制度・

慣行、政策、家庭生活、国際協調などの分野での見直しとその成果が出始めている。今回

の特集では、これまでの生活科学の領域を少し広く解釈し、ジェンダーという視点で「生

活における人と環境の相互作用」を見直し、今後の方向性を模索したいと考えた。

本研究所の制度上、原稿募集は新年度の５月連休明けとなった。₁₀月初めの締め切りま

で５カ月を切る短い準備期間であったにも関わらず、論文・研究ノート・学会動向と予想

以上の投稿があった。青木教授には、外国人家事労働者の受け入れに関す課題を扱った原

稿を寄せていただいた。まさに時宣に適した問題提起である。永塚教授は、教育学の立場

から、現代の学校教育におけるジェンダー教育と教員養成の重要性を取り上げた論考を投

稿していただいた。宗形は、メキシコのファレスというアメリカに隣接する町での連続女

性殺人事件と家父長制的マチズモの関係を論じた。梅本教授の論考は、これまで看過され

てきた作品を通して、アリス・ベーコンから見る明治期の日本女性観を論じている。駒助

教には、日本物理学会における男女共同参画の取り組みについて報告していただいたが、

理系の学会における女性研究者の状況がよくわかる興味深い内容であった。

₁₂月に開催された生活科学研究所主催の講演会では、三浦篤東京大学教授により「印象

派とジェンダー」というテーマで講演していただき、今年度の研究所の特集へとつなげて

いただいた。投稿者並びに関係者の皆さまに感謝申し上げたい。

平成₂7年３月

国際関係学部生活科学研究所長

宗　形　賢　二
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外国人家事労働者の受け入れに関するジェンダー政策としての課題

青木千賀子
※１

Gender Policy on Migrant Domestic Workers

Chikako A
※１

OKI

ABSTRACT
The increasing demand for domestic workers, particularly those needed for childcare and the care of 

the elderly, has meant a concomitant increase in international migrants coming to Japan. The migration 
looks set to continue after the June 2014 revision of the previous year’s “Japan Revitalization Strategy”, 
when the Japanese government included a measure to bring in more domestic workers in the name of the 
“Promotion of Women’s Participation and Working Style Reform”. Most of these new domestic workers 
are expected to come from South-East Asia, especially the Philippines and Indonesia. My paper discusses 
whether this measure hinders the equitable participation of Japanese men and women in domestic work. 
This paper also discusses whether this measure amplifies gender inequity as well as economic disparity. 

The study concludes with a demand for the Japanese government to ratify the ILO “Convention con-
cerning decent work for domestic workers” (C189), and for Japanese government, businesses and other 
organizations to rectify the long working hours of their employees and to establish a parity of treatment 
for irregular workers. Only then will Japan be on a path for gender equality: men and women sharing 
equally in paid and unpaid work.

特別寄稿

※１ 日本大学国際関係学部国際教養学科　教授　Department of International Liberal Arts, College of International Rela-
tions, Nihon University, Professor

１．はじめに
安倍政権は、女性の力の活用や社会参画の促進が
日本の強い経済を取り戻すために不可欠との認識に
基づき、「女性の活用」、「女性の活躍推進」を成長戦
略１）の柱の一つに掲げてきた。その成長戦略スピー
チでは、待機児童解消加速化プラン、希望に応じて
子育てに専念した後の職場復帰支援、子育て後の再
就職・起業支援といった取組を打ち出している。
₂₀₁₄年６月には、政府は、「働く女性を支援するた
め、外国人労働者を家事労働でも受け入れる。まず
は地域をしぼって規制を緩める国家戦略特区で試験
的に導入する」と打ち出した。
具体的には、「₁₈歳以上、単身での入国」などの条
件で、関西圏（大阪、京都、兵庫の３府県）の特区
で₂₀₁₄年秋にも受け入れを始めるということである。

掃除や洗濯など家事の負担を減らして女性の就労を
促すため、これまで慎重だった家事分野での受け入
れに踏み出すことを明らかにした２）。
ここでは、「家事労働」の定義を「一つもしくは複

数の世帯において、または世帯のために遂行する業
務（料理、洗濯、掃除にとどまらず、育児や介護等
のケア労働も含む家庭内での多岐にわたる労働）」と
し、雇用関係の枠内で家事労働に従事する者を家事
労働者とする３）、４）。
アジア諸国においては、市場経済のグローバル化
や少子高齢化が進み、人口構成の変化のスピードが
著しく、生産労働過程のみならず、再生産労働５）（労
働力を再生産するための労働、家事・育児・介護労
働など）過程にも市場経済やサービス事業が拡大し
つつある。
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すなわち、女性の家庭外就労の増加に伴い、これ
まで各家庭内の女性の仕事とされてきた家事・育児・
介護労働（無償労働）が社会化し、他者による有償
労働化の傾向がみられるようになっている。そして
国によっては、女性を他国から低賃金で雇い入れて、
問題を解決する家事労働者の国際移動が、₁₉₉₀年代
以降に拡大の様相を呈している（Beneria ₂₀₀₈：１－
₂₁、Lutz ₂₀₀₂：₈₉－₁₀₄、上野加代子 ₂₀₁₁：３－６、
伊藤・足立：６）。
このように、家族や共同体の中で行われてきた人
間の再生産のための労働が、現在有償のフォーマル
な労働へと変容しつつある（久場 ₂₀₀7：ｉ）。
日本はこれまで家事労働のうちケア労働分野に関
しては、フィリピン（₂₀₀₆年９月）やインドネシア
（₂₀₀7年８月）と経済連携協定（Economic Partnership 
Agreement: EPA）６）に署名し、看護師と介護福祉士候
補者の受け入れを₂₀₀₈年からすでに実施している。
受け入れの背景には、人口構成の変化にともなう介
護・看護労働市場の需給の変化への対応と、日本の
今後の経済成長戦略としての経済連携のためという
事由がある（安里 ₂₀₀7ａ：₁3₂－₁₄₅）。
家事労働の仕事は、米国や旧西側ヨーロッパ諸国
などでは、在留資格も住居もない外国人女性が、警
察や移民局から隠れることができる仕事とされてき
た（Anderson ₂₀₀₀, Romero ₁₉₈₈, 上野加代子 ₂₀₁₁：
４）。一方、アジアでは、シンガポールをはじめ、香
港、台湾、マレーシアでは、海外からの家事労働者
受け入れの政策が実施されている（上野加代子 ₂₀₁₁：
４）。
海外では外国からの家事労働者政策をめぐり、共
働き家族の安定化につながるとする見方や、送り出
し国の余剰労働者の調整と外貨獲得の手段にもなっ
ているとする向きもある（Isaksen, et al. ₂₀₀₈：₄₀₅－
₄₂₅、上野加代子 ₂₀₁₁：４－５）。
その一方で、低賃金・不十分な社会保障の問題、
虐待・性的被害や人身売買が国際的問題になってい
るという報告もある７）、８）。
このように外国人家事労働者の受け入れは、女性
の就労支援策の目玉として新しい成長戦略に盛り込
むとされているが、はたして、「女性の活躍推進」の
一助となるのであろうか。

ジェンダー９）は、社会システムを構成する男女の
不可欠な社会関係をあらわし、「ジェンダー政策」は、
労働・雇用、家族・家庭生活、社会・コミュニティー
において、男女平等・公平を促進するための支援を

目標としている（青木 ₂₀₀7：₉₅）。
本論では、上記のような外国人家事労働者の受け
入れ課題を、ジェンダー政策の観点から捉え直し、
外国からの家事労働者の導入が、真の意味での日本
の男女共同参画社会の構築に寄与するのか、家事・
育児・介護の支援は男女双方の支援となり得るのか、
性別役割分業の固定化に繋がるのか否か等について
検討を行う。

２．世界の国別男女格差の現状と家事労働者
世界経済フォーラム（World Economic Forum：以
下、WEF）は毎年、「世界男女格差報告（The global 
Gender Gap Report）」を公表している。それによる
と、アジア・太平洋地域の男女の経済的格差の縮小
は、₅₆％にとどまり、中近東および北アフリカ諸国
を除く世界全地域と比較すると遅れが見られる₁₀）と
報告している。

（１）　世界の国別男女格差の順位
男女格差を示すジェンダー・ギャップ指数（Gender 

Gap Index：以下、GGI）の順位（₂₀₁₄年）を表１に
示す。GGIは、世界経済フォーラムが、各国内の男
女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済
分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータか
ら算出され、１が完全平等、０が完全不平等を意味
しており、性別による格差を明らかにできる。具体
的には、次のデータから算出される₁₁）。
【経済分野】 労働力率、同じ仕事の賃金の同等性、

所得の推計値、管理職に占める比率、
専門職に占める比率

【教育分野】 識字率、初等・中等・高等教育の各
在学率

【保健分野】 新生児の男女比率、健康寿命
【政治分野】 国会議員に占める比率、閣僚の比率、

最近₅₀年の国家元首の在任年数
表１に示すように、男女格差の小さい国は、₁₄₂カ
国中、第１位がアイスランド、ついでフィンランド、
ノルウェー、スウェーデンと北欧諸国が上位を占め
ている。

（２）　日本とフィリピンのGGIとその背景
日本のGGIの順位は、₁₄₂カ国中₁₀₄位で前年より

１つ順位を上げた結果となった。「健康、保健分野」
で37位、「教育分野」が₉3位、「経済分野」が₁₀₂位、
「政治分野」では₁₂₉位と極めて順位が低い。日本は
「男は仕事、女は家庭」という意識が根強く、政府の
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調査₁₂）でもその考えに賛成の人の割合（₂₀₁₂年）は、
男性₅₅．₁％、女性₄₈．₄％と高く、女性が仕事を続け
にくい環境が影響したとみられる。
世界経済フォーラムのアソシエート・ディレク
ター、オリバー・カーン氏₁3）は、「日本企業の₈₀％が、
育児休暇など仕事と生活とのバランスをとるための
方針を導入しているものの、女性の昇進に不可欠な
能力開発プログラムを定めているのはわずか₂₀％の
企業にすぎない」ことを指摘し、企業体質の改革が
男女格差縮小への鍵となることを示唆している。
一方、フィリピンは、アジア・太平洋地域で最も
男女格差が小さく、GGIの順位は世界で第９位であ
る。確かに「政治分野」で₁7位、「経済分野」₂₄位と

政治、経済界での女性の活躍が顕著であり、男女平
等社会に向けて躍進している（「健康、保健分野」と
「教育分野」ではともに１位）。その背景には、女性
議員や管理職女性等の「女性の活躍推進」を支えて
いる “支え手” が存在することが挙げられる。
言い換えれば、低賃金で働く女性家事労働者が、
社会で活躍する女性労働者とその家庭を支えている
ということである。都市部の富裕層、中流層は、掃
除、洗濯、食事の支度、育児、介護などを担当する
住み込みの家事労働者を複数抱えている。その一方
で、フィリピンは、年間６万人の家事労働者を海外
に送り出す移住労働者の送出国でもある（松岡 ₂₀₀7：
２）。
この事実は、管理的・専門的・技術的職業に従事
する女性労働者と、未熟練女性労働者（家事労働者
を含む）の二極化₁₄）を生み出し、女－女格差を大き
くしていることを意味する。男女間格差の縮小の影
に、女性間格差が増大していることが明らかである。
安倍総理は、₂₀₁₄年１月の世界経済フォーラム年
次会議の冒頭演説の中で、「…　いまだに活用されて
いない資源の最たるもの。それが女性の力ですから、
日本は女性に、輝く機会を与える場でなくてはなり
ません。₂₀₂₀年までに、指導的地位にいる人の３割
を、女性にします。多くの女性が市場の主人公とな
るためには、多様な労働環境と、家事の補助、ある
いはお年寄りの介護などの分野に外国人のサポート
が必要です。女性の労働参加率が、男性並みになっ
たら、日本のGDPは₁₆％伸びるという話です。ヒラ
リー・クリントンさんのお話です。…　」₁₅）と述べ
た。
これを実践する形で、冒頭に述べた₂₀₁₄年秋から
の外国人家事労働者の受け入れが打ち出されたが、
果たして、外国人家事労働者のサポートが女性の労
働力率向上や管理職従事者の増加に貢献し得るのか、
ジェンダー政策となり得るのか、検証が必要である。

３．家事労働者の国際移動と家事労働者条約
ILOは、₂₀₁₀年末現在、家事労働者として世界全

体で少なくとも₅，₂₆₀万人が就業しており、この大半
を女性が占め（₈3％）、多くが国外から働きに来てい
ると報告している。中でも、アジア太平洋地域が最
も多く（₂，₁₄₀万人）、中南米・カリブ（₁，₉₆₀万人）、
アフリカ（₅₂₀万人）、先進国（3₆₀万人）、そして中
東（₂₁₀万人）となっている。日本の家事労働者数
は、２万7，3₀₀人（₂₀₀₅年国勢調査）となっている₁₆）。

表１　ジェンダー・ギャップ指数（GGI）の順位

順位 国　　名 GGI値
1 アイスランド 0.859
2 フィンランド 0.845
3 ノルウェー 0.837
4 スウェーデン 0.817
5 デンマーク 0.803
6 ニカラグア 0.789
7 ルワンダ 0.785
8 アイルランド 0.785
9 フィリピン 0.781
10 ベルギー 0.781
11 スイス 0.780
12 ドイツ 0.778
13 ニュージーランド 0.777
14 オランダ 0.773
16 フランス 0.759
20 米国 0.746
26 英国 0.738
59 シンガポール 0.705
61 タイ 0.703
75 ロシア 0.693
76 ベトナム 0.692
79 スリランカ 0.690
87 中国 0.683
97 インドネシア 0.673
104 日本 0.658
107 マレーシア 0.652
114 インド 0.646
117 韓国 0.640

出所：１． 世界経済フォーラム“The Global Gender Gap Report 
₂₀₁₄” より筆者作成。

２． 測定可能な国数は、₁₄₂カ国。そのうち、上位₁₀
か国及びOECD加盟国、アジア諸国等抽出。
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ここでは、家事労働者の国際移動の経緯と現状、
ならびにそれに関連する条約について詳述する。

（１）　家事労働者の国際移動の経緯と現状
外国人家事労働者の受け入れに関しては、シンガ
ポールや香港、台湾などのアジア諸国や欧州では、
すでに一般家庭で外国人家事労働者を雇用し、住み
込みまたは、フルタイムの就労形態で、高齢者介護
や育児を含む多様な家事労働を任せるケースが少な
くない₁7）。
₁₉7₀～₁₉₈₀年代において、家事労働者の移動は、

アジアの開発政策と結びついた専門職に従事する女
性の就労と育児の両立が主な目的であった。
家事労働市場は、₁₉₉₀年代までフィリピン人が多
数を占めてきたが、その後、インドネシア、ベトナ
ム、スリランカ、ミャンマーさらには、南アジアの
イスラム諸国も送出機関を設置し、力を入れるよう
になった（安里 ₂₀₁₄：₆₂₆、₆3₆）。
こうして再生産労働分野における国際労働力移動
が徐々に拡大し、女性の「移住労働力化」が進行し
ている状況にある（伊藤・足立：７）。
外国人家事労働者は、このように女性の労働力化

を支えるため導入され、主に専門職女性の世帯に接
合された。すなわち、家事労働市場の拡大には、経
済成長、女性の高学歴化、労働市場におけるジェン
ダー構成の変化、ワーク・ライフ・バランスの問題
といった事情、背景もあり、親密な領域で家事を担
う他者が接合される必要があったのである（安里 
₂₀₁₄：₆₂₆）。

（２）　家事労働者条約（家事労働者保護法案）
「家事労働者のディーセント・ワーク₁₈）に関する条
約（₁₈₉条）₁₉）」は、国際労働機関（ILO）の第₁₀₀回
総会で₂₀₁₁年６月₁₆日に採択され、₂₀₁3年９月５日
に発効された最新の条約である。
ディーセント・ワークとは、働きがいのある人間
らしい仕事という意味で使用されており、この概念
は、₁₉₉₉年の第₈7回ILO総会に提出された事務局長
報告において初めて用いられ、ILOの活動の主目標
と位置付けられた。男女平等及び非差別は、ディー
セント・ワークの掲げる目標において横断的な課題
とされている（₂₀₀₈年６月第₉7回ILO総会）。
ここで注目されるのは、この₁₈₉条は、労働・社会

保障法の適用対象外₂₀）になることが多い家事労働者
を労働者と認定し、その労働条件改善を目指して初
めて採択された歴史的な国際基準条約であるという

ことである。
この法案の条約可決総会に出席した木村愛子は、
以下のように報告₂₁）している。「家事労働は伝統的に
“女性の仕事” とされてきた家事・育児・介護などが
中心で、外からは見えにくい長時間労働・低賃金・
虐待・セクシュアルハラスメント・プライバシーの
欠如などが一般的に見られる過酷な労働であった。
このような人権無視の家事労働に従事してきたのは、
労働組合などに組織化されず社会的に孤立した貧し
い女性・女児・移民労働者など、声を上げる術もな
い弱い立場にある人々が多数を占めていた。」
こうした労働状況を改善するために、₁₈₉条は、家

事労働者が他の労働者と同じ基本的な労働者の権利
を有するべきとして、安全で健康的な作業環境の権
利、一般の労働者と等しい労働時間、最低でも連続
₂₄時間の週休、現物払いの制限、雇用条件に関する
情報の明示、結社の自由や団体交渉権といった就労
に係わる基本的な権利及び原則の尊重・促進・実現
などを規定している。

ILOが、ジェンダー平等の原則に立って、「すべて
の人々にディーセント・ワーク（Decent Work for All）
を」という政策課題を提言した背景には、従来、雇
用労働者として無視されがちであったインフォーマ
ル労働者である家事労働者のために国際労働基準を
確立し、法的・経済的・社会的に保護を拡充し、人
権を保障することが緊急課題であると認識していた
ためである。
日本はこの₁₈₉条を現在も批准しておらず、人種差
別撤廃委員会から批准を検討するよう勧告を受けた
ところである（₂₀₁₄年８月₂₉日）。
外国人家事労働者を受け入れるには、₁₈₉条の批准

が先決である。

４．ジェンダー政策と性別役割分業としての家事労
働の課題
以下に、フェミニズム₂₂）／ジェンダーの理論・概
念の発展、それらを基盤にしたジェンダー政策の視
点からの性別役割分業としての家事労働について論
ずる。

（１）　フェミニズム／ジェンダーの理論・概念の発
展：公私分離のイデオロギーの問題

₁₉世紀末から₂₀世紀初めにかけての女性解放の運
動は、女性の参政権を獲得（法律上の平等）するこ
とを目標として展開し、第一波フェミニズム運動と
いわれている。第二次世界大戦後、₁₉₆₀年代の中頃
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から第二波フェミニズム運動が高まりをみせ、女性
に対する抑圧が、家庭・家族をはじめ、職場、地域、
学校からマスメディアにいたる日常生活のあらゆる
領域において存在しており、「家父長制（男性優位主
義の価値規範）」を変革することなしに男女平等社会
はありえないと主張することになった。
この運動の中で、資本主義生産の拡大と自由主義
的国家観が相まって生み出した「公私分離イデオロ
ギーの形成」が問題視されるようになった。家庭は
かつて、生産と消費の両活動が行われた経済単位で
あったが、資本制の発展は生産活動を家庭の外に移
動させ、やがて中産階級にとって、次第に家庭は、
外での労働から隔離された憩いの場、私的な空間と
なっていった。
「男は仕事、女は家庭」という性別役割分業が明確
化していき、それが「男女の生物学的性差に基づく
自然の分業」として根づいていった。すなわち、公
＝男、私＝女という役割が、女性を従属的地位に置
いたとして、その解体を求め、女性の公領域への進
出、特に経済力を獲得するための労働参加に重点を
置いたのが、第二波フェミニズム運動の中の一つの
理論の流れ（リベラルフェミニズム₂3））であった
（ホーン ₂₀₀₀：₄7－₅₀）。
ここでの論点は、女性は家事労働を通して生命の
再生産という社会的役割を果たしているのに、なぜ
その再生産労働₂₄）が無償労働（アンペイドワーク、
unpaid work）なのか、なぜ女性が担い手となったの
か、ということであった（竹中 ₂₀₁₁：₅₅）。
ジェンダーという視角は、このようなフェミニズ
ム運動の中から、₁₉7₀年前後に発見された。ジェン
ダー概念は、性差に関する研究の蓄積（女性学や男
性学等）と現代フェミニズム運動とが出会った地点
で展開された。
ここでの問題意識は、女性と男性双方の関係性を
公正に問おうとする基本的な姿勢である。そして、
性差、性別の社会規範は、近代社会の構築の過程で
創られ強化された社会的構築物であり、それぞれの
地域社会における歴史と共に変化してきた。ゆえに
社会の変化によって変えられ、社会的な合意によっ
て克服されうるものでもあるという考え方が定着す
るようになってきたのである（青木 ₂₀₀₂）。
日本の社会では、性別役割分業が意識の面でも、
制度の面でも今なお根強く残っている（竹中 ₂₀₁₁：
₅₄－₅₈）。教育や法制度、日々の慣習の中で、こうし
たイデオロギーや生活文化が「当たり前」化してき
たことによると思われる。

（２）　ジェンダー政策の視点からの性別役割分業と
家事労働

性別役割に関しては、₁₉7₉年の第3₄回国連総会に
おいて採択された「女子差別撤廃条約（女子に対す
るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約）₂₅）」の第
５条で「性別役割分担の否定」を明文化している。
また、日本がこの条約を批准（₁₉₈₅年）後、制定
した「男女共同参画社会基本法」（₁₉₉₉年）の第４条
でも固定的な役割分担を見直し、「性別役割分担の中
立」を謳っている。
前述の世界のジェンダー・ギャップ指数における
フィリピンの事例から、家事労働者は女性の出産後
の就労、継続を促進させ、管理職や国会議員の割合
を増加させ、共働き家族の安定化が期待でいるとい
うプラス面と、低賃金・不十分な社会保障の問題、
虐待・性的被害など家庭内での雇用関係におけるト
ラブルの発生、女性の階層化、さらには性別役割分
業の固定化というマイナス面も内包していることを
述べた。
竹信（₂₀₁3：₂₁₁）は、家事労働者は、家事を黙っ

て引き受ける新しい「踏み台」を再生産しているこ
とにほかならず、こうした家事労働者の「輸出」を
めぐる問題は、国際間の紛争の火種にならないとも
限らない、と述べている。
法で性別役割分業の中立を明示しても、これまで
女性が大部分担ってきた家事労働の慣習は、根深い。
さらに、外国人女性家事労働者が家事を担うことで、
家事労働は女性の仕事という性別役割分業の固定化
問題が浮上することになりかねない。

（３）　外国人家事労働の受け入れと性別役割の固定
化への警鐘

日本政府は冒頭で述べたとおり、働く女性を支援
するために「外国人家事労働者受け入れ」の方針を
発表したが、育児中の女性の側から議論点が二つ挙
げられている₂₆）。一点目は、働く女性の支援に関し
ては、育児期間に就業中か非就業中かで、必要な支
援対策はそれぞれ異なり、非就業中の場合は、子ど
もの預け先（保育所）の確保、就業中の場合は家事
及び育児サービスが最も必要な支援となる。
二点目は、家事・育児サービスの料金の問題であ
る。現時点での政府の考え方は、外国人労働者の賃
金は、日本人のそれより低賃金としないという方針
なので、手軽に利用できる料金ではないということ
である。外国人労働者を不適切な待遇で酷使するべ
きではないのは当然であるが、利用者側からすると
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サービス料金が高いままでは、利用できないという
現実がある。
このような観点から、「働く女性の支援」の効果は
限定的になると考えられる。さらに、外国人家事労
働の導入が「働く女性支援」という政策として捉え
られるならば、「家事労働の女性化」がますます固定
化・継続化され、男女共同参画社会の構築に向けて
の施策や、「ワーク・ライフ・バランス」や、「男性の
育児休業取得」を目指すジェンダー政策が後退する
ことが懸念される。

５．外国人家事労働者の受け入れ国および、送り出
し国の課題

ここでは、外国人家事労働者の受け入れ国として
の日本の課題、外国人家事労働者の送り出し国の課
題について論ずる。

（１）　外国人家事労働者の受け入れ国としての日本
の課題

日本では、家事労働者の家庭への受け入れを特区
で試験的にはじめ、需要があるかどうかを見極めた
上でほかの地域への拡大も検討する予定である。受
け入れは、限定的ではないが、フィリピンやインド
ネシアなど東南アジアの国々からが中心になる見通
しである。
外国人家事労働者の受け入れのためには、まず出

入国管理法の改正が必要となる。現在の出入国管理
法では、家事労働を目的とした外国人の入国は、外
交官の家庭などで働く場合を除いて認めていないた
めである。₂₀₁₄年秋をめどに法務省が告示を改正し、
家事代行業者が雇う外国人に新たな在留資格を与え
る法の整備が急務の課題である₂7）。
これまでの法律では、日本人と結婚して日本在留
資格のある外国人は、日本人家庭で家事労働をする
ことができるが、日本人や日本企業が外国人の家事
労働者を海外から呼んで契約することはできない。
また、外国人の身元引受人となり家事分野で直接雇
うことは、外国人の大使館勤務者や外国人高度人材
の中でも年収₁，₀₀₀万円以上といった条件を満たす人
に限り、認められてきた₂₈）。
日本では、前述のとおり「家事労働者のディーセ
ント・ワークに関する条約（ILO ₁₈₉条約）」を批准
しておらず、外国人家事労働者の勤務時間や労働内
容等が不明確な部分が多く、「外国人家事支援人材」
の受け入れは、拙速な始動といわざるを得ない。
₂₀₁₁年に野村総合研究所（NRI）が女性₂₀₀₀人（₂₅

～₄₄歳）に行った「家庭生活サポートサービスの利
用に関するアンケート調査」₂₉）によると、これまで家
事支援サービスを利用したことがある人は２％であっ
た。
サービスを利用していない理由として、第一位は

「料金の高さ」に続いて「必要性の低さ」「他人に家
に入られることに対する心理的抵抗感」を挙げる人
が多かった。サービスに対する不安感が大きいなか
で、フィリピンやインドネシア女性に家事支援を頼
むかどうかは疑問も残る。この点がケア労働支援（看
護師と介護福祉士候補者の受け入れを₂₀₀₈年からす
でに実施）と異なるところでもある。
料金については、本論４．（３）で述べたように、

外国人家事労働者に対し、日本人並の賃金を保証す
る方向なので、語学研修、寮整備などの住宅支援、
料理指導研修などを合わせて考えるとさらに高額に
なることが懸念される。家事代行業界の各社は、国
や自治体また企業などからの支援なくしては、実施
が難しいと指摘している。

（２）　外国人家事労働者の送り出し国としての課題
外国人家事労働者は「外国人であり女性である」
ことと、個人家庭における就労であることから、ハ
ラスメント等の問題に対応しにくく、「vulnerability
（リスクにさらされやすいこと、影響を受けやすいこ
と）」の高い労働者となるのではないか、という問題
がある3₀）。
送り出し国にとって、トランスナショナルなかた
ちで世帯が維持されることについては、以下のよう
な賛否両論が挙げられている。プラス面としては、
①貧困脱出、②女性の経済的自立、③児童労働の減
少、④就学機会など教育面の向上、⑤健康改善等が
挙げられている。
一方、マイナス面としては、①母子関係、夫婦関
係の悪化、②帰国後の再適応、③娘の家事労働負担
の増大等が指摘されている（安里 ₂₀₁₄：₆3₆、Edillon 
₂₀₀₈、 Lam ₂₀₁3、 Asis and Ruiz-Marave ₂₀₁3, Asian 
Development Bank ₂₀₁3、Parreñas ₂₀₀₅）。
このように外国人家事労働者としての女性の就労
は、賃金労働者としての機会を得、経済的、社会的
自立による女性の地位向上や生活の向上に資するが、
自らの家庭内における家族関係の問題を内包してお
り、期限付きの実施が望まれる。
ジェンダー政策を推進していくためにも、外国家
事労働者の受け入れ国、送り出し国の双方の家族の
関係が良好で、男女間が公平で、平等な関係を構築
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できるよう、国家、市場、家族が連携して取り組ま
なければならない。

６．おわりに
少子・高齢化が急速に進む日本の社会の中で、介
護保険の利用者は、制度がはじまった₂₀₀₀年の₁₄₉万
人から₂₀₁3年には₄7₁万人まで増加し、介護も「施設
から在宅へ」と在宅介護に軸足を移す方向にある3₁）。
前述の「家事労働」の定義の中でも述べたとおり、
家事労働は、料理、洗濯、掃除にとどまらず、育児
や介護等のケア労働も含む家庭内での多岐にわたる
労働を指しており、在宅介護のケア労働の担い手と
しての家事労働者の役割も形成されつつある。
家事労働者は、₁₉₉₀年代半ばから₂₀₁₀年の間に世
界全体で₁，₉₀₀万人以上増と顕著な増加を示してお
り3₂）、外国人労働者の受け入れをジェンダー政策の
視点からとらえ直す必要がある。男女共同参画社会
の構築を目指し、以下に外国人労働者の受け入れに
関するジェンダー政策の課題を列挙する。
①日本が外国人家事労働者の受け入れ国になるため
には、まず、ILO「家事労働者のディーセント・
ワークに関する条約（₁₈₉条）」に早急に批准する
必要がある。
②家事労働者が長時間・低賃金で働き、家庭内での
虐待・セクシュアルハラスメントを受け、プライ
バシーの保護が保証されない等の人権無視の状況
に陥らないための対策を講じる必要がある。また、
就労ビザの支給条件の緩和についても検討しなけ
ればならない。
③外国人家事支援の受け入れにより、「性別役割分業」
や「家事労働の女性化」が固定化されないよう、
より一層、男女共同参画社会の構築やワーク・ラ
イフ・バランスなどのジェンダー政策を推進して
いく必要がある。
④男女の働き方の改革（長時間労働の是正、柔軟な
働き方の導入）や人材が定着しづらい保育・介護
業界の改革（賃金、雇用環境、労働条件の改善）
を推進する。
⑤男女が平等に有償労働と無償労働を分担できるよ
う、非正規労働者の均等待遇を行う。
⑥男性の家事や育児・介護への積極的参加を支援す
る取り組みや数値目標を定める。政府、自治体は
引き続き保育所の増設に取り組む。
⑦外国人家事労働者の公正な賃金を確保すると同時
に、家事支援サービスを利用しやすい賃金に設定
するための国や自治体、また企業などの支援体制

を確立しなければならない。その際、責任をもっ
て仕組み作りをすることが肝要である。
⑧家事代行業者、EPAで入ってきている看護師や介
護士の経験から、言語の問題、家庭内のトラブル
（孤立化、ハラスメント等）に対する保護、交渉力
の問題などに対応できる相談窓口を設ける。家事
代行市場の適正な運用には、外国人家事労働者の
質の担保、法制度の整備、消費者側の意識の変革
が求められる。

外国人家事労働者の雇用・労働環境はそれぞれの
地域や国の政治・経済的、制度的、社会・文化的な
諸条件によって具体的に形成されているので、それ
ぞれの福祉レジューム33）のあり方に基づき議論され
ねばならない。
それはまた、各国のジェンダー政策の策定におい
ても同様であり、各国の政治的、経済的、文化的諸
条件を勘案しながら検討されねばならない。自国の
みならず国際移動する労働者、移民労働者を視野に
入れたジェンダー施策を推進していかなければなら
ない。
「女性の活用」、「女性の活躍推進」を推進していく
ためには、女性に焦点を当てた改善策のみでは実現
不可能であり、男性の有償労働、無償労働を含めた
働き方の見直しが重要である。男女がともに働きが
いのあるディーセント・ワークができるように、国、
地方自治体、企業が連携を図りながら、男女ともに
意識改革をし、男女格差、女性間の格差のない社会
を目指す必要がある。
性別役割を超え、ライフステージに合わせながら

「ワーク・ライフ・バランス」を見直し、外国人家事
労働者の雇用・労働環境を整備して、国境を越えて
男女が共に積極的に社会で活躍できる働き方へ移行
させていくことが必要となる。

注
１） 内閣府男女共同参画局推進課「行政施策トピッ

クス３：女性の活躍推進に向けて─若者・女性
活躍推進フォーラム提言から成長戦略へ」『共同
参画』７月号、₂₀₁3年。
₂₀₁₄年６月に発表した成長戦略（改訂版）に

「女性の活躍推進」を盛り込んだ。政策目標は、
₂₀₂₀年までに（１）女性の就業率（₂₅歳～₄₄歳）
を73％（₂₀₁₂年は₆₈％）に引き上げる、（２）企
業などで指導的地位に占める女性の割合を3₀％
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程度にする―というものである。
２） 「家事労働　外国人受け入れ　関西の特区今秋に

も」『朝日新聞』、₂₀₁₄年６月₁₅日　朝刊。
３） 巣内尚子「外国人家事労働者受け入れが覆い隠
す “不都合”　ILO₁₈₉条約未批准の日本、なし崩
しの受け入れはかえって女性の社会進出の妨げ
に？」JBpress、₂₀₁₄年。

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/₄₀₉₈₆　（₂₀₁₄．7．₁₂）
４） 国際労働機関（ILO）「₂₀₁₁年の家事労働条約（第

₁₈₉号）」₂₀₁₄年。
 http://www.ilo.org/tokyo/standards/ list-of-conventions/

WCMS_₂3₉₁7 ₉/lang--ja/index.htm　（₂₀₁₄．7．₁₂）
５） 上野千鶴子は、再生産労働を以下のように定義
している。「生誕から死亡までの人間の生命のサ
イクルのすべてに関わる労働」（上野千鶴子「第
４章ケアに根拠はあるか『ケアの社会学』太田
出版、₂₀₁₁年）。

６） EPAとは、貿易の自由化に加え、投資、人の移
動、知的財産の保護や競争政策におけるルール
作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅
広い経済関係の強化を目的とする協定。外務省：
経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA）

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/　（₂₀₁₄．₉．₁）
７） 前掲資料　『朝日新聞』。
８） アムネスティ・インターナショナル「サウジア
ラビア：サウジアラビア　移住家事労働者がむ
ち打ちに」₂₀₁₄年。アムネスティ・インターナ
ショナルは、₁₉₆₁年に発足した世界最大の国際
人権NGOである。

 http://www.amnesty.or.jp/getinvolved/ua/ua/₂₀₁₄ua₁3₅.
html　（₂₀₁₄．7．₁₂）

９） ジェンダー（gender）とは、社会的・文化的に
形成された性差ないし性別を意味する言葉とし
て、生物学的性差ないし性別と区別して定着し
てきたが、最近では性差や性別についての観念・
知識のように広く定義する用法が採用されてい
る。（江原由美子　博士論文『ジェンダー秩序』
第₁₅₂7₄号）

₁₀） オリバー・キャン「アジア・太平洋地域では経
済的男女格差解消への取り組み進まず」WEF, 
News Release、₂₀₁3年。

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_NR_ GGGR_
Asia_Report_₂₀₁3_JP.pdf　（₂₀₁₄．7．₁₂）

₁₁） 内閣府「Ｉ－１－₁₆表　HDI、GII、GGIにおけ
る日本の順位」『平成₂₆年版　男女共同参画白書』
第１章、₅₄－₅₅頁、₂₀₁₄年。

₁₂） 内閣府「男性の性別役割分担意識　“男は仕事、
女は家庭” ってホント？」『男女共同参画社会に
関する世論調査』₂₀₁₂年。

₁3） オリバー・キャン「企業文化の変化が日本の男
女格差縮小への鍵」World Economic Forum、News 
Release、₂₀₁3年。

₁₄） 鈴木有理佳「名誉なランキングの背景にある格
差」IDE-JETRO、アジア貿易振興機構（ジェト
ロ）アジア経済研究所　₂₀₁₂年。

 http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/
Overseas_report/₁₂₀₁_suzuki.html　（₂₀₁₄．7．₁3）

₁₅） 首相官邸ホームページ「世界経済フォーラム年
次会議冒頭演説～新しい日本から、新しいビジョ
ン～」スイス　ダボス会議、₂₀₁₄年。

 http://www.kantei.go.jp/jp/₉₆_abe/statment/₂₀₁₄/₀₁₂₂ 
speech.html　（₂₀₁₄．7．₁₀）

₁₆） 家事労働者に関する国際労働基準とILOの活動
（₂₀₁3年９月3₀日付第₁₄3号）

 http://www.ilo.org/wcmsp₅/groups/public/
₁7） 巣内尚子、前掲資料。
₁₈） 厚生労働省：「ディーセント・ワーク（働きがい

のある人間らしい仕事）について」
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/ bunya/hokabunya/

kokusai/ilo/decent_work.html　（₂₀₁₄．₉．₁）
₁₉） ILO（国際労働機関）：「₂₀₁₁年の家事労働者条

約（第₁₈₉号）」前掲WEBサイト。
₂₀） 労働基準法第₁₂章　雑則（適応除外）第₁₁₆条２ 

この法律は、同居の親族のみを使用する事業及
び家事使用人については、適用しない。

₂₁） 木村愛子「家事労働者のディーセント・ワーク
条約可決　総会に出席して」日本ILO協議会、マ
ガジン₂₀₁₁　No.１、₂₀₁₁年。

 http://iloj.org/no₁.html　（₂₀₁₄．7．₁₀）
₂₂） フェミニズム（feminism）とは、女性が人間と

して生きるための女性解放を目指す思想と運動
である。

₂3） 第二波の展開に大きな貢献をしたべティ・フ 
リーダンの『フェミニン・ミスティーク』（₁₉₆3）
と、彼女が創立した女性団体NOW（National 
Organization of Women）が掲げた運動方針は、リ
ベラル・フェミニズムの基本的考え方を簡明に
表現している（ホーン川嶋瑤子 ₂₀₀₀：₅₀）。

₂₄） 再生産労働は、労働、生産活動が円滑に行われ
るための労働であり、直接生産労働に結び付か
ないため、家庭内では、報酬に結び付かない労
働、すなわち無償労働（アンペイドワーク）と
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なる。
₂₅） 女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成
に貢献することを目的として、女子に対するあ
らゆる差別を撤廃することを基本理念としてい
る。

 外務省「日本と国際社会の平和と安定に向けた
取組、女子差別撤廃条約」

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/　（₂₀₁₄．₉．₅）
₂₆） 矢澤朋子「外国人家労働者が日本女性を救う？
『女性の活躍推進』に対する効果は期待しづら
い」大和総研グループ、₂₀₁₄年。

 http://www.dir.co.jp/library/column/₂₀₁₄₀₄₂3_₀₀₈₄3₂.
html　（₂₀₁₄．7．₁3）

₂7） 前掲資料　『朝日新聞』。
₂₈） 野村浩子「外国人の家事労働者の受け入れは、
働く女性の支援になるか？」日経ビジネス　₂₀₁₄
年８月₁₁日

 http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/₂₀₁₄₀₈₀₆/ 
₂₆₉7₅₆/?P=₁

₂₉） 野村浩子、前掲資料。
3₀） 巣内尚子、前掲資料。
3₁） 「在宅介護　乏しい支え」『朝日新聞』、₂₀₁₄年９
月５日　朝刊。

3₂） 家事労働者に関する国際労働基準とILOの活動
（₂₀₁3年９月3₀日付第₁₄3号）、前掲資料。

33） デンマーク出身の社会政策学者であるイエスタ・
エスピン－アンデルセン（Gøsta Esping-Andersen, 
₁₉₄7－）は、「福祉が生産され、それが国家、市
場、家族の間に配分される総合的なあり方」と
しての「福祉レジーム」の相違が、福祉国家の
類型を決定するとしている。

 厚生労働省『平成₂₄年版　厚生労働白書』7₈頁、
₂₀₁₂年。
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学校教育におけるジェンダーと教員養成

永塚　史孝
※１

Gender in School Education and Teacher Training Courses in Japan

Fumitaka N
※１

AGATSUKA

ABSTRACT
The paper considers the formation of gender in the modern Japanese educational system, and based 

on a questionnaire about gender given to the author’s own students provides recommendations on how 
gender issues should be treated in a modern educational setting. Paying particular attention to the founda-
tion of the modern Japanese educational system in the postwar period, it begins with a historical survey of 
gender and education. This survey shows that changes in the postwar home economics curriculum are seen 
to be symptomatic of gender issues in education; it also reveals the crucial role of the teacher/educator in 
shaping gender awareness and attitudes in students. Acknowledging this gender shaping role, and using 
the results of the student questionnaire, the paper concludes with recommendations for innovative programs 
that develop sensitivity to gender issues at teacher training institutions.

論　文

１．はじめに
人はそれぞれに個性をもち、多様な力を発揮する
存在である。その人は生物学的には男、女として生
まれ、その後に所属する社会のしくみや期待、文化
や歴史的背景の影響や作用を受けて男らしさ、女ら
しさ、がつくられる。そうした中でジェンダー（gender）
という概念はその社会的・文化的に形成される男女
の性差を明確にした。さらに、そのジェンダーが示
したのは、ジェンダーが時代や社会の変化によって
変化し構築される可変性をもち、ジェンダーのあり
ようは変化させたり再構築することができるもので
あることも示してきた。そうした観点に立つと、現
在まで多くの人が実社会において獲得したジェンダー
を基盤にして、日常生活において言動をとってきた
ことになる。その結果、社会には男女の差異や偏り
などが時に強く固定されるジェンダー・バイアスが
生じ、その後も存在し続けるという認識も広まった。
その力は現代においても大きく、世代から世代へ、
個人を超越する大きなあり様として再伝達され再生

産される構造をもち続けて存在していることを認識
せざるを得ない。
こうした情況で人に求められるのは、ジェンダー
へのかかわり、すなわち少なからずジェンダーに敏
感な存在であることである。そして、人はジェンダー
の形成への認識と日常の言動をジェンダーから考え
発信することで、今後の社会構造変革につなげ、少
子高齢化、労働人口不足などへ対応した新たな社会
を形成し未来を求める必要があろう。
では、人はどのようにしてジェンダーに敏感にな
りえるのであろうか。そのひとつには教育の力とく
に学校教育の作用が大きいといえよう。その理由は
学校教育が社会のありようを人々に伝達し、こうあ
るべきとされる人の型を示しつつ教育展開してきた
からである。実際、明治期からの学校教育は「良妻
賢母」教育などを典型に、「男らしさ」、「女らしさ」
を様々な教育内容・方法、教育課程をとおして実現
してきた実績があるといえる。ならば、その学校教
育がもつ作用をジェンダーに敏感な人間形成に向け

※１ 日本大学国際関係学部国際教養学科　教授　Department of International Liberal Arts, College of International Rela-
tions, Nihon University, Professor
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ることも可能なはずである。それを実現するために
は、制度や方策による社会や学校教育のしくみへの
働きかけが重要となる。とくに実際に人をつくる主
体として教育指導や教育実践を担う教員のジェンダー
形成への働きかけが重要である。つまり、教員をジェ
ンダーに敏感な人として養成する必要がかなり重要
となる。
その一方で、学校教育は将来の教員になる可能性
がある子どもを教育する場でもあり、その後の教員
としての意識や能力に影響を与える。
そこで本研究では、まずジェンダーという言葉の
示す内容とその背景について確認する。それをもと
にジェンダーが形成される大きな機会・場のひとつ
としての学校教育におけるジェンダー形成について、
その作用や影響を確認する。その方法は、現代日本
の学校体系が形成された戦後を中心に、日本の学校
教育においての教育とジェンダー形成について史的
に概観する。そうして、学校教育におけるジェンダー
について理解した後に、今日的課題を抽出する。
それは、今後我々が取組むべき課題の大きなひと
つになるものであるが、教員養成においてジェンダー
に敏感な教育を実際に展開し、それを実践できる教
員を養成することであろう。そして、それは、そう
した教員養成のための教育内容や方法の開発ともな
ろう。そのために本論では、現代の教員養成である
大学の教職課程におけるジェンダーの形成や教育に
ついての実情把握と今後の基盤的研究方法への提言
を実際の教職課程の事例をふまえて考究する。こう
した研究の意義と目的は、今後のジェンダーと教育
のかかわりに貢献することにある。

２．ジェンダーについて
まず、ジェンダーという言葉の内容とそう示され
る背景について簡単に確認する。
現在、ジェンダーの示す内容は、内閣府によれば

『「社会的・文化的に形成された性別」のことです。
人間には生まれついての生物学的性別（セックス／
sex）があります。一方、社会通念や慣習の中には、
社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が
あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化
的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といい
ます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ
自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際
的にも使われています』１）とある。
そのジェンダーの言葉としての経緯を調べると、
ジェンダーはもともと性別を表す文法用語の名詞で

あることがわかる２）。広辞苑第４版（₁₉₉₁年）から
の初出では「生物学的な性別を示すセックスに対し
て、社会的・文化的に形成される性別」と掲載され
ている３）。その後、₁₉₅₀年代頃から性役割を観点と
した考えなどが出現する中で、ジェンダーの示す意
味内容や扱いが変化していく。すなわち、₁₉₅₀年代
には、パーソンズ（T. Parsons）が性役割について体
系的な社会化理論を展開し、人が社会的に形成され
て男や女になっていく過程や、家族構造とその子ど
もの社会化、パーソナリティーのメカニズムとくに
社会化との関連におけるその機能などを説明する考
え方がすでに示された４）。そして、その後の研究は、
家族、学校、マスメディアなどが子どもに男女の性
役割期待を内面化し習得させていくとするものが多
くだされた５）。
₁₉₆₀年代末頃の心理学や精神医学などにおける第
２波フェミニズムの運動と並行し、₁₉7₀年代に性科
学者ジョン・マネー（Money. J.）や精神分析学者ロ
バート・ストラー（Robert Stoller）、アン・オーク
レー（Oakley. A.）、らの研究６）によってジェンダー
という語は、英語圏で生物学的性別ではなく、社会
的・心理的に形成された性別を示す場合の性差を相
対化するために使用されるようなった。それは、初
期のジェンダー概念といえるもので、教育や制度な
どが形成した社会や文化によって「男らしさ」や「女
らしさ」が形成されるとするものである。その後、
この考え方は、性役割理論として明確化され、女性
をとりまく課題提言や解放のきっかけとなっていっ
た７）。₁₉7₉年に日本女性学会発足、₁₉₈₀年には日本
女性学研究会『女性学年報』が創刊、大学での女性
学講座の自主講座が実証研究によって男女の性役割
を批判的に捉えて変革を求める動きが始まり、₁₉₈₂
年に日本初の女性の専門書店「ウィメンズブックス
トア松香堂」が京都に開設されるなどした。
このように、日本の社会科学の分野や学界でも実
証研究によって男女の性役割を批判的に捉えて変革
を求める動向となり、ジェンダーは性役割理論とし
ての意味で使用されるに至った８）。
しかし、₁₉₈₀年代後半頃から構造主義などの立場
をもつ研究者等から、性役割の社会化論が人の実際
の日常生活におけるある側面を解明できないことが
示めされた。デルフィ（Delphy. C.）は性別集団間の
関係性に生ずる階級や序列関係からジェンダーを述
べるなど９）、社会構造や男女間の権力関係に焦点を
あてた。ジェンダーについての第２段階とも言うべ
き主張がされはじめたのである。こうした性役割の
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社会への批判から、近年では、さらに次の第３段階
ととらえられるべき考えに展開する。₁₉₉₅年の第４
回国連世界女性会議（北京）で「北京宣言及び行動
綱領」が採択され、ジェンダーという言葉が多用さ
れた。学術用語に限らず一般社会でも使用されるよ
うになったのである。
その後、人が社会的な影響を受けて男や女に形成
されていく過程を表す場合は、性役割の社会化では
なく、ジェンダー形成という言葉が使われるように
なっていく。そして、ジェンダー形成の研究は、社
会によって定義される男女らしさを人が学び演じる
場合などジェンダーによって人が形成される面と、
人がそう学び演じることによりジェンダーをさらに
形成する２つの面をもって展開されている₁₀）。それ
は、ジェンダーを観点に男女の不平等による社会形
成・展開を研究するものといえる。こうした動向の
中で、日本の学校教育におけるジェンダーの形成に
ついて次に概観する。

３．戦前日本の学校教育とジェンダーの形成
上述のように、ジェンダーの意味や研究方法は変

遷してきている。それは、ジェンダー形成が社会に
よって形成される側面や人が学び演じることにより
形成されることを示しているが、そのジェンダーが
形成される学ぶ機会や場所はどこであろうか。現代
社会において学ぶ機会・場としては、人の行動範囲、
文化、情報、など様々な側面や現象から影響や刺激
を受けつつ学ぶといえる。その中で、学びの大きな
機会・場としてのひとつに学校教育が考えらる。そ
れは、現在の日本の教育が義務教育制度を設け小中
学校に９年間、その後の高等学校への進学率も９割
に達するという実状からである。そこで次に、日本
の教育、学校教育におけるジェンダー形成はどのよ
うになっているかを述べる。
そもそも、現代の日本における学校や学校体系は
明治４年に文部省の前進が明治政府の行政組織内に
創設され、国家主体でつくられてきた。₁₈7₂（明治
５）年８月に文部省は「学制」を布達し、全国に小
学校、中学校、大学等が設立されはじめた。その直
前までは、武士は武士としての学びを藩校で、庶民
は生活の役に立つことを中心に寺子屋等で学んだ。
その中で男女の学びは、使用するいわゆる教科書が
男女別になるなど内容や方法は男女で分けられてい
た。つまり、男女に期待される内容があり、少なか
らずジェンダー形成されていたといえよう。明治初
期に文部省は藩校や寺子屋などを排しつつ、学校設

立を意図する。その学校設立趣旨について、「学制」
布達の１カ月前の同年７月に「高上の学に至ては其
の人の材能に任すといえども幼童の子弟は男女の別
なく小学に従事せしめざるものは其の父兄の越度た
るべき事」₁₁）と布達して学校設置の意義と就学奨励を
人々に促した。その中で、「幼童の子弟は男女の別な
く」とあり、明治初期の近代学校設立時から制度上
は初等教育段階の男女に限っては教育機会や教育内
容・方法が大方等しく認められているのがわかる。
しかし、初等教育の次の中等教育段階になると男
女の学校は別々になる。女子教育の中心は中等教育
と位置づけられた。具体的には４年制の高等女学校
では「良妻賢母」主義の理念に一貫された教育内容・
方法のもとに、教育課程は家事や裁縫等が４割程度
を占める内容となった。その一方で、男子の教育は
高等教育もみすえたものとなり、中学校は５年制で
国家をささえる公務員等の養成を理念に外国語や法
律等が教育内容の中心となった。その結果、いわゆ
る普通科目としての英語や数学などの男女の学力差
は顕著なものとなった₁₂）。このように男女別学によっ
て、男女の教育機会は不均等となり教育内容・方法
は明確に区別された。それは学校教育によって、男
女に期待され求められる内容が明確化されていたこ
とに他ならない。こうした学校教育が戦後まで展開
され男女の性役割も形成されていったといえよう。

４．戦後日本の学校教育とジェンダーの形成
戦後のジェンダー形成にかかわる教育は、女子教
育のあり方から議論されていく。まず、₁₉₄₅年（昭
和₂₀）年に女子教育の民主化の契機とされる「女子
教育刷新要綱」が閣議決定される。その方針のなか
で女子教育について「男女間ニ於ケル教育ノ機会均
等及教育内容ノ平準化並ニ男女ノ相互尊重ノ風ヲ促
進スルコトヲ目途トシテ女子教育ノ刷新ヲ図ラント
ス」₁3）る方針が示された。これは女子教育という括り
で現状の課題を示し改善を試みようとする政府の積
極的な教育施策のひとつである。その内容は、中等
学校の男女間の教科の平準化、大学での男女共学や
女子大学の創設など、男女平等の教育政策といえる
ものであった。しかし、あくまで方針で実際にどの
ように女子教育が戦後展開されているかは注視して
いかなくてはならない。
₁₉₄₆（昭和₂₁）年には現行の日本国憲法が公布、
翌₁₉₄7（昭和₂₂年）に施行された。その条文におい
てジェンダー形成に関連する主な内容は次のとおり
である₁₄）。第十四条では「すべての国民は、法の下
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に平等・・・性別、・・・により、・・・差別されな
い」、第二十三条では「学問の自由は、これを保障す
る」、さらに、第二十六条では「すべて国民は、法律
の定めるところにより、その能力に応じて、ひとし
く教育を受ける権利を有する」。同第２項では、「す
べて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務
教育は、これを無償とする」とされた。現憲法にお
いて男女の平等、両性の平等の原則が示されている。
また、第二十六条において「子女」と明確に表記さ
れるなど、それまでの男女の扱いや今後の転換を促
すべきことが強調された表現といえる。
さらに、戦後の教育の在り方については、日本国
憲法の公布の翌年₁₉₄7（昭和₂₂）年に、戦後の日本
の教育の目的等について示した教育基本法が制定さ
れる。この法の中でジェンダー形成にかかわる主な
内容は₁₅）、第三条（教育の機会均等）「すべて国民は、
ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与
えられなければならないものであって、人種、信条、
性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、
教育上差別されない」、また、第四条（義務教育）で
は「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育
を受けさせる義務を負う」、さらに、第五条（男女共
学）では「男女は、互いに敬重し、協力しあわなけ
ればならないものであって、教育上男女の共学は、
認められなければならない」である。このように、
教育基本法では男女共学の理念原則が明文化され示
された。とくに、同法第五条で個別条項として法に
よって学校教育における男女の在り方を示して、そ
の理解を求める必要があったのが、当時の人々の考
え方や社会の実態であったといえる。こうして、戦
後の日本では男女共学が義務教育において全国で実
際に展開されようになった。
しかし、注意しなければいけないのは、こうした
男女の原則が法で示されて制度上は初等教育で実現
される一方で、実際の教育や学校の運用段階や、教
育実践における教育内容や方法においては男女で異
なる教育が展開される場合もあることである。
その点が顕著なのは、中等教育においてである。
₁₉₄7（昭和₂₂）年に新制高校が発足し男女共学が原
則とされるが、地域においては男女共学は実施され
ずにいた。また、こうした男女の区別は学校体系だ
けでなく、教育内容・方法においても注目すべき例
が当時からみられた。それは、「家庭科」という教科
の扱いと変遷にみてとれ次項で述べる。

５．学校教育の「家庭科」とジェンダーの形成
₁₉₄7（昭和₂₂）年に新学制が発足し、小学校に家
庭科、中学校に職業・家庭科、高等学校に実業家（家
庭）という教科が新設される。それは戦後の新しい
日本の建設という情況の中で、男女が協力して民主
的な家庭建設をめざし、それを学ぶ機会として、男
女がともに学ぶ共修という教育方法で実践される科
目である。その意図から男女の共修と必修化が望ま
れ、小学校では男女必修科目として実施された。し
かし、その方法での実施は小学校に限られ、実際の
教育内容・方法の展開は男女別ともいえる内容であっ
た。
その点は教育課程の内容を示す「学習指導要領　
一般編（試案）　文部省　₁₉₄7（昭和₂₂）年度」₁₆）に
明らかである。当時、家庭科は小学校５・６年に₁₀₅
授業時間が設定され、その内容と扱いは「家庭科は、
これまでの家事科と違って、男女ともにこれを課す
ることをたてまえとする。ただ、料理や裁縫のよう
な、内容が女子にだけ必要だと認められる場合には、
男子にはこれに代えて、家庭工作を課することに考
えられている」。このように、たしかに小学校におい
ては男女ともに共修であるが、「女子にだけ必要」な
ど例外も場合によってはあるとのことであり、男女
共修の徹底とはいえないものであったといえる。
また、義務教育の小学校の次段階である中学校で
は、家庭科は「職業」という大科目の中のひとつの
科目として設置され、その内容と扱いは次のとおり
である。「小学校で独立の教科だった家庭科は、中学
校では職業科の中の一つの科目になって、生徒は農、
商、工、水産、家庭のうちの一科目又は数科目をき
めて学習することになっている。この場合、男子が
家庭科を選ぶ場合は、小学校での取り扱いと同じに
する。（中略）そして、生徒がどの科目を選択するか
については、その将来の生活について、十分考える
ように指導して、これを決定させたいものである」₁7）。
このように、中学校において家庭科は女子が選択す
ることが想定されている。
高等学校についても同様で、₁₉₄₉（昭和₂₄）年４
月に男女ともに選べる選択教科として家庭科が開始
されたが、その前提には女子生徒の選択が想定され
ていた。これは、当時の日本の人々の多くが、男女
の教育について男女間には教育内容・方法に差や異
なるものがあるとする認識をもっていたことに他な
らない。そうした考え方は、それまでの戦前におい
て、通常的に考えられジェンダー形成されてきた経
緯を考慮すれば当然の認識といえよう。そのため、
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この当時の男女平等の理念と教育は男女の特性や性
役割を基にする考えのもとでのものであったともい
えよう。
その後、家庭科における男女の差異についての展
開は、男女の特性に応じた教育内容や方法を考慮す
るものへと転換していく。その経緯は学習指導要領
の変遷をたどることで明らかになる。「学習指導要領 
一般編（試案）　文部省　₁₉₅₁（昭和₂₆）年度」₁₈）で
は、小学校の家庭科は、次のような扱いとなってい
る。「家庭生活（略）の指導は、入学の当初より必要
である。（略）しかし小学校５、６年ころになれば、
家庭生活（略）の理解も深まり、家庭的な実技に必
要な児童の巧緻運動も相当に発達するし、児童も
（略）これについて興味を持つ（略）。したがって５、
６年の段階（略）は、家庭生活（略）の指導のため
に特別な時間を設ける必要が起る（中略）。これらの
技能や経験は、すべて初歩的なものに限られるべき
で（中略）小学校の段階においては、学習経験は男
女に共通であることが望ましい。最初から男女を区
別して指導しなければならないような高度の技能は
中学校に譲るべきである」。中学校の職業（家庭科）
では、次のような扱いであった。以前、「職業科に含
まれていた五つの科目の内容を分析して、実生活に
役だつ₁₂項目の仕事に分け」、「男女の生徒は、自分
の興味と必要に応じて、それらの仕事のいくつかの
分野を組み合わせ、学習することによって、広い仕
事の経験をうることができるのである。これが改正
された職業・家庭科の特質である」。
以上のようなものが当時の義務教育、小中学校に
おける家庭科の扱いであり、小学校では男女共修の
必修科目、中学校では男女共修の選択必修科目であっ
た。
高等学校での扱いは、次のようなものであった。
「家庭科に属する科目では、第１学年に一般家庭が
ある。一般家庭７単位は第１学年か第２学年でとる
ことになるが、７単位のうち５単位は学校で学習し、
２単位は家庭実習として課することが望ましい。一
般家庭以外の科目を学習したいものは、第２学年と
第３学年で家庭科に属する科目の中から、選択する
ことは自由である。この場合、この基礎として一般
家庭を少なくともまず７単位選択するように指導さ
れたい」とされた。
その後、₁₉₅₈（昭和33）年には₁₉₅₁年の学習指導
要領の試案をふまえ、教育内容・方法に影響をもち
教育課程編成の基準とされるとした中学校「学習指
導要領」が、試案ではない改訂がされ日本の教育の

中で位置づけられた。その中では、中学校の「技術・
家庭科」の教育内容・方法では男女で異なる扱いが
明記された。すなわち、それまで「職業・家庭科」
という教科名が、「技術・家庭科」となり、男子は
「技術」という科目で「男子向き」の目標・内容と
なって、設計・製図、木材加工・金属加工、栽培な
どの教育内容となった。女子は「家庭科」という科
目で「女子向き」の目標・内容となり調理、被服製
作、設計・製図、家庭機械・家庭工作などを学ぶ内
容となり、₁₉₆₂（昭和33）年度から実施されるよう
になったのである。その理由を、同学習指導要領で
は、『生徒の現在および将来の生活が男女によって異
なる点のあることを考慮して、「各学年の目標および
内容」を男子を対象とするものと女子を対象とする
ものとに分ける』₁₉）としている。このように教育の前
提には「生徒の現在」と「将来」の「生活」は「男
女」で「異なる」との考え方があった。そして科目
の設置形態も男女別の必修科目となったことからも、
事実上は、男女別の教科で性別分離教育になったと
いえる。
さらに注目すべきは、学習指導要領がこの版から

「試案」ではなくなり、法的拘束性をなかば帯び始め
た基準となった点である。そうした意味ではこの動
向は諸点において戦後教育政策の転機となるものと
なったといえる。
高校については、₁₉₆₀年の学習指導要領で普通高
校の家庭科が女子のみの必修となり、₁₉73年には全
課程の高校で女子のみが家庭科４単位が必修となっ
た。そのため、男子はその時間に体育系の授業単位
が追加増加されるなどされていた。
そうした考え方は、₁₉₆3（昭和3₈）年の中央教育
審議会答申『後期中等教育の拡充整備について』に
おいて、「女子に対する教育的配慮」の項に次のよう
な内容で示されている。女子の教育機会は、男子と
均等に確保すべきだが、その教育内容は、「女子の特
性に応じた教育的配慮が必要」である。そのため、
高等学校では、普通科目においても、「女子が将来多
くの場合家庭生活において独特の役割をになう」こ
とを考え、「その特性を生かすような履修方法を考慮
する」。さらに、「今後の女子の社会的な役割の重要
性を考え」、その「社会性を高めるための教育指導」
を行ないつつ「女子の特性に応じた職業分野に相応
した」後期中等教育の拡充等の「専門教育の充実を
図る」べきとされた₂₀）。
その後、「科学技術革新、社会・文化や経済などの

急激な社会変化のなかで、人々は多様化するととも



― ―18

に中等教育段階へ進むようになり、高等学校への進
学率の上昇」がみられた₂₁）。その結果、高等学校の
教育内容を改善する必要性から₁₉7₁（昭和₄₅）年₁₀
月に、文部省告示の「高等学校学習指導要領」が公
示された。その内容は、前年の教育課程審議会答申
における「改善の基本方針」を受けてのことである。
その方針は、「人間としての調和ある発達」、「国家・
社会の有為な形成者」をめざすために、「必要な資質
の育成」をめざし、「教育課程の弾力的な編成」と
「教育内容の質的改善と基本的事項の精選集約を図
る」などのことであった₂₂）。
とくに、ジェンダー形成にかかわるに内容では、

「男女の特性を考慮」し、「家庭一般」４単位を全女
子生徒に必修とし、全日制普通科男子には「体育」
の必修単位を₁₁単位にした点である₂3）。
このように、高等学校教育課程では、能力別教育
や男女それぞれの特性に応じた教育の必要性が強調
されたのである。かくして、家庭科は中・高等学校
の女子にのみ必修化されるにいたったのである。
その一方で、こうした教育内容や方法に高等学校
における家庭科の男女共修を進めるべきとする考え
や行動は少なからず起こり、次第にそうした考えは
結果となっていく。例えば、₁₉7₄（昭和₄₉）年京都
府下で「家庭一般」を男女共修で開始や、同年の「家
庭科の男女共修をすすめる会」（代表世話人・市川房
枝）の発足と同会の家庭科の女子のみの必修に反対
し男女共修を推進する運動、₁₉7₅年の国際女性年世
界会議開催、₁₉7₉年の国連における女性差別撤廃条
約の採択と₁₉₈₁年の発効、そして₁₉₈₅（昭和₆₀）年
の日本の批准などがある。こうした展開の中で、家
庭科の男女共修の取り組みが進められていくととも
に、より大きな観点で男女平等教育が考えられてい
く。こうした動向が、家庭科における男女別の性別
分離教育に変化をもたらすのである。
₁₉₈₉（平成元）年の学習指導要領の改訂に変化が
みられた。この年の同要領から、先述の男女別の教
育内容や方法の規定はなくなるのである₂₄）。その結
果、₁₉₉3年に中学校で、₁₉₉₄年に高校で家庭科の男
女共修が実施され、学校教育のなかで、生活基本学
習としての家庭科を男女が同一のカリキュラムで学
ぶことになった。
高等学校の家庭科という教科の扱いを整理すれば、
₁₉₅₈（昭和33）年から₁₉₈₉（平成元）年の間、女子
生徒のみの必修とされ、それ以降は男女共修となっ
たといえる。
この家庭科が男女共修となる過程において、大き

な要因となったのは女子差別撤廃条約の日本の批准
の影響が大きいと考えられる。
具体的には、この条約は、日本が₁₉₈₅（昭和₆₀）
年に締結した女子差別撤廃条約（「女子に対するあら
ゆる形態の差別の撤廃に関する条約（Convention on 
the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women）・₁₉7₉年₁₂月国連総会採択、₁₉₈₁年発効・
（略CEDAW）」である。同条約の中には、教育課程
における男女別展開が差別とされること、そしてそ
れは禁じられるべきものであるとの趣旨がある。そ
の結果、家庭科の女子生徒のみの必修や、教育内容
や方法における男女別規定が同条約の趣旨に抵触す
る可能性が生じてきたことによるものである。
そのCEDAWの関連する具体的な条文は次のよう
なものである₂₅）。「第５条　締約国は、次の目的のた
めのすべての適当な措置をとる。（a）両性いずれか
の劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化さ
れた役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行
の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な
行動様式を修正すること」、「第₁₀条　締約国は、教
育の分野において、女子に対して男子と平等の権利
を確保することを目的として、特に、男女の平等を
基礎として次のことを確保する。（中略）（b）同一の
教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する
教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受
する機会　（c）すべての段階及びあらゆる形態の教
育における男女の役割についての定型化された概念
の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その
他の種類の教育を奨励する」。
以上のように具体的な内容の女子差別撤廃条約で
あるが、国内ではこの内容に日本の教育が対応して
いない、条約の趣旨に抵触すると考えられ、₁₉₈7（昭
和₆₂）年教育課程審議会答申で中高等学校の家庭科
において男女共修と男女必修化が示される。
そして、₁₉₉3（平成５）年中学校で、₁₉₉₄（平成
６年）に高校における家庭科の男女共修と男女の必
修化が実施されるに至るのである。
こうして、公のしくみ・制度としては家庭科にお
ける男女差や性別分離教育は解消され、₁₉₉₀年代に
教育におけるカリキュラム上の男女差が解消された
と考えられるようになった。そうした家庭科の変遷
は、そうした教育を受けて教員となった人の資質や
意識に少なからず影響を与え、教員としての活動に
もかかわりをもつといえよう。
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６．ジェンダーの形成と現代的課題
前項では、学校教育の「家庭科」の変遷を概観し
た。その中では男女の性役割などの形成は解消され
つつあるといえよう。しかし、学校教育全体をみる
と教育内容・方法に明示されない「ヒドゥン（隠れ
た）カリキュラム」により、児童・生徒に男性優位
や女子の達成意欲を低減させるような内容や、性役
割などについて暗黙に伝達されジェンダー形成され
ることが持続しているのも事実であろう。さらに、
₁₉₉₀年代後半には特に学校教育において、女子問題
としてとらえられる傾向が強かったジェンダー問題
について、男子も周囲からの男性としての期待に悩
んでおり、男子の研究もすべきとの研究が散見され
るようになった。その根拠としては、伝統的な「家」
制度や慣習、女子の学力が総じて高く男子はかなわ
ないなどの考えがあることなどの事例があげられて
いる。この男子問題については欧米では大きな焦点
となっているが日本はそうでないと考えられてい
る₂₆）。
こうした状況の中で、日本はジェンダー平等を推
進する施策を展開し、₁₉₉₉（平成₁₁）年に「男女共
同参画社会基本法」を公布・施行、₂₀₀₀（平成₁₂）
年に日本国憲法と教育基本法の理念を反映する趣旨
を含む「男女共同参画基本計画」を閣議決定、₂₀₀₁
（平成₁3）年に男女共同参画局を内閣府に設置する。
その後、₂₀₀₅年には「第二次男女共同参画基本計画」
を策定した示された₂7）。
その後、教育基本法（昭和二十二年法律第二十五
号）が₂₀₀₀（平成₁₂）年の教育改革国民会議で「新
しい時代にふさわしい教育基本法が必要」との理由
で、₂₀₀₆（平成₁₈）年に全面改正された。その中で、
男女についての独立した条項や子女という表記は削
除されたが、関連する内容は改正された新教育基本
法でも次のように示された₂₈）。教育の目標を示した
第二条第三項では「正義と責任、男女の平等、自他
の敬愛と協力を重んずる」とされた。この条文では
「男女の平等」が依然として示されており、男女の平
等が達成されてない、あるいは未来においても重要
であるとの将来にわたる国民に向けた内容が示され
たと考えられる。
また、教育の機会均等を示した第四条では「すべ
て国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受け
る機会を与えられなければならず、人種、信条、性
別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教
育上差別されない」とされた。この第四条では、「性
別」等により「教育上差別されない」こと、「能力が

ある」が「経済的理由で就学こんな場合」は奨学措
置がある旨が示された。
さらに、義務教育について示した第五条は「国民
は、その保護する子に、別に法律で定めるところに
より、普通教育を受けさせる義務を負う」とされた。
この第五条では「その保護する子に」と、旧教育基
本法の同内容を示す表記に見られた「子女」から
「子」に変わっている。これは、「子女」という表記
による女子に対する義務教育の必要性への理解は概
ね浸透したとの理解によるものと考えられる。
以上のような、教育基本法の改正の後、₂₀₁₀（平
成₁₂）年には「第三次男女共同参画基本計画」が閣
議決定され現在に至っている。
そうした動きの一方で、₁₉₉₀年代から₂₀₀₀年代に
かけては、ジェンダーフリー教育への批判が起こる
などしている。それは、「バックラッシュ」（反動、揺
り戻し）といわれる男女平等や男女共同参画を批判
的にみる立場を生じさせたことである。それは、ジェ
ンダーの研究やそれを基盤にした運動などが社会に
広まる中で、その推進者たちは男女平等教育をジェ
ンダー・バイアス（男女の役割について固定的な観
念・性差観を持つことやその偏見）の除去や単に男
女混合をすればよい、あるいは性差解消、性差否定
をすべきと主張しているというような歪曲した捉え
方を批判したのである。こうした動向は、教育現場
に混乱を生じさせた。実際に、₂₀₀₄（平成₁₆）年に
東京教育委員会は都立学校長等に学校現場における
「ジェンダー・フリー教育」という用語の使用に慎重
となるように通知している。そうした動向をふまえ
て、最近の学校教育の現場では、単に男女を混合す
るとか男女を分けない教育ではなく、「ジェンダーに
敏感な教育」₂₉）を展開すべきとの考え方が広まりつつ
ある。そうした広まりは、学校教育のジェンダー形
成やその分析、ジェンダー形成の観点からの教育実
践の広がりやそのための研究の必要性を現代的課題
にすべきことを示している。
なお、戦後の家庭科以外のジェンダーにかかわる
大きな展開としては女子大や家政科の設立などの議
論の展開があげられよう3₀）。そして、現在の学校教
育におけるジェンダー形成をめぐる情況には、教育
内容では、教科書などで男性の登場人物が多く、女
性の記述が少ない3₁）。教師の授業や指導展開におい
て男子への指名や働きかけが多い。教育評価も男女
別に実施する。さらに男女別の名簿を適用している。
教員間でも女性だからこれをやって、管理職は男性、
などの固定化した観念にもとづく言動がある。そう
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した、多くの研究事例が報告される中で、男女混合
名簿や教師間で男子・女子という括りによる見方か
ら、より個人をみる見方が広まるなどもした。この
ようにジェンダーについては現代的な課題がある。

７．教員の資質や意識を形成する学校教育
これまでの項で家庭科など変遷を概観し、学校教
育によるジェンダーの形成が考えられることがわかっ
た。それは、男女共修を当然とする教育観や当然と
しない考えをもつ人間の育成にも影響するものとい
える。そして、そのような様々な意識や資質をもっ
た教員も輩出されることになる。
そこで、本項では現職教員において、家庭科の男
女別教育や共修の教育を受けた教員がどの程度存在
するかを推定する。その意義は、教員がジェンダー
の形成の主体者となることも上記の現代的課題とし
て捉えられるためである。
家庭科の男女共修の実施は中学校で₁₉₉3（平成５）
年、高校は₁₉₉₄（平成６）年からである。仮にこの
年度を初年次とし家庭科を最高学年で履修するとし
た場合、実際の履修は中学で平成７年、高校で平成
８年となる。一般的な学齢に換算すると各々₁₅歳と
₁₈歳までとなる。そして、男女共修の経験という意
味では平成８年に₁₈歳となる人がより経験があると
いえるので、これを基準にする。
公立の現職教員の年齢別表は平成₂₁年度の文部科
学省公表のものがあり、平成₂₁年度を題材に比較す
る。つまり、平成８年に₁₈歳である人が平成₂₁年度
には3₁歳までであり、これを境界線として、3₁歳以
下は男女共修を当然とする意識をもつ可能性が高い。
3₂歳以上は当然とはしない意識をもっているかもし
れないと仮定する。もちろん、中学以降の学びで意
識は変わるかもしれないが、男女共修の経験がある
なしがその後の意識や資質に影響を及ぼすと仮定し
た場合である。
平成₂₁年度の中学校の公立教員数は₂₀₂．3₄₉人であ

り、平均年齢は₄₄．3歳である。その中で、3₁歳以下
は₈₀，₆7₅人である。3₂歳以上は₁₂₁，₆7₄人である。割
合は、それぞれ₄₀％と₆₀％である。この仮定による
計算では、現職教員の６割が男女共修の経験がない
といえ、ジェンダーに敏感でない意識をもつ可能性
のある教員であり、現代的な課題を生じさせる意識
や資質があるのではないかと仮に言える。
仮定に基づく話をしたが、教員の適性や資質、意
識がどこで獲得され養成されるかという教員をめぐ
る課題を考える際に、どのような教育を受けてきた

か、何を当然としてきたかを分析することは重要で
あると考える。
周知のように、現在の教員の養成は主に大学の教
職課程で実施されている。そこで次項ではジェンダー
についての理解やジェンダーに敏感な教員の養成が
いかにあるか、また今後どうあるべきかをみる。

８． 「ジェンダーに敏感な教育」の実践者たる教員の
養成の必要性と方法（１）
上項で教育を実践する教員の資質形成について、
大学における教職課程等以前について述べた。この
項では、大学以前の教育歴がどのようなものかにか
かわらず、大学生期の教職課程でどのようなジェン
ダーについての学びや意識を獲得すべきかを考える。
今日、学校教育において「ジェンダーに敏感な教

育」の観点からの教育実践が広まりつつある。その
観点から、男女共同参画政策や教育内容・方法の導
入、教員研修、教師文化への研究等も実施、展開さ
れている。その中で、今日的課題となりつつあるの
が教員養成期の「ジェンダーに敏感な教育」者、す
なわち教員の養成についてである。その点について
の研究はまだ少ないのが現状である。「ジェンダーに
敏感な教育」は必要であるとすれば、その実践者た
る教員がたいへん重要となる。そこでは、いかに
「ジェンダーに敏感な教育」を展開・実践できる教員
を養成するかという教員の資質や力量の形成が課題
となる。つまり、教員養成が重要となるのである。
現在、学校の教科担当者つまり授業実践者である
教員となるためには、教職員免許法により相当教科
の教員免許状の保持が必要となっている。その免許
の取得にあたっては、同法等の規定により認可され
た大学の教職課程において同法規定の必要単位修得
により、免許が授与されることとなっている。この
免許法は₁₉₄₉（昭和₂₄）年に公布施行され、この法
を基にした諸法も制定され各々改正を重ねてきてい
る。
それらの法規定による教職課程の内容は、大きく

「教職に関するもの」、「教科に関するもの」、「教職ま
たは教科に関するもの」の３つに分かれる。具体的
な法令による教職課程の規定を分析するために、法
令をみると次のようなものである3₂）。
教職に関する科目は６つの内容にもとづく科目に
大別される。

１．「教職の意義等に関する科目」、その内容は①
教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む）、
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②教職の意義及び教員の役割、③進路選択に資する
各種の機会の提供等。
２．「教育の基礎理論に関する科目」、その内容は

①教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想、②
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障
害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習
の過程を含む）、③教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項。
３．「教育課程及び指導法に関する科目」、その内

容は教育課程の意義及び編成の方法
各教科の指導法、道徳の指導法、特別活動の指導
法、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用
を含）。保育内容の指導法。
４．「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する
科目」、その内容は①生徒指導の理論及び方法、②教
育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法、③進路指導の理論及び方法、
④幼児理解の理論及び方法
５．「教育実習」６．「教職実践演習」

このように、法令による「教職に関わる科目」の
内容には現在、ジェンダーにかかわる内容の規定が
あるかというと明文化された表現など明確なものは
ない。ジェンダーの内容は直接ではなく包括的に示
されているといえよう。
次に「教科に関する科目」をみる。高等学校の「地
理歴史」、「公民」、「英語」についての免許規定を事例
にすると、次のようになる33）。
「地理歴史」は日本史、外国史、人文地理学及び自
然地理学、地誌。「公民」は法律学（国際法を含）、政
治学（国際政治を含）、社会学・経済学（国際経済を
含）、哲学・倫理学・宗教学・心理学。「英語」は英
語学、英米文学、英語コミュニケーション、異文化
理解、のそれぞれ分野にかかわる科目を設定するこ
とが求められている。そこに、ジェンダーの内容を
直接示すものはなく、包括的にあるといえよう。
さらに、この教員免許にかかわる法令にもとづき
各大学が教職課程を認可され設置している実際をみ
て、ジェンダーにかかわる科目の設置を確認する。
実際の大学における教職課程での運用を私立４年制
大学（日本大学国際関係学部）の事例で確認する。
なお、今回はそうした事例の研究方法が教員養成に
おける「ジェンダーに敏感な教育」を実践できる教
員育成の研究に有効であるという提案でもあり、今
後の検討課題として今回試みる機会でもある。
「教職に関わる科目」として設置されているのは、

次の科目である。教育原論、現代教職論、発達と学
習、教育制度論、英語科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、道
徳教育の理論と方法、特別活動論、教育の方法・技
術論、生徒指導・進路指導論、教育相談、教育実習、
事前・事後指導、教育実習Ⅰ・Ⅱ、教職実践演習
（中・高）である。そこに、ジェンダーと名のつく科
目はない。ただし、教育原論、現代教職論、発達と
学習、道徳の理論と方法、教育の方法・技術論、生
徒指導・進路指導論、教育相談教育の方法・技術論、
生徒指導・進路指導論、教育相談などでジェンダー
の内容を含むことは考えられる。
「教科に関する科目」では、英語学、英語音声学、
英文法、英語発達史、英作文、英米文学史、英語コ
ミュニケーションⅠ・Ⅱ、ビジネス英語、インター
ネット英語、異文化コミュニケーション論、アメリ
カ文化、日米比較文化論、英米言語文化研究、英語
翻訳・通訳法、英語レクチャーシリーズである。こ
の中で、ジェンダーの内容を含むと考えられるのが
日米比較文化論等である。
「教職又は教科に関する科目」は、人権論、ティー
チング・インターンシップ、教育実践体験研究Ⅰ・
Ⅱ、学校インターンシップである。この中で、人権
論ではジェンダーの内容を含んでいる。
このようにジェンダーという語を含む名称の科目
はない。ただし、人権論でジェンダーについて学ん
でいる。また、上記の各科目の中でもジェンダーに
かかわる授業内容を含む場合もあり注意したい。
次にこうした教職課程の科目設定で、実際の学生
の履修状況はどのようなものであるか、確認する必
要がある。教職課程の中で、明確にジェンダーの内
容を含むのは人権論であるが、この学部においてこ
の科目は必修で全員が履修し単位修得、学修する。
その点では、ジェンダーを理解する機会はあるが、
教職課程は大学の中で単独に存在するわけではない。
つまり、多くの大学の場合、一般教育、専門教育等
により形成された大きな教育課程の中に教職課程が
あるか各科目と重複する形で存在する。その観点か
らすると教職課程の科目以外にジェンダーにかかわ
る授業の履修や修得があるかを確認する必要がある。
なお、こうした研究は少なく3₄）、今回、本研究では、
そのための方法を考えるべく、ひとつの大学を事例
に簡単な分析を実践し、教員養成とジェンダーに関
する研究のひとつの方法としての有効性も探る。
事例には上述の大学を対象にするが、この大学の
場合、教職課程内ではなく、いわゆる一般教育科目
中に「ジェンダーと社会」（１年次配当）があり、教
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職課程の履修者の同科目の履修状況をみてみると次
のようになった3₅）。

表１から、教職課程履修者のうち「ジェンダーと
社会」の履修は約半数₂₀名が学修していることがわ
かった。また、学年別の履修者数は１年次が４名、
２年次₁₀名、３年次３名、４年次３名で、２年次の
履修が多いこともわかった。
次に、教員志望者の中で「ジェンダーと社会」の
履修状況を調べた。これは、教職課程履修者であっ
ても、教員を希望せず免許取得のみを目標とする学
生も存在することから、調べた3₆）。その結果は以下
のとおりである。

表２から、教員志望の４年生₁₁名の中で「ジェン
ダーと社会」の学修は男子学生７名中４名（₅7％）、
女子学生は４名中３名（7₅％）であった。履修理由
について、男子学生はすべて回答し、その理由は関
心があるか、学ぶためと理解できるものといえるも
のであった。なお、教員志望でない学生の履修理由
には興味がある、男女を理解するためなどの理由が
みられた。
また、女子差別撤廃条約とジェンダーへの理解に
ついて条約の理解は弱いがジェンダーについては学
修の結果、多数が大方の理解を得たとの回答を示し
た。
上記の２つの調査結果を整理すると、この事例に
おいては教職課程履修者の約半数の₂₀名がジェンダー
についての科目を履修学修している。そのうちで教
員志望の学生の履修学生は７名で、ちなみに男４名
女３名であった。この結果は、教職課程履修者つま
り教員養成期にジェンダーについての学びや観点、
「ジェンダーに敏感な教育」の実践者としての養成は
十分ではないといえよう。なお、今回の調査では回
答数が少数であり、そうした点等を考慮して今後の
研究方法や調査の実施を考える必要があろう。
このように実際の教職課程履修者のジェンダーに
ついての学びの状況を調べる研究は少なく、今回そ
の方法については未熟であり考慮すべき点があると
考えるが、こうした実態を把握分析しカリキュラム
に反映させる方法は意義あるものと考え、今後発展
させたい。

９． 「ジェンダーに敏感な教育」の実践者たる教員の
養成の必要性と方法（２）
この項では、上項の他に教員養成とジェンダーの
研究の観点として、教員免許の男女別の取得状況も
活用できると考え、その点について述べる。参考ま
でに上述の大学の過去₁₀年余りの教員免許取得状況
（中高英語科）を男女別にみると、次のようなもので
あった。

表１　教職課程履修中の４年生41名の「人権論」、「ジェ
ンダーと社会」の受講調査

学年 1 2 3 4
年度
進行 2011 2012 2013 2014

科目 前後前後前後前後既
修
未
修
総
計

人権論
＊1 16 19 4 39 2 41

ジェンダー
と社会 1 3 9 1

＊2 2 1 3 0 20 21 41

＊1　人権論は通年科目のため、後期に人数記載。
＊2　認定は他教育機関による認定
＊3　2014後期は履修中

表２

性
別

教
員
志
望

学修学年 理解度

ジェンダー
学修理由

人
権
論

ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
社
会

女
性
差
別

撤
廃
条
約

ジ
ェ
ン
ダ
ー

1 男 ○ 2 ― 3 3
2 男 ○ 3 ― 1 1
3 男 ○ 2 ― 2 2
4 男 ○ 3 2 4 3 男女間差別を学ぶ
5 男 ○ 3 2 3 5 ＊1
6 男 ○ 3 3 2 3 興味がある
7 男 ○ 3 3 2 5 ゼミのテーマ
8 女 ○ 2 ― 3 3
9 女 ○ 3 2 4 4
10 女 ○ 4 2 1 4 総合科目だから
11 女 ○ 3 2 3 4 時間割上

12 12 8
＊1　女性への偏見と実態、あるべき姿を学ぶ
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このように表３からは、教員免許の取得者数は男
子学生が３～４割、女子学生は６～７割程度である
ことがわかり、大変興味深いものとなった。その理
由は、実際の教員の男女別の就業率との比較からで
ある。
近年の日本における国公私立中高等学校種別の女
子教員の５年ごとの全教員数に占める就業割合は以
下のとおりである37）。

ダーに敏感な教育」の実践者としての教員養成に取
り入れる必要がある。つまり、教職課程と、一般教
育や専門教育との連動が必要となる。教職課程の運
営に際しては、教職課程がある大学の教育課程全体
の中での運用や履修計画を考案し、積極的に運用す
る必要が生ずるといえる。

10．まとめ
日本の学校教育におけるジェンダー形成について
は、戦後は法令等により教育機会や教育内容に関し
て男女差は設けない方針であった。しかし、実際は
学習指導要領において、「家庭科」を典型例に教育機
会や教育内容・方法における男女の差異は存在した。
それは、男女の特性をあらかじめ認め、そうするた
めの教育であった。その後、その差は日本が女子差
別撤廃条約を批准したことなどを契機に解消されて
いくが、依然として男女の性役割などの児童生徒へ
の影響は隠れたカリキュラムや教員の言動などによっ
て内包伝達されている。そうした学校教育における
ジェンダー形成の情況は、男女平等教育の実現をめ
ざすといって、単に男女を区分したり混合するので
はなく、個々の児童生徒の発達や教育実践の成果を
導くために分けたり混ぜたりできる「ジェンダーに
敏感な教育」の実践者たる教員の登場、養成を期待
するようになった。そして、現在の学校教育におけ
るジェンダー形成を論じるとき、教員養成でいかに
ジェンダーやその形成について学ぶべきかを研究す
ることが重要なひとつになっているといえる。
教員の資質や力量は、各時代の教育大権を掌握す
る組織や人物、社会状況や社会文化的要因あるいは
経済的要望、教師文化によって変化してきた。そこ
には教師に期待され、求められる役割があるのであ
る。教育や学校が男女に求めた役割同様に、教師に
対しても社会や教育・学校、教員集団等によってつ
くられる社会的特質をもった役割が求められている
のである。
現在、教員の養成は主に大学で実施されている。
教員に期待される役割は当然、教員養成期において
も求められる。ただ実際は、教職員免許法等はある
が大学での養成が国立、公立、私立と多様な理念の
もとでの特徴的な教育を展開する中で養成されてい
る。教職課程は担当教員や教育内容について国の認
可が必要であるが、現状の教職課程の多くは大学と
いう大きな教育課程の中にある。つまり、教職課程
は一般教育、専門教育等の中あるいは重複する形で
位置しているのである。

表３

教員免許取得者数 割合
取得年度 男 女 計 男 女
17 21 39 60 35％ 65％
18 20 44 64 31％ 69％
19 20 33 53 38％ 62％
20 25 40 65 38％ 62％
21 18 29 47 38％ 62％
22 14 20 34 41％ 59％
23 13 20 33 39％ 61％
24 14 32 46 30％ 70％
25 10 19 29 34％ 66％
合計 155 276 431 ― ―
平均 17 55 48 36％ 64％

（日本大学国際関係学部教員免許取得者データをもとに執筆者が
表作成）

表４　学校種別女子教員及び女子在学者の割合（抄）

年次 中学校 高等学校

昭
和

25 1950 23.7 18.8
30 1955 22.9 17.6
35 1960 21.7 17.1
40 1965 25.3 17.2
45 1970 26.5 16.7
50 1975 29.4 17.0
55 1980 32.0 17.9
60 1985 33.9 18.7

平
成

2 1990 36.4 20.5
7 1995 39.2 23.2
12 2000 40.5 25.6
17 2005 41.1 27.6

上記の表４からわかるとおり、最近₁₀年において
は女子教員割合は中学校が４割程度、高等学校では
２割５分程度である。この結果から、「ジェンダーに
敏感な教育」の実践者である教員の養成は、実際の
男女別の就業率は男子教員が中学では６割とやや多
く、高校では７割にのぼり多いことから、どの大学
でも教職課程では男女別の教育は展開していないと
考えられ懸念する必要はないが、一般教育や専門教
育においてジェンダーを学ぶ割合は男（₅7％）女
（7₅％）と差が生じている観点を、今後の「ジェン
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その情況の中で教員は「ジェンダーに敏感な教育」
者としての資質と力量を教員養成期に積極的に獲得
する必要がある。教員養成を担当する大学や大学教
職課程はそのための方法や機会を設定する必要があ
るのである。その際、必要な観点にはジェンダーや
ジェンダー形成について何を学ばせ体験させるのか
などの内容、時期、方法、などを教職課程内に限ら
ず、大学教育課程全体の中でジェンダー関連科目の
設置等を履修状況等を参考にしながら考慮する必要
がある。また、その際に教員の男女別就業率など実
社会の男女や人のありようを参考とする必要もあろ
う。
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ファレスにおける「マチズモ」信仰と「フェミサイド」

宗形　賢二
※１

Femicide and Machismo in Ciudad Juárez

Kenji M
※１

UNAKATA

ABSTRACT
At the turn of the century, the border city Ciudad Juárez in Mexico became notorious around the world 

for its extraordinary number of murdered women. A 2005 Amnesty International report gave the figure of 
370 young women and girls murdered in Juárez and Chihuahua since 1993. Most of the victims were poor 
and many worked in maquiladoras, and according to Amnesty at least a third suffered sexual violence. 
Because of the corruption of the police, municipal politicians and even parts of the federal government, it 
was very difficult for the victims’ families to have recourse to law or to change politically the atrocious 
situation in the city. My paper focuses on the representation of these events in the 2006 American film 
Bordertown by Gregory Nava. Through an analysis of the film, and against the backdrop of globalization 
and high levels of poverty in Juárez, I discuss some of the causes for these femicides, paying particular 
attention to the culture of machismo in Mexico.

研究ノート

１　国境の町ファレスの連続殺人

テキサス州エル・パソとの間に流れるリオ・グラ
ンデ川の対岸に、人口₁₅₀万人のメキシコ８番目の都
市シウダー・ファレス（Ciudad Juárez）がある。他
の国境の町（ボーダータウン）の例にもれず、対岸

のエル・パソという産業都市と共存関係にあり、ア
メリカの消費欲を満たすための工業都市となってい
る。ファレスが有名になった理由の一つは、治安の
悪さである。₂₀₀₈年以前は毎年平均₂₀₀人程度の殺人
件数が、₂₀₀₉年には₂，₀₀₀人を超え、世界で最も危険
な都市の一つとなった（多くは麻薬がらみである）。
この数字は、₁₀万人では₁33人となる（₂₀₀₅年の人口
₁₅₀万人を基準とする）。全米４位の₂₀₀万人都市ヒュー
ストンでさえ治安は良くないといわれるが、殺人は
₁₀万人中₁3人という数字は、ファレスより₁₀倍以上
も安全な都市ということを示している２）。ちなみに
全米平均殺人発生率は、₂₀₁₀年で₄．₂件、日本での殺
人件数は、₂₀₀₉年で₁₀万人当たり₀．₄件である。
ファレスが国際的に注目される町になったもう一
つの理由は、₁₉₉3年以来の連続女性殺人（Femicide
／Feminicide）である。フェミサイドという語の定
義は「相手が女性であるがゆえ殺すこと」といわれ、
₁₉₉₂年から使われだしたといわれている３）。問題は、

図１１）

※１ 日本大学国際関係学部国際教養学科　教授　Department of International Liberal Arts, College of International Rela-
tions, Nihon University, Professor
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この連続する犯罪の動機がまだはっきりと分かって
いないことである。殺し方の残虐さ、異常さ、犠牲
者の多くが若い女工である点、警察や行政の対応の
悪さなどが、かえってこれらの殺人を異常なものに
している。
₂₀₀₂年の『エル・パソ・タイムズ』（El Paso Times）
におけるヴァルデス（Diana Washington Valdez）の報
告によると、この日墨国境地域で₁₉₉3年から₂₀₀₂年
までに殺害された総数は3₂₀人という４）。
国際アムネスティの報告によると、シウダー・ファ
レスでは、₁₉₉3年から₂₀₀₅年までで、37₀人以上の女
性が殺害され、その三分の一以上が性的虐待を受け
ていたという５）。この地域のある民間団体の調査で
は、₄₀₀人以上の女性殺害に加え、₄₅₀₀人の女性の行
方不明者がいるという６）。ファレスでの女性殺害は
その後、₂₀₀₉年に₁₆₄件、₂₀₁₀年に3₀₆件と増加の一
途であった７）。ファレスの女性保護団体によれば、
₁₉₈₀年代には₁₀人に１人の女性殺人が、₁₉₉₀年代に
は₁₀人中６人と急増している８）。現在でも、「フェミ
サイド」をネット上で検索すると虐殺された膨大な
女性たちの写真が出てくる。これらの一部は作り物
だとしても、このような写真や映像を見て快楽を得
る人々がいるのは事実である。ファレスでの連続女
性殺人における犠牲者も、暴行、強姦の後に絞殺や
射殺や刺殺され、その遺体は乳房や性器が切り裂か
れ、至る所に文字などが切り刻まれている。その拷
問、強姦、虐殺、さらに遺体遺棄のやり方にも共通
点があるという９）。しかし、警察は、犯人探しに本
腰ではなく、単独犯か組織的犯罪かも分からないで
いる。当局の言い分は、男性もたくさん殺害されて
いる、麻薬がらみだ、売春婦として二重生活を送っ
ていて犯罪に巻き込まれた、等々であった。さらに
事態を悪化させたのは、行方不明や殺害された娘の
母親たちやその援助団体などが、当局にきちんとし
た犯人の捜査や救出活動を求め始めると、不名誉な
事件隠蔽のため（観光資源対策として）、警察や役人
がその妨害を始めことであった。結果的に、メキシ
コ政府の対応の杜撰さは、さらに世界の関心を集め
ることになった。
この論考では、₂₀₀₆年に集中的に公開された映像
作品を中心に、なぜメキシコのファレスで女性連続
殺人が続いたのか、その原因を考察し、メキシコ的
「マチズモ」（男らしさ）を分析することで、貧しい
伝統的な旧社会に住む少女たちが、急激なグローバ
リズムの中で犠牲者となった理由を明らかにしたい。

２　映像化された「フェミニサイド」
₂₀₀₁年のドキュメンタリー・フィルム、『夢の町』

（City of Dreams, Bruno Sorrentino監督）では₁₀）、₁7歳
の少女、主人公のサグラリオ・ゴンザレス（Sagrario 
Gonzalez）が、長女として家族の助けとなるため、
国境の町ファレスの「マキラドーラ」で仕事をして
いる。マキラドーラとは、製品組立工場、または保
税加工工場＝メキシコの米国国境に近い町に建設さ
れた米国向け組立工場＝外国資本で工場を作り、現
地では低賃金の労働力を確保し、原材料輸入の際の
関税を無くし、製品組立後輸出する工場のことであ
る。ある日上司から勤務時間の変更を告げられ、午
後３時₄₅分退社後、行方不明となってしまう。一週
間ほど前、工場に彼女の写真を撮りに来ていた者が
いた。マキラドーラではよくあることだった。彼女
はそれほどきれいでモデルの様であったのだ。家族
（母、妹、弟）は警察にも届けたが、逆に不快な目に
遭い、結局、本人かどうかも分からない死体を持っ
て来られ、それを埋葬するしかなかった。サグラリ
オの死は₁₉₉₈年とされる。これは、メキシコにおけ
る女性殺人の犠牲者の典型的なイメージにもなっ
た₁₁）。このドキュメンタリー・フィルムで、メキシ
コにおける女性殺人の特異性が描かれると同時に、
組織的犯罪、麻薬取引、「北米自由貿易協定」（NAFTA）、
性差別による主従関係、労働及び性の搾取、貧困等
の社会状況が俯瞰できる₁₂）。
₂₀₀₆年の『オン・ザ・エッジ：シウダー・ファレ
スにおける女性殺人』（On the Edge: The Femicide in 
Ciudad Juarez, Steev Hise監督）もまたファレスでの
女性連続殺人を扱ったドキュメンタリー・フィルム
である。母親や女性支援者たちへのインタヴューを
中心に、ファレスの社会的背景が語られる。メキシ
コの麻薬取引量は、年間少なくとも₁₀₀億ドル（約
１兆円）、自由貿易のためにそれまでのトウモロコシ
やコーヒーなどの伝統的農産物では生活が成り立た
ず、少しでも利益が上がる麻薬を栽培する農民が増
えたからである。また、土地を追われた農民の多く
は都会へ出ざるを得ず、特に若い女性は、器用で仕
事も早く、安い賃金でも不満を口に出さず、工場労
働者として適任であった。この背景には、従順で我
慢強く口答えなどしないように訓練されたメキシコ
人特有の家庭環境がある。この保守的伝統的なジェ
ンダー役割が、皮肉なことにグローバル化する資本
主義のシステムと結びついた、すなわちNAFTAが
ファレスの女性連続殺人の大きな原因であったのだ。
同じく₂₀₀₆年に、ケビン・ジェイムズ・ドブソン
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（Kevin James Dobson）監督の『ファレスの乙女』（The 
Virgin of Juarez）は₁3）、ロサンゼルス新聞の女性記者
カリーナ（Minnie Driver）が、ファレスの連続女性
殺人を取材するためにファレスに行き、ある殺人事
件の生き残りマリエラ（Ana Claudia Talancon）と出
会う。ここまでは『ボーダータウン』と同じ話だが、
エレーラという神父が登場したり、マリエラが聖母
マリアの幻をみることで暴行や虐待を受けた心の傷
を癒され、さらに彼女自身が病院を抜け出し教会に
行き、人々から「聖人」として崇められ、殺人鬼の
犠牲となった者の家族に希望を与えたりする。すな
わち、リアリズムと同時に地元の人々の狂信的な宗
教的土着性をも表現しようとした点で、この作品の
特異性を表現している。
グレゴリー・ナヴァ監督（Gregory Nava）の映画

『ボーダータウン：報道されない殺人者』（Bordertown, 
₂₀₀₆）でも、米墨国境沿いの町における特殊な政治
的、社会的、経済的状況における従属的女性像がど
のように生まれるかが描かれている。しかし、映画
では犯人らしき人物は特定できたが、実際のところ、
その背後にどのような組織が関与しているのかは分
からないままである。NAFTAで激増した麻薬取引に
より力を付けた裏組織と、この連続女性殺しがどこ
かでつながっている可能性は高い。この映画の俳優
陣を含めナヴァ監督自身も、撮影を止めるよう何度
も脅迫されている。喉を切られた鳩を送りつけると
いうような脅迫、すなわち、パロマ＝白い鳩＝若い
女性の死を意味する “Death Threats” である。ファ
レスでの撮影では、娘を殺された母親たちも協力し
てくれたが、銃を装備した警備員も雇いながらの撮
影となった。撮影場所をファレスからニューメキシ
コ州へ変更し、映画完成に至るが、ファレスでの公
開時、ポスターをマシンガンで蜂の巣にされ、映画
館自体も発砲を受け、撮影に協力した母親たちも脅
迫状を受け取ったという₁₄）。ファレスでの女性殺人
の解明を阻止しようとする何者か、あるいは何かの
組織が存在しているということだ。

３　北米貿易協定（NAFTA）とボーダータウン
北米自由貿易協定を背景にして、先進国アメリカ
と後進国メキシコの対比が、この国境の町（ボーダー
タウン）で展開する。ナヴァ監督がインタヴューの
終りでいうように、ボーダーは「第一世界と第三世
界が接する世界で唯一の場所」である。北米自由貿
易協定のために、クリントン大統領とゴア副大統領
は、他の共和・民主両党の大統領経験者も巻き込み

ロビー活動を活発に行った。クリントンによれば、
この協定で「アメリカ側には最初の年だけで₁7万の
新たな仕事が生まれる」、さらに、メキシコ人たちも
収入が増え、不法移民が減ることになると協定推進
者たちは確約した。しかしその結果は、メキシコの
農業は疲弊し、経済格差は埋まらず（例えば₁₉₉₂年
時点で、メキシコ人の上位₁₀％が総所得の3₈％を得
ている）、₁₉₉₅年には、通貨ペソは対ドル₅₀％の暴
落、さらに₁₀₀万人のメキシコ人が失業してしまっ
た₁₅）。外国資本の工場マキラドーラのお陰で₁₉₉3年
から₂₀₀₈年までに約₆₆万件の仕事が増えたが、同時
に、外国資本（米、仏、独、日など）ゆえに工場の
メキシコ製部品の利用率は下がり、メキシコ国内の
産業は疲弊し、仕事は激減、毎年₁₀₀万件の新たな仕
事を供給しなければ現在の労働人口に見合う状況に
はならない。NAFTAのために、特に地方の農業は大
きな打撃を受けた。この自由貿易協定のために、ア
メリカ合衆国から大規模な「アグリビジネス」
（agribusiness）の生み出した農産物が輸入され、メ
キシコ国内の小規模農家はまったく太刀打ちできず、
₁₉₉3年から₂₀₀₈年までに₂3₀万人の農民が土地を追わ
れ、公式の経済指標に載らない下位階層になるか、
アメリカへ移民するかしなければならなかった。ア
メリカから輸入されるようになった大量の加工食品
は、メキシコ人の肥満率を上げ、成人の33％に上る。
NAFTA開始以来、実質的最低賃金は₂₅％下落し、₂₀₀₆
年には、地方の₅₅％の人々が貧困生活のレベルまで
落ちてしまった。その結果、米墨の賃金格差は、₂₀₀7
年で₅．₈倍にもなった₁₆）。貧困者がメキシコで生きて
いくためには、犯罪に手を染めるか、極端に安い賃
金でもマキラドーラで働くか、そこでも仕事が無け
れば、アメリカへ越境するしか選択肢がない状況が
生まれている。全米の不法移民数の推移は、₂₀₁₂年
の時点で₁₂₀₀万人近い。その中で最大の不法移民は
メキシコからの移民者で₆₀₀万人、全不法移民者の半
数という数字である₁7）。
国境の町ファレスはまさにこの経済格差の中心的
トポスである。ナヴァ監督『ボーダータウン』では、
この経済格差による支配者と被支配者の構図が分か
りやすく描かれる。ファレスの工場主を親に持つ裕
福なマルコ・サラマンカが、メキシコ人でありなが
らアメリカ市民権がある「皆の憧れ」の「グリンゴ」
（gringo）＝白人の外国人＝アメリカ人という立場で
ある₁₈）。彼ら一族は、米墨両国の政治家、財界人ら
と共にNAFTA実現のために貢献し、マキラドーラの
工場で成功を収めている。そこで働く女工たちの日
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当は５ドル、機械音しか聞こえない青白く光る工場
で、絶えず監視の目に晒されながら定期的に「作業
を早めて下さい」（“Accelerate Production”）と機械的
な音声でくり返される映像は、非人間的で息苦しい。
ナヴァ監督の目には、労働力と性的搾取をされる「メ
スティソ」（白人と先住民インディオとの混血）の娘
たちが、アメリカ資本主義の犠牲者としか見えてい
ない。
『ボーダータウン』において女工として工場に潜り
込んだローレン（ジェニファ・ロペス）が、誘拐さ
れ連れて行かれた場所には、これまで殺された多数
の死体が捨てられている。ここは自動車のスクラッ
プ工場であったが、当時、メキシコ全体の車の保有
率が37％だった時、ファレスでは7₀％の人々が保有
し、車の窃盗も多発し、解体作業場には犯罪を呼び
込む背景があったことを教えてくれる。これは、マ
キラドーラやNAFTAにより人口が急激に増加し（₁₉₉₀
年代にはメキシコで第４位の人口）、同時にアメリカ
から大量の中古車がファレスなどの国境都市に流れ
込んだ状況を示している。同じく、携帯電話の普及
率も全国平均が₁₅％にも満たない時に、ファレスで
は人口の約半数が使っていたという₁₉）。
もともとメキシコの北部、チワワ州の田舎町であっ
たファレスは、アメリカとの貿易等により急激に近
代化された町である。社会の基層には、インディオ
の民間信仰やカトリックの神秘的な秘跡を生活信条
とする前近代的な人々の生活があった。そこにアメ
リカ経由の経済資本や先端的現代文明が次々と入り
込み、急速に産業化が推し進められ、過去と現在と
未来が幾層にもなって一度に目の前に出現したよう
な混沌とした空間の中で、人々がその変化に戸惑い
ながらも従わざるを得ない状況が生まれた。その結
果、近代化に付いて行けなかったり、押しつぶされ
たり、反発した人々が、麻薬・人身売買、誘拐、売
春、窃盗、殺人等々の犯罪に関わることになったと
いう見方もできよう。ファレスでの少女連続誘拐殺
人の土壌は出来ていた。

４　『ボーダータウン：報道されない殺人者』
『ボーダータウン：報道されない殺人者』は、この
ような労働搾取に性的搾取が重なる中で起こった連
続女性殺人の生き残りとなる少女エヴァ（₁₆歳）の、
殺人鬼だけでなくメキシコ社会をも相手にした戦い
の物語である。ファレスのマキラドーラでモニター
を作る毎日のエヴァ・ヒメネス（Maya Zapata）は、
仕事帰りに突然誘拐されてしまう。家は工場から離

れた電気も水道もない辺鄙な場所で、途中砂漠を通
らなければならない。バスの運転手とグルになった
変質者の、暴行、強姦、絞殺、砂漠での死体遺棄が、
過激な映像で描かれる。映画の中で繰り返し描かれ
る、女性への虐待と異常な虐殺行為は、いわゆる「ス
ナッフ・フィルム」と呼ばれ、ネット上に蔓延する
殺人の記録と同質である。奇跡的に息を吹き返した
イルマは、地面から目を出す植物のように地中から
這い出て来る。この町にフェミサイドから生き残っ
た者がいる、という話を、ジャーナリストのローレ
ン・アドリエン（ Jennifer Lopez）が聞きつける。
ジャーナリストのローレン・アドリエン（Jennifer 
Lopez）は、「悪魔と地獄へ行って逃げ帰った」エヴァ
と偶然地元新聞社で出会う。アルフォンソ・ディア
ス（Antonio Vanderas）の経営する新聞社『エル・ソ
ル』に、母親と助けを求めてやって来ていたのだ。
「女性の保護より隠蔽の方が安い」がゆえに、地元市
民はもちろん、州政府も企業も警察さえも、汚職に
まみれ、影の組織や面倒を恐れ、手だしが出来ない
でいる。唯一この新聞社だけが弾圧に屈せず報道を
続け、もしかしたら味方になってくれるかも知れな
いという噂を聞きつけたのだった。ローレンは、シ
カゴの新聞『シカゴ・センティネル』社からこの地
域の連続女性殺人の取材のため派遣されたメキシコ
系アメリカ人であった。エヴァと共に時を過ごすう
ちに、彼女がメキシコ南部のオアハカという州の貧
しいインディオとして生まれ、税金を払えない一家
は土地を追われ、父はアメリカへ出稼ぎに行き、た
とえ日当５ドルであろうと自分も働きに出る以外道
が無かったと知る。フラッシュバックで過去が挿入
され、徐々にローレンの出自も明らかになるにつれ
て、ファッションとロックスターに夢中な平凡な田
舎娘の境遇は、もしかしたらローレン自身のもので
あったかも知れないと感じさせる。
ジェニファ・ロペス演じるローレン・アドリエン
は、二重の意味でヒスパニック系アメリカ人の立場
を考えさせる構造になっている。ローレンは、後半
明らかになるように、メキシコ生まれの孤児でアメ
リカに養子に出され、現在に至っている。映画の冒
頭、イルマとの出会いの場面では、金髪（染色）で
スペイン語もほとんど分からないし、それを公言し
ている。「他のすべてを捨てても手に入れたいと思っ
た」ジャーナリストという仕事のため、結婚も子供
も持たない典型的なキャリア志向のアメリカ人女性
として描かれる。エヴァやその家族の平和な暮らし
（＝メキシコ的後進性）とはまったく対照的な人生を
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選択しているキャリア・ウーマンである。しかし、
エヴァが犯人やメキシコ社会との戦いの中で成長し
ていくにつれ、ローレン自身も、自分の過去の暗く
悲しいメキシコでの生活を正面から受け止め、そこ
に自己証明の根拠を見つけ出す。ローレンの父親は
メキシコの農場で果物の収穫中、ギャングの抗争に
巻き込まれ射殺されてしまう。両親を亡くし孤児院
にいた彼女を養子に貰い受けた親のお陰で今はアメ
リカ人となったのであった。エヴァ自身の変化と同
時に、ローレンも黒髪、黒い瞳、ビーズ、マリアの
ペンダントなどでメキシコ人風に変装し工場へ潜入
するが、これを機会に、例えば “Born Blond”（生ま
れつきの金髪）という染髪料を止め、もとの黒髪に
なり、スペイン語も少しずつ覚えながら、エヴァの
ようなメキシコ人女性に変化して行く。
このローレンの役を演ずるジェニファ・ロペスは、
周知のように、ＮＹブロンクス生まれのプエルトリ
コ系アメリカ人であり、ヒスパニック系アメリカ人
の中で最大の成功者の一人であるといっても過言で
はない。リタ・ヘイワース、リタ・モレノ、キャメ
ロン・ディアスなどラティーナに付随する情熱的で
セクシーなイメージをうまく利用しながら、芸能界
で上昇するロペスは、その我がままな言動も含めて、
見事にヒスパニック系のステレオタイプを象徴する
存在になっている。映画の中でも、なぜこうも口や
かましく自分の都合ばかり主張するのか、なぜいつ
も身体に密着するボディ・コンシャスな服ばかり着
るのか。しかし、₁₉₉7年の『セレナ』で一躍有名に
なり「アメリカン・アイドル」となったジェニファ
は、『ボーダータウン』の翌年、アムネスティ国際賞
を受賞し、その翌年、ロサンゼルスで小児科病院の
ための慈善活動団体 “The Maribel Foundation” を設
立、「ラリー・キング・ライブ」でも積極的に発言し、
ラティーナのステレオタイプを超えた「アメリカン・
ヒロイン」とでも呼ぶべき存在へと成長する。
ナヴァ監督は、このようなロペスの人気を利用し
ながら、そのヒスパニック系アメリカ人という出自
を映画の中のメキシコ系アメリカ人に重ね合わせる
ことで、ジャーナリスト、ローレンのリアリティを
増幅しようとした。
汚職と腐敗にまみれた後進国メキシコのある町で
起こる殺人事件の真相を暴きに、金髪のアメリカ人
女性が颯爽と登場し、凶悪な犯人たちと闘い、最後
に自己のアイデンティティを発見し悪に挑戦し続け
るという構図は、まさにアメリカ人好みの勧善懲悪
を描く物語であり、批判もある。何より、ジェニ

ファ・ロペスが目立ちすぎ、せっかく深刻な問題を
扱った映画も、その存在の陰に隠れてしまう、とい
うものだ。しかし、このロペスの存在こそ、この映
画の核心を構成する表象となっている。すなわち、
アメリカ的な女性像＝知的で活発、男勝りで仕事も
でき、収入もある「キャリア・ウーマン」、しかも金
髪で女性的魅力も持ち合わせ、不正を許せず弱者の
味方である女性像は、ある意味の「スーパー・ウー
マン」である（そのため男くさいアントニオ・ヴァ
ンデラスの活躍さえかすむ）と同時に、ヒスパニッ
ク系移民の成功者の象徴でもある。メキシコが抱く
理想あるいは夢見るアメリカのイメージを体現して
いるのがローレンであり、エヴァも一度は「ウェッ
ト・バック」となってリオ・グランデ川を越えよう
とした。対するメキシコは、エヴァに象徴される先
住民インディオやメスティソの貧しさ、無教育、無
力さ、迷信、殺人犯達の狂暴さとそれを生み出す社
会環境、警察や役人の堕落や腐敗、何より女性蔑視
の価値観が際立つ国として並置されている。まさに
「第一世界と第三世界が接する世界で唯一の場所」な
のである。

５　「フェミサイド」と「マチズモ」信仰
先住民の土地を追われ、キリスト教と土着の原始
宗教が混じったような宗教的伝統の中、インディオ
を祖先とするメキシコ人の貧困かつ無教育な女たち
は「メスティソ」（白人と先住民インディオとの混血）
として、日々の生活を如何に送るかで精一杯であっ
た。そのような環境に生きる人々にとって、北米自
由貿易協定によって国境の街に作られた「マキラドー
ラ」（工場）が労働力を必要としていることは大きな
救いとなった。単純労働に耐えられ、従順で、比較
的勤勉な若いメキシコ人女性たちは、雇用者にとっ
ては都合のよい人的資源であった。無論、実際には
過酷な労働時間と信じ難い低賃金の労働搾取工場で
ある。
このような女性労働者は、しかしながら、メキシ
コ的「マチズモ」から見れば違って見える。すなわ
ち、伝統的にも宗教的にも家父長的男らしさの支配
する社会で生活して来た男たちにとって、「妻」や
「母親」という純粋な理想の女性像が、心理的には崩
壊することになる。家事も育児もしないで、工場で
働くことによって女たちは何某かの収入を得、自立
も可能となり得る。それまで家庭（社会）の稼ぎ手
は男であり、一家を支える大黒柱であった。男とは、
「弱い」「無垢な」女たちを守るべき存在であったに
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も関わらず、働く女たちの登場によって、自分たち
の幻想が崩れ、その結果、若い女たちのイメージは、
「金と遊びとセックスにしか興味のない汚い存在」に
変化してしまう₂₀）。このような女たちは、「マチズモ」
の視点から見れば、ただの性的対象にしかすぎない。
一旦その性的対象としてのイメージが消費されてし
まえば、使い捨ての安価な品物のように、ただの汚
い物体でしかなくなる。自己の幻想を破壊した存在
への憎しみから暴力が生まれ、猟奇的殺人へとつな
がったという見方は、ステレオタイプ的ではあろう
が、カトリック国メキシコの「ミソジニー」（女性嫌
悪）的深層心理の一面を表していると思われる₂₁）。
このような文脈で「ファミサイド」の訳語を見つけ
ようとすれば、アンビヴァレントな意味を込め「女
性愛憎連続殺人」とでも訳す他ない。愛の裏返しと
しての憎悪と暴力は、古典的な世界観であろう。そ
れが、ファレスという「国境の町」の社会的にも経
済的にも歴史的にも歪んだ一種ブラックホールのよ
うな空間で甦った。これも「マチズモ」という観念
から離れられないラティーノの一面を強烈に示して
いる。極端な経済格差の中で、メキシコ人女性たち
のジェンダーとセクシャリティが、大量生産、大量
消費の中で、常に交換可能な使い捨て商品のように
非人間的な存在と化し、メキシコ的「男らしさ」の
はけ口となったと見ることができるのである。

６　結　　び
₂₀世紀初頭のメキシコ革命の後、ファレスは観光
とレジャー産業に力を入れた。それは、アメリカの
禁酒法（₁₉₁₉－₁₉33）から解放されたいと望む人々
が、酒や麻薬、女を求めて国境を越えて来たからで
あった。₁₉₄₀年代になると、買春ツアーや商売、移
住者などでますます栄えることになる。第二次世界
大戦中は、テキサス州フォート・ブリスに軍隊の基
地があり、多くの兵士たちがファレスを訪れたのだっ
た。₁₉₅₀年代になると、アメリカ人旅行者にとって、
ファレスは「メキシコ人の愛人」を持てるという夢
を叶えられる象徴的な町になる₂₂）。₁₉₆₀年代になる
と、メキシコ政府は「国境産業化計画」（₁₉₆₅）など
を推し進め、これが後の「マキラドーラ」になる。
しばらくはラテン・アメリカの優等生としての時期
があったが、₁₉7₀～₈₀年代に不法移民の数が₈₀₀万か
ら₁₂₀₀万人まで増加してしまう。₁₉₉₀年代のNAFTA
まで、結果的にはその収入の多くを女性に頼りなが
ら今日に至っているとも言えよう。実際、マキラドー
ラの労働者の7₀％以上が女性である₂3）。途中何度か

アメリカの移民法が改正されたが、不法移民解決策
の決定打にはなっていない。貧困、犯罪、麻薬、マ
フィア、政治家・役人の汚職、企業エゴ、と八方ふ
さがりのファレスも、近年は行政の努力にかなり犯
罪率も下がって来てはいる。しかし、オバマ政権の
新移民法「ドリーム法」を見据え、国境を超える若
年者が増加しているといわれる今日、「ボーダータウ
ン」の動向にはますます目を離せない。
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ABSTRACT
Alice M. Bacon was an educator who had been invited to Japan to help develop a school for young 

women. She wrote three books on Japan, the last of which was a collection of ten supernatural stories called 
In the Land of the Gods: Some Stories of Japan (1905). Although she admitted that some of the stories were 
adapted from Lafcadio Hearn’s writings, her originality came to the fore in the three opening tales. The 
first two are set at the time of the Russo-Japanese War. In “The Favor of Hachiman,” a devoted mother 
mourning the death of her son sees him miraculously returned to her. In “At the Shrine of Fudō” a mother 
sacrifices herself so that her soldier son may be saved from certain death on the battlefield. In both stories, 
Bacon shows each mother full of a superstitious but inherently pious belief, which each uses to channel 
their abiding maternal love. The third story, “The Blue Flame,” shows the bonds of love between a wife 
and her husband who has died tragically in an ill-fated military exercise in the winter snows of Aomori. 
Overcome with grief, the loving wife’s death quickly follows that of her husband. My paper discusses the 
female protagonists in these three stories, with particular reference to the images of Japanese femininity 
they illustrate. I conclude that Bacon’s three original stories show remarkable insight into Japanese femi-
ninity at the turn of the twentieth century that was rarely understood by ordinary Westerners.
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１　はじめに
津田梅子の女子教育を支えるために来日したアリ
ス・ベーコン（Alice M. Bacon）は、二回にわたる日
本滞在を通して、日本というそれまで触れることの
なかった未知の国の多様な側面を見聞する機会をもっ
た。その体験は、二冊の日本人論（The Japanese 
Interior, ₁₈₉3ならびにJapanese Girls and Women, ₁₉₀₂）
にまとめられた。以前、拙稿で、ジュリア・カロザー
ス（Julia Carrothers）やイサベラ・バード（Isabella 
Bird）とともに、ベーコンの日本女性の結婚や子育
てに関する意見を紹介した１）。これらは、ベーコン
自身の体験から誕生したものであるものの、公私に
わたり彼女の相談に乗っていた梅子の助言が反映さ
れている。それだけに、先に紹介した二人の日本女

性観よりは、日本人の心の内奥に触れた意見だと感
じさせるものになった。
ベーコンは、これら二冊の日本論以外にも、本論
で紹介するIn the Land of the Gods （₁₉₀₅）と題する怪
談集を出版している。このタイトルは文字通り『神々
の国にて』（以下この呼称を使用）という意味であり、
「多神教の日本にて」と置き換えることも可能であ
る。八幡や不動などの、日本の庶民が信奉する神々
がそれぞれの場面で重要な役割を果たしている。そ
ればかりか、人を化かす生き物として知られ、時に
稲荷の使いとなる狐も登場する。日本の近代化を支
える教育を担うために招聘された知識人としてのベー
コンが、旧弊を支持しているとして批判されるよう
な視点から物語を書いているのである。これらの書
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物の特徴からは、ベーコンがこの作品を仕上げた意
図の検討が必要となろう。
また、ベーコンのこの作品にみる伝統の日本のと
らえ方は、同時代に日本人や日本文化について執筆
し続けたラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn, ₁₈₅₀-
₁₉₀₄）の手法に類似している。ベーコン自身、その
序文にて、ハーン作品に感化されたことを明言して
いる。あとで詳述するが、ベーコンのこの作品集を
形作る十篇の作品の過半数が、何らかの形でハーン
の影響を受けていることは否定できない。ここでは、
この作品集のうちでも、ベーコンらしさが発揮され
たものを取り上げる。すなわち、日露戦争中に逝去
したハーンが取りあげることができなかった日露戦
争下の日本の妻や母たちを描いた作品に特に着目す
ることにより、ベーコンの日本女性観を概観する。

２　創作の意図について
ベーコンの創作の意図として、砂田恵理加は「ア
リス・ベーコンのIn the Land of the Godsに見る日本
像」で、「ベーコンは、近代国家への道を意識的に歩
もうとしていた日本とは対照的なイメージを強調し、
伝統的で、清廉ではあるが、なすすべのない弱者と
して日本人を描くことで欧米人の同情を喚起し、対
日危機感情を緩和しようとしたと読むことができ
る」２）と述べている。これ以外にも日露戦争による欧
米の対日世論の悪化を防ぎ、親日感情を喚起するた
めには、伝統的な女性像が有効だと判断したからだ
とする。
ベーコンが欧米の読者に対して日本の立場を好意
的に擁護したいという欲求にかられたことは確かで
あろう。しかし、「なすすべのない弱者」として描い
たというのはいかがなものだろうか。外部者にとっ
てはナンセンスと思われるようなことも、当の日本
人にとっては信仰や価値観に基づくものがある。そ
の点で、それまで西洋人が目を向けようとしなかっ
たものにも、取り上げる価値があることをベーコン
は理解したのではなかろうか。すなわち、キリスト
教一辺倒の視点からは説明がつかないものの、視点
を変えることで見えてくるものがあるとわかったの
ではなかろうか。
ベーコン自身、日本人の中にくらしてみて、貧し
い階級の人々でも高い道徳心を持っていることを知
る機会を持った。そのような経験を通して、西欧人
が欧米以外の地域に住む人々に対して望む「文明化」
とはいったい何なのか、その意味を考え直すように
なっていたといえるだろう。欧米のキリスト教徒が

抱く「文明化」を日本人に適用することの是非につ
いては、日本を知れば知るほど疑問になる欧米人 
がいたことを、J. M. ヘニングはその著Outposts of 
Civilizationにおいて指摘している３）。
また、たいていの欧米人にとって文明化とはキリ
スト教化と同一であったことからして、日本の民間
信仰などは当然、否定的にみられた。それだけに、
おとぎ話とはいえ、民間信仰の対象となる不動や八
幡、それにキツネなどが登場する物語をベーコンが
書いた背景に、何らかの意図があると考えるのは至
極当然のことかもしれない。ベーコンの作品中では、
これらの民間信仰に傾倒する婦女子は、決して否定
的に取り上げられたわけではない。西欧読者からし
たら、迷信の一言で一蹴されてしまうようなことを、
ベーコンは美化して描いている。
とりわけ最初の三作品を、ベーコンは戦争という
極限状態で起きた家族の物語として仕上げた。西洋
人にとって一見不可解な行為は、奇跡を願う人々の
心情の発露に過ぎないのである。非常時に身を置く
女性たちの姿は、文化の壁を越えて身近に感じられ
るものとなっている。すなわち、母子や夫婦の愛、
またその一方を失うことによる喪失感は、文化や人
種を越えて普遍的なものであることを訴えかけるも
のとなっているのである。
とくに、子供や夫のことを気遣う母や妻の姿は、
ベーコンが抱く日本女性像にならって形成されたの
だった。さらに、夫婦の関係のみならず、夫の母と
の関係、もしくは義母から見た息子の嫁との関係な
ど、家長を中心に成り立っていた当時の日本の大家
族構造を理解していたベーコンならではの目配りが
感じられる。そのような取り組みの中でベーコンが
力を入れたのは、日本語の使用であった。日本的な
ニュアンスを増すために日本語は不可欠と判断して
か、随所に交えており、日本的な雰囲気を可能な限
り大切にしながら、かつ西洋人読者が関心をもって
読める工夫をしているのである。

３　ハーンの影響について
次にハーンから受けた影響について触れたい。ベー
コンは、ハーン作品から示唆を受けたことをその序
文で、次のように言明する。「本作品で触れられた怪
談を十分理解しようとするなら、読者はラフカディ
オ・ハーンの作品を参照すべきである。ハーンの
Japan : An Attempt at Interpretation, ₁₉₀₄ （『日本―解釈
の試み』）は、日本国民を精神面からもっとも包括
的、かつ好意的に論じた研究書である。また、Glimpses 
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of Unfamiliar Japan, ₁₈₉₅ （『日本瞥見記』）の一巻目に
ある「キツネ」は、キツネ信仰の多様な側面に触れ
るものとなっている」４）と述べている。
ベーコンがハーン作品に啓発された背景には、日
本に関する本がきわめて少なかった当時の事情があ
る。極東でわずか3₀年ほどの間に台頭した未知の国、
日本に対して欧米での関心が高まった。現地にて日
本を直接体験した人びとによる作品は、フィクショ
ン、ノンフィクションを問わず、神秘の国のベール
を剥ぐものとして歓迎されたのである。その中で、
日本を多角的に、かつ総合的に描いた作品として、
ハーンのものが先駆的な役割を果たしていたのだっ
た。
また、ベーコンの日本滞在期間がハーンと一時的
ながら重なったことも大きい。そのころ、ハーンの
記事が『アトランテック・マンスリー誌』（The Atlantic 
Monthly）に掲載され、ホートン・ミフリン社（Houghton 
Mifflin）をはじめ数社から、毎年のように日本関係
の単行本が出版されていたのである。晩年のハーン
のこのように旺盛な執筆活動が、ベーコンを刺激し
たのかもしれない。ベーコンも日本関係のおとぎ話
を『アトランテック』に発表しており、それらをま
とめて、作品集『神々の国にて』は誕生したのであっ
た。
ハーンの影響は、ベーコンがその序文で言及した
以外にも、彼女の実作品においてきわめて顕著であ
る。例えば、先に触れたキツネの話以外にも、同じ
ハーンの『日本瞥見記』から影響を受けたものに、
ベーコンの第七話の “The Buyer of Ame”（「飴を買う
もの」）がある。ハーンの作品では、飴を買う幽霊の
話は、松江にまつわる怪談話などを集めた「神々の
国にて」（“The Province of Gods”）と題する長編のエッ
セイの一部を形成している。一部と述べたのは、ハー
ンの「神々の国」は、松江にまつわる様々な物語か
らなっており、「飴屋の幽霊」という話はわずか１
ページをしめているに過ぎないからである。ハーン
は、早々と埋葬されてしまった女性が、棺の中で出
産した赤子をなんとか無事に育てようとする原話に
忠実だった。そのため、女性が買い求めたのは茶碗
で買う水飴である。棺内で生まれた新生児を養うた
めに、乳のでない母は水飴に頼るしかないというと
ころが、この物語の核心なのだ。
一方、ベーコン作品では、設定や人物描写の追加
により、ハーン作品の数倍の長さになった。より現
実味を感じさせる描写が続くものの、女性が買い求
めた肝心の飴を、装飾された袋に入った棒状のもの、

すなわちお宮参りのための飴（千歳飴）にしてしまっ
ているのである。これでは、生まれたばかりの赤子
という設定を台無しにしてしまう。それだけに、手
を加えすぎてかえって残念な結果になっている。
さらに、ベーコンの第八話 “The Peony Lantern”

（「牡丹灯籠」）はハーンのIn Ghostly Japan, ₁₈₉₉（『霊
の日本』）の “The Passional Karma”（「恋の因果」）が
下敷きとなっている。最後に、第九話の “The Lady 
of the Scroll”（「掛け軸の女」）はハーンのShadowings, 
₁₉₀₀（『明暗』）の “The Screen-maiden”（「衝立の女」）
がもとになる作品である。この第九話は次の第十話
の “How Fumi remembered”（「ふみの記憶」）と二つ
合わせて完結するという手の込んだ仕上がりの作品
である。過去の記憶をつないで恋を成就させるとい
う点では、これら二作品とも、ハーンのThe Romance 
of the Milky Way, ₁₉₀₅（『天の河奇譚』）の “The Story 
of Ito Norisuke”（「伊藤則資の話」）などの影響が見ら
れる。過去において恋人だったものが世代を超えて
生き返ってきたときに再び過去の記憶に引き戻され
るというものである。
これらの例からも明らかなように、ベーコンは、
ハーンの作品の中でもとくに母性愛や男女の愛をテー
マとするものを中心に取り上げ、それを土台に独自
の作品に仕上げたのだった。ちなみにハーンがこだ
わったのは、一貫して「愛は死より強し」であった。
ハーン自身、₁₄年の日本滞在の中で、最初のあまり
に好意的な日本の印象は、時間とともに薄れていっ
たことを認めているものの、その中で唯一彼にとっ
て色あせることのなかったものとして強調するのが
日本女性の存在だった。女性は社会的に立場が弱い
だけに、意志を十分伝えることなくしてこの世を去っ
たものも多い。そのような女性たちが、幽霊となっ
て思いを吐露する、あるいは行動する、そこに着目
して作品をつくりあげたのである。
一方、ベーコンの来日理由は、日本の女子教育の
一助となるために招聘を受けいれたことにある。当
然、日本の知識階級や高貴な人々の子女が、その観
察の対象になったことは言うまでもない。そういう
恵まれた地位にある女性でも、西欧の婦人たちに比
べればその行動は制限されたものになっていたであ
ろう。反対に、身の回りの世話をしてくれる下女や
下男らとのふれあいから、いわゆる特権階級ではな
い人々の暮らしをも観察する機会をもった。これら
の社会的には恵まれたとは言えない階層の女性たち
も、愛情や母性、並びに道徳心に関しては、高い身
分の女性たちに比べてなんら遜色なく生きている。
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それを目にしたとき、これらの女性がハーンの描く
伝統社会に生きる女性と重なったのかもしれない。
ベーコンは、時に創作の先駆者であるハーンへのオ
マージュとして、あるいは女性の視点から敢えてハー
ンへの挑戦を意識して創作したのかもしれない。

４　日露戦争三部作にみる女性の愛
本論では、ハーン作品の影響が見られないベーコ
ン独自のものを中心にみてゆく。ベーコンが日露戦
争という非常時下の母と妻の心情を描いた作品とし
て、第一話から三話までの三作品をとりあげる。こ
れらは、ベーコンの考える日本の妻や母が、戦争と
いう危機的状況の中で描き出されている。とくに息
子や夫を戦地、もしくは軍事教練（第三話）に送り
出した家族の心情が、その信仰心とともに描かれる
こととなった。第三話は日露戦争中のことではない
ものの、ロシアと戦争になることを想定して極寒の
青森で訓練を執り行った日本陸軍が、多数の死傷者
を出した八甲田山での行軍事件が下敷きとなってい
る。
これらの三編の話から、ベーコンが日本女性を通

して訴えたかったものに焦点を当てる。日露戦争を
背景に、母や妻として息子や夫を送り出した女性た
ちの不安、また、戦死された後の喪失感や悲しみな
どが、日本女性の信仰心と相まって、不可思議な空
間を作り上げている。その目的はいかなるものであ
ろうと、日本人の信仰心、特に民間信仰への関心な
くしてはとうてい成立しなかった話といえるだろう。
第一作「八幡様の功徳」（“The Favor of Hachiman”）
は、日露戦争に出征して三か月で戦死した息子の魂
が、救出された別の赤子の肉体を通して蘇るという
ものである。息子を戦死で失った老夫婦は、お盆の
ある日、幼子を背負う旅の若い女性に出会い、その
窮状を察した夫婦は、自宅での休息を促し食事をふ
るまう。この女性の夫は戦死し、その忘れ形見とと
もに親戚のもとに行く旅の途中であることを聞き出
す。夫婦は天候の急変を恐れて若い母親に一泊する
よう勧めるものの、先を急ぐ母親は敢えてそれを振
り切って出かけ、豪雨の中、濁流に飲み込まれて命
を落とす。赤子も一緒に飲み込まれたものの、その
命を救われる。この赤子の肉体には、戦死したはず
の老夫婦の長男の魂が入り込んでおり、彼らは母を
失った赤子を戦死した長男の身代わりに育てること
になる。これは彼らが信仰していた八幡様の功徳と
して受け止められたというものである。
信仰を印象付けるのは次のような描写である。幼

子が老夫婦の家に戻ってくるのを知らせたのが、八
幡様の使いの蛇であること、ならびに老夫婦の家に
帰ってくる赤子が、竿の先に糸で結びつけてお馬と
して振り回すものがトンボであったことなどがあげ
られる。その赤子は、老夫婦の家につくや、真っ先
に仏壇の盆飾りの前に行き、「太郎のお馬」と叫んで
いる。死者の霊はトンボとなって現れるということ、
また、盆の日には死者が馬に乗って帰ってくること
など、仏教に関する日本の庶民の信仰がその風習と
共に描かれているのである。
さらに、老夫婦の夫の方は、赤子のことで警察に
出頭しただけでなく、村の寺院の僧侶にも相談に行
く。これを聞いた僧侶は、老夫婦が貧しい母子に施
した親切に加え、息子を失ったにもかかわらず八幡
様への信仰を続けてきたことが、このような形で功
徳を受けるに至ったのだと説くのだった。また、若
い母親の遺体が見つかった場所に祠を建てて祀り、
親子で供養を続け、子子孫孫までもこのことを忘れ
ぬように語り継ぐことを命じるのであった。
この作品では妻だけでなく、夫もそろって敬虔な
態度で過ごしてきた。そのような生き方に対し、信
仰の対象となっていた八幡様がその無垢な心に報い
たという作品である。大きな役割を果たすのは、母
親の息子に対する思いである。それは、幼子を抱え
て旅をする若い母親に対する気配りや思いやりの中
にも描かれる。幼児の姿となって帰還した息子を家
に迎え入れるのも妻である。しかも、この作品は、
冒頭でも述べたように、日露戦争が背景になってお
り、若い母親は戦争で夫を亡くし、老夫婦は息子を
亡くした。この二組の最愛の人を失った人々が、八
幡様の功徳で巡り会わされ、しかもそれぞれの子供
は、一方は肉体として、もう一方は魂として生き残
り、次の世代へと命をつないでゆくのであった。
第二作「お不動様にて」（“At the Shrine of Fudo”）
は、不動信仰の賜物というべき、神の功徳で戦争か
ら無事生還した話である。日露戦争に出征した息子
の無事を祈って、母親は御百度参りを続ける。赤子
を抱える息子の嫁に代わって母がそれを行ってきた
のだった。息子はやがて無事に帰還するが、母親は
身代わりとなって急逝する。息子の無事の帰還とそ
の後の息子が営む家庭の幸せを強く願っていた母の
思いが、自分の身を犠牲にすることにより聞きとど
けられたというものである。
最初の山場は、自分の出征を母や妻にいかに知ら

せるかと、思案にふける息子の姿である。特に母へ
の思いはひとしおである。夫が戦死したことにより
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若くして未亡人になった母は、官立学校の教師とし
て息子の成長だけを楽しみに頑張ってきた。息子が
幼かった頃、ときには母の不在をさみしいと感じる
こともあったが、掌中の珠のごとく大切にして息子
を成人させたのだった。その最愛の息子は、自分が
父と同様に若くして戦死した場合、母がどれほど落
胆するかを想像すると、戦地に赴くことをどのよう
に告げたらよいのか、思案するのであった。
一方、身重の妻の今後にも思いをはせる。無事に
生まれれば、夫が戦死してもその子供が彼女の生き
がいとなって支えるだろうし、もし死産だとしても、
実家に帰って再びどこかに嫁ぐ機会が訪れるという
ものだった。息子が独立し、嫁が来たことで、やっ
とご隠居として楽ができるはずの老母が、息子の死
によってどれほど打ちのめされるかを考える方が、
当の息子にとってはよほど辛かったのである。この
作品で、母の方が嫁より大切に取り扱われているの
は、当時の儒教道徳に基づく日本社会の人間関係を、
ベーコンが知っていたからだろう。また、この物語
の本質が、母性賛美にあることからしても当然とい
えるかもしれない。
そのような息子の心配をよそに、息子から出征を
知らされた母は、西南戦争の折に西郷に従って戦死
した父の汚名そそぐためにも、息子には戦場にて最
善を尽くすよう訴えるのだった。ベーコンの作品中
にあるこれらの描写からは、第二次世界大戦が終わ
るまで続いた「滅私奉公」ならびに「賢母」の姿が
浮き彫りになるのだった。さらに、「軍人勅諭」まで
引用して国家への献身を息子に説くあたりからは、
その短期間の滞在中にベーコンがいかに日本社会の
構造を学んだかがうかがわれる。
女子留学生の一人である大山（山川）捨松に対し、

ホストファミリーとして接してきたベーコンは、薩
摩や新政府の事情などにも通じていたことだろう。
夫と妻が作る西洋の家族観とは全く異なる、大家族
型の日本の家族が、夫や息子を戦場に送り出すとい
う極限状態に置かれると、いかにふるまうかが問わ
れている。また期待を受けた息子の立身出世はいか
に達成されるかということもこの作品を通して描か
れることになったのである。
さらに息子が出征した後で無事誕生した幼子を巡
る、祖母としての老母と若い母親の軋轢にも触れた。
いくら孫を愛おしく思おうと、乳をくれる母にはか
なわないことは、自分と息子との関係からも明らか
だった。それだけに、自分が息子に唯一してやれる
のは、出征した息子の無事を祈って御百度参りを続

けることであった。老母が疲れているようなので、
お供に女中をつけるよう若い嫁は進言するが、聞き
入れられなかった。ただ、老母は黙々と自分の勤め
に専心したのである。
数か月にわたる御百度参りが続き、いよいよ食事
さえとることができなくなるほど憔悴した老母は、
若い嫁を枕元に呼びつけて、念願がかなったことを
伝える。息子のかわりに自分の命をささげるとお不
動様に願ってきたが、その願いがついに聞き届けら
れたことを告げて亡くなるのであった。その息子に
対する最後の言葉が「私と一緒に来なさい」という
ものであった。
一方、ロシアとの戦いで深手を負った息子は意識
を失って倒れていたものの、母の「一緒に来なさい」
という言葉を聞いたような気がして我に返る。やっ
との思いで味方の兵士が去った後の塹壕にたどり着
く。やがて味方に発見されて病院に収容されるが、
そこに母の死を知らせる手紙が届くという設定であ
る。
母の息子を思う気持ちの強さがこの上なく発揮さ
れた作品である。妻も登場するものの、母子の絆の
中には入り込めない。一方、若い妻はまた自分の子
息との間にほかのものが入り込めない絆を築こうと
しているのである。そこに描かれたのは、ベーコン
が考える日本の母子の絆の強さだといえるだろう。
また、お不動様への御百度参りは、日本の庶民が考
える願掛けの一例であり、自分の願いが聞き届けら
れるためには、自分の命さえ惜しまない。いやむし
ろ、自分の命を犠牲にして心願を成就させるのがそ
の在り方だと述べているかのようである。
西洋人の眼には、それは野蛮な風習と映るかもし
れないが、かけた願いを成就させるには当然犠牲が
払われるべきであり、自分の一番大切なものを断つ
とか、犠牲にするのは当たり前とされたのである。
自分の命と引き換えに願い事をするのは、極限状態
に追いやられた日本の庶民が行う最後の手段であっ
た。ただし、神を相手に駆け引きをするというよう
な否定的な意味合いはない。神の前で誓ったことを
確実に実行することによって、その願いの強さと偽
りのなさを証明する聖なる行為とされたのである。
最後に取り上げたいのは、第三話 “The Blue Flame”

（青白い炎）と題する物語である。第一話や第二話に
比べるとずっと短い話であり、ここでは若夫婦の愛
の姿が描かれる。文字通りタイトルの「青白い炎」
とは「人魂」のことであり、亡くなった人の霊が人
前に現れるときには、「青白い炎」となってふっと軽
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やかに飛ぶということが、日本人の間でこれまで言
い伝えられてきた。
そして、すでに述べたとおり、これは日露戦争前
に行われた八甲田山での事件がもとになっている。
厳冬に行われた軍事訓練の最中に命を落とした夫が
魂となって、愛しい妻のもとに帰るという話である。
ベーコンはこの話を始める前のページに、読者の理
解のために注にあたる説明をつけている。それによ
ると、「この物語は、₁₉₀₁年の２月（ベーコンの誤り、
１月₂3日から行軍を開始した）に行われた傷ましい
「雪の行軍」といわれる事件と関係している。日本軍
はシベリアの冬の状況に耐えられるかどうかを、こ
の行軍によって試そうとしたのである」５）と述べてい
る。
やがて来るロシアとの決戦を想定した日本陸軍は、
日本国内では冬場の気候が厳しい、青森県の八甲田
山で行軍を開始した。その機動力を試そうとしたも
のの、荒天の下、スケジュールや決断の誤り、それ
に装備の不充分さなどいくつかの要因が重なって、
行軍の最中に遭難し、行軍参加者₂₁₀名中₁₉₉名が死
亡という痛ましい事故が起きた。山岳事故、ならび
に軍事訓練のどちらの面からも最大級の死者を出し
た大惨事である。
ベーコンはこの短編を、夫の帰りを待っている若
い妻の側から描いている。夫の帰宅に合わせて甲斐
甲斐しく食事の準備をする妻は、出入り口で夫を迎
え入れようと準備に余念がない。爺やや女中もいる
中で、奮闘する妻のところに帰宅した夫の様相には、
冷えきった体や凍り付いたひげなどの異変が見られ
る。夫は暖かくしてあったこたつに入ることはなく、
無言のまま雪の中に消えてゆく。そんな夫を追いか
けて外に飛び出す妻の周りには青白い炎が飛んでお
り、その炎と共に妻の命もつきるのであった。
これだけでは、何が起こったか不明のままだが、
この四日後に救出された兵士の証言から、行動を共
にしていた中尉こと、この物語の主人公の夫の最後
が明らかになる。遭難した後の凍えながらの彷徨の
模様が語られる。力尽きた中尉は、これ以上自分の
ために時間を割かないように申し渡す。ただ妻にだ
けは自分の死を伝えたいといって崩れ落ちるのだっ
た。
これを聞いた兵士は中尉をゆすってみるもののも
はやこと切れており、その体からは青白い炎が揺ら
めきながら飛び出すのを見る。兵士は自分の父親が
亡くなるときにこのような青白い炎を見ていること
から、改めて中尉の死を確認する。その青白い炎は

雪原を横切って夜の闇のとばりの中に消えて行って
しまったが、それを追いかけた兵士は、最終的に救
出されたのであった。
この話を聞いていた同僚は、中尉の妻も亡くなっ
ていたことを話して聞かせる。中尉の家に仕えてき
た爺やの話として、不可思議な出来事を伝えるので
あった。すなわち、ご主人の奇妙な帰着の様子と雪
のトンネルの中に消えていった青白い炎の話をした。
中尉の死をみとった兵士は、それを聞いて、妻に自
分の死を知らせたいとする中尉の思いが叶ったこと
を確認する。兵士の言葉、“Poor little woman! She was 
not a widow very long!”６）（奥さん、おかわいそうに。
すぐにご主人のあとを追ったのですね！）をもって
この話は終わる。短いながら、日本人の信じる人魂
のこと、並びに肉体は滅びても心はつながっている
という、日本人の心情が前作同様に垣間見られる作
品となっている。
八甲田山の行軍事件は、₁₉7₁年に新田次郎によっ
て『八甲田山死の彷徨』として作品化されるまで、
大々的に作品として言及されることはあまりなかっ
た。その点、事件から三年余りで、これをテーマに
短編に作り上げたことに、ベーコンが当時の日本の
情報を、いかに関心をもって収集していたかがうか
がわれる。
また、当時の時事問題をテーマにしながらも、こ
れらの事件から直接影響を受けることになった妻の
視点から事件を描いたことに、ベーコンの日本女性
への関心の高さがうかがえる。特に夫に殉じた妻の
死という印象を残して終わらせたところに、ベーコ
ンの工夫がある。果たして欧米の読者がそれをどの
ように解釈するかは別として、先に引用した兵士の
言葉の背景には、夫の妻への思いが成就したという
だけではなく、夫の霊の帰還で、その死を察知した
妻が後を追ったことがわかる。未亡人であったのは
ほんの束の間のことで、彼女も夫のあとを追うかの
ように亡くなってしまったのである。喪失感に長く
さいなまれないで妻が旅立ったことに、何らかの救
いがあったと感じさせる幕切れである。

５　おわりに
ベーコンの本が出版された当時の記事として、雑
誌『英文新誌』の “Editorʼs Desk” と題した、編集者
によるベーコンとハーンを比較した寸評がある。ベー
コンの『神々の国にて』を構成している十篇を英語
のタイトルのまま紹介したうえで、「この十篇の怪談
は決して在来の日本に伝わるものの翻訳ではなく、
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日本人民の間に流布する神仏の利益、狐狸談等の思
想を骨子として、著者の新意匠を以てoriginal stories
となしたのである。これぞ、up-to-date のghost stories
で、Lafcadio Hearnʼs “Kwaidan” の如き旧くさい話の
翻訳ではないのである。」７）と述べている。この『英
文新誌』が津田塾の関係者により発行されているこ
とを考慮すれば、ベーコンを高く評価するのは当然
のことかもしれない。
ハーンの作品も翻案であり、決して忠実な翻訳で
はないものの、ベーコンの作品は、翻案を通り越し
て、創作の域に達した作品も多い。ただし、その作
品の何篇かはハーン作品に何らかの示唆をうけてい
ることはすでに指摘したとおりである。また、時に
は「飴屋の幽霊」のように手を加えすぎたために、
必死の思いで乳飲み子を守り育てるという母の健気
さを損なうという失敗もした。
ただ、ハーンがかかわっていない日露戦争関係の

作品にむしろベーコンらしさがのぞかれる。とくに、
同じ女性という立場から、等身大の女性を描いたと
ころにベーコンの日本女性に対する親しみすら感じ
させる。また、日本女性の神仏への素朴な信仰心が
生活といかに深くかかわっていたかを丁寧に描いた
点に特徴がある。
ベーコンは宣教活動のために来日したのではない
にしろ、父親は牧師であり、近代化を急ぐ日本にとっ
てのキリスト教化の有用性を信じて行動してきたは
ずである。しかし、すでに冒頭部分で触れたように、
ベーコンが異教徒とはいえモラルの高い日本人を知
るにつれ、キリスト教を文明化のための万能薬とし
て押し付けることに疑問を感じ始めていたことは考
えられる。しかし、ややもすれば、西洋人一般には
迷信とみられてしまうような、民間信仰の功徳を強
調する作品に仕上げたことは、想像を超えるもので
あった。
一方、来日してからのハーンは、キリスト教に対
する態度を硬化させ、欧米社会の持つキリスト教的
価値観とは真っ向から対立する立場をとった。日本
が西洋に飲みこまれないようにと願い、日本文化の
維持を目標に行動したのである。教え子には科学を
はじめとした学問を志し、国家の発展に寄与するよ
うな人物になるよう説く一方で、日本の伝統文化の
継承を強く訴えた。そのようなハーンであったから、
庶民の間に流布した不可思議な怪談話の収集とそれ
を語りなおしたいわゆる翻案ものの創作に余念がな
かったのだろう。
そのようなハーンに対し、ベーコンの目的は全く

異なっていた。日本の近代化には女子教育が不可欠
であるために、その道の専門である彼女が招聘され
たのである。ベーコンの仕事は、教育により新時代
にふさわしい女性を育むことであったが、作品の中
で描いたのはむしろ伝統社会に生きる女性たちであっ
た。それだけに、前述したように、砂田説のベーコ
ンは原始的だが悪気のない庶民を作り上げることで、
日本の立場を擁護しようとしたという説明が生きて
くるのかもしれない。
ただ、日露戦争関係の物語を見る限りにおいて、
日本の海外進出に対する欧米人の不信感を和らげ、
親日的風潮を盛り上げるためとはいえ、迷信に翻弄
される暗愚な日本庶民像を敢えて作ろうとは考えな
かったのではなかろうか。ベーコンが日本庶民の信
仰を強調したのは、ネガティヴな印象を植え付ける
ためではなく、一見単純にみえようとひたすら神を
信じる姿を描き、その背景にある万国共通の母性の
強さを描き出そうとしたのではなかろうか。
また、迷信として一蹴されてしまうような信仰か
もしれないが、その信仰は家族を思いやる気持ちか
ら出てきたものである。子供を抱える母への周囲の
優しさが奇跡を生むとしたら、単に旧弊として退け
るものではないだろう。すがる思いで奇跡を信じる
庶民の姿は、西欧人読者にも肯定的に受け入れられ
るはずである。
さらにもう一点、ベーコンがこれらの作品を書い
た理由として考えられるのは、ベーコンのハーンへ
の挑戦である。既に触れたようにハーン作品の影響
が、いくつかの作品の中でかなり顕著に把握される
ものの、ここで取り上げた三作品はベーコンのオリ
ジナルである。ハーンは幽霊となった日本女性を数
多く描いてきたが、同性の手によってハーンに勝る
ような日本女性を描きたいというベーコンの強い意
欲がのぞかれる。だからこそ、戦争という危機的状
況下で発揮される日本女性の母性が、各々の物語を
通して逞しく、語られることになったといえるだろ
う。

注
１） 梅本順子,「欧米女性が見た明治期の日本：日本
女性観を中心に」日本大学国際関係学部国際関
係研究所『国際関係研究』第33巻第２号，₂₀₁3

２） 砂田恵理加，「Alice Baconの In the Land of the Gods
に見る日本像」アメリカ学会『アメリカ研究』
3₅号，₂₀₀₁，₁₆₁．

３） Joseph M. Henning, Outposts of Civilization (N.Y.: 
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New York University Press, ₂₀₀₀) 7₂.
４） Alice M. Bacon, In the Land of the Gods: Some Stories 

of Japan (N.Y.: Houghton Mifflin, ₁₉₀₅) Preface (ix)
５） Alice M. Bacon, 7₄（冒頭部分）

６） Alice M. Bacon, ₈3.
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日本物理学会における男女共同参画の取り組み

駒　　美保
※１

Encouragement to “Women in Physics” in Japan Physical Society

Miho K
※１

OMA

ABSTRACT
In Japan, number of female physicist is smaller than a tenth of that of male. Since 2001, Japan Physi-

cal Society (JPS) have conducted various activities to promote gender equality in science community, 
including three large-scale survey of family- and research-environment of japanese scientists and techni-
cians.

In this short note, history of these gender-equality activities and problems pointed out in the surveys 
are summarized.

学会動向

※１ 日本大学国際関係学部国際総合政策学科　助教　Department of International Studies, College of International Rela-
tions, Nihon University, Assistant Professor

１　はじめに
ジェンダーが生活科学に与える影響を考える中で，

「ジェンダーが『科学者という職業』を選択する上で
どのような影響を与えているか」というテーマを一
つ設定することが出来る。そこで，本稿では，筆者
の所属学会である日本物理学会［１］における男女共同
参画の取り組みについて紹介する。約２万人の会員
を擁する日本物理学会では，₂₀₀₁年から会員を対象
とした大規模アンケートを定期的に実施し，研究環
境の男女差，雇用形態による差などのデータを収集・
分析し，その結果を提言として発表してきた［２］。こ
こで見えてきた傾向は，「物理学研究者」という狭い
範囲にとどまらず，高度に専門化された職業につく
女性の置かれた現状を反映する，興味深いものであ
る。
本稿は以下のように構成する。第２節では，日本
物理学会について紹介する。第３節では，日本物理
学会に関連する男女共同参画の取り組みを年代を追っ
て紹介する。第４節では，₂₀₀₁年以来行われてきた
大規模アンケートの結果と，その分析から行われた
提言を紹介し，それが科学行政にどのように生かさ
れてきたかについて触れる。第５節では，筆者自身

の経験をふまえ，前節までで紹介された政策がどの
ように女性研究者の環境に影響を与えているか，職
業選択における要因について考える。第６節はまと
めである。

２　日本物理学会とは
本節では，日本物理学会の歴史，会員数の変遷お
よび女性会員の果たしてきた役割などについて述べ
る［１］。
約２万名の会員を擁し，日本有数の自然科学系学
術団体である日本物理学会は，数学を含む「東京数
学会社」として₁₈77年に発足した。戦後に一度解散
し，₁₉₄₆年に改めて「日本物理学会」として₁，₂₀₀名
あまりの会員とともに設立された。その後途切れる
ことなく活動を続け，近年では，月刊の学会誌の他，
関連する書籍の発行，研究発表の場としての学会の
開催，物理学の発展と物理教育のための内外の機関
との連携協力など広く活発な活動を展開している。
会員数は順調に増加し，₁₉7₅年には₁₀，₀₀₀名，₁₉₉₀
年に₁₅，₀₀₀名を突破，₂₀₀₁年の段階で₁₉，₅₀₀名を超
える会員が所属している［１，３］。
会員数に占める女性の割合は，₂₀₀₁年の段階で，
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４％（₈₆₈名／₁₉₅₉₀名）［３］，₂₀₁₄年で６％［２］と決し
て多いとは言えず，またこの間に大幅に増えている
とも言えない。そのような中でも，₂₀₁₅年までの歴
代7₀期のうち，米沢富美子氏（₁₉₉₆年）と坂東昌子
氏（₂₀₀₆年）の２人の女性が会長を務めている。坂
東氏は，物理学会で₂₀₀₁年に実施した第１回アンケー
トの分析グループの主査を務めるなど，日本物理学
会における男女共同参画の取り組みに重要な役割を
果たしている。

３　日本物理学会における男女共同参画の取り組み
の歴史

本節では，日本物理学会で男女共同参画の取り組
みが始まった経緯と現在までの歴史を振り返る。ま
た，日本物理学会での取り組みが他学会や日本の政
策にどのように波及していったのかについて述べる。
日本物理学会が男女共同参画の取り組みを始めた
直接のきっかけは，₂₀₀₀年に国際学会 IUPAP
（International Union of Pure and Applied Physics）がワー
キンググループ “Women in Physics” を立ち上げ，各
国の物理学会に₂₀₀₂年開催のパリ会議に代表を派遣
するよう要請したことである。これを受けて日本物
理学会では「パリ会議準備委員会」を発足させ，「女
性研究者のおかれた環境を調査し，改善すること」，
さらには「男性女性を問わず研究者の研究環境の改
善と研究の活性化をすすめること」を目指した活動
を始めた。この取り組みと前後して，物理学会の年
次総会会場に託児所を設置するなど，女性が学会に
参加しやすい環境を整えようとする動きが始まって
いたようである［２，３］。
パリ会議後，日本物理学会内に男女共同参画推進
委員会を設置するとともに，理工系の他の学会の賛

同も得て，₅₂の学会が加盟する理工学系学協会内に
男女共同参画学協会連絡会を発足させた１）。学協会
では，₂₀₀3年より３回の大規模アンケート「科学技
術系専門職の男女共同参画実態調査」を実施，解析
し，成果報告書を公表している［６，７，８］。複数の学会
にまたがり，回答総数１万件を超える規模で定期的
に実施されているこのアンケートは，世界的にも例
がないものとして諸外国からも注目されている。さ
らに，男女共同参画学協会連絡会は，アンケートの
結果を提言としてまとめ，政府機関，学術会議，研
究費助成機関などに提出し，それが「男女共同参画
基本計画（第２次，第３次）」「科学技術基本計画（第
３期，第４期）」などの科学技術政策に反映されてい
る。特に，日本学術振興会による出産・育児等によ
る研究中断からの復帰支援事業（学振RPD）制度［４］

を始めとする女性研究者の支援事業は，認知度も高
くなり，成果を挙げつつある。
男女共同参画学協会連絡会の活動としてもう一つ
挙げられるのは，女子学生の理科，科学，物理への
興味を引き出すことを狙った「女子高校生夏の学校」
の開催である。夏休みに希望する学生₁₀₀名を対象
に，研究者の講演を聴いたり，希望する実験・実習
を行う機会を与えるもので，₂₀₀₅年より毎年継続し
て行われている［５］。科学技術分野における女性の比
率が低いことをふまえ，少しでも多くの女子生徒に，
科学・技術の分野を進路として考えてもらいたいと
いう願いが込められている。数値を挙げると，第４
期科学技術基本計画で理学系における女性研究者の
割合を早期に₂₀％にするという目標が掲げられてい
るのに対し，現時点での物理学会員の女性比率は
６％，学生会員の女性比率は₁₀％である［２］。

表１：日本物理学会と関連する男女共同参画の取り組み

年 事柄
₂₀₀₀ 物理学会年次大会（新潟大学）で初めて託児室を設置（現在まで継続）
₂₀₀₀ IUPAP, Women in Physics設置
₂₀₀₁ パリ会議準備委員会発足

「会員の研究環境に関するアンケート」実施（日本物理学会：回答総数　₂，₆₁₉件）［３］
₂₀₀₂ パリ会議参加（その後３年ごとに開催）

男女共同参画推進委員会設置
男女共同参画学協会連絡会設置

₂₀₀3 第１回大規模アンケート実施（連絡会：回答総数　₁₉，₂₉₁件）［６］
₂₀₀₅ 第１回女子高校生夏の学校開催（年１回開催継続）
₂₀₀₆ 日本学術振興会特別研究員／出産・育児等による研究中断からの復帰支援事業（RPD）創設
₂₀₀₆ 女性研究者支援モデル事業創設
₂₀₀7 第２回大規模アンケート実施（連絡会：回答総数　₁₄，₁₁₀件）［７］
₂₀₁₂ 第３回大規模アンケート実施（連絡会：回答総数　₁₆，3₁₄件）［８］
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４　大規模アンケートの結果と提言
本節では，計４回のアンケート結果［３，６，７，８］を概

観して，特に男女の差異が大きく，興味深い点（配
偶者，子供の数，研究費配分）について列挙する。
４回のアンケートは，全て１～２ヶ月の回答期間
内に会員がWebページにアクセスし，回答する形式
で実施された。設問は，性別，年齢，所属学会など
の基礎データから始まり，研究経歴，研究環境から
家庭環境に関するものまで多岐にわたる。総設問数
は₁₀₀を超え，全て回答するには₂₀～3₀分を要する。
経年変化を追うことが出来るように固定されている
設問が多いが，「介護」に関する項目など後年追加さ
れたものもある。回答率は所属学会ごとに異なるが，
どこも女性回答比率が女性会員比率より高く，女性
がより関心を持ってアンケートに取り組んだことが
分かる。
まず，配偶者の有無とその職業に関する設問に着
目する。既婚率には男性7₀％女性₄₈％と大きな男女
差があり，男性のほうが配偶者がいる率が高い。こ
の差は₄₀代以上で顕著である。さらに，配偶者がい
る場合，男性では配偶者は無職（専業主婦）が半数
であるが，女性では配偶者の₉₈％が職を持ち，₆₀％
以上が研究・技術職である［６］。₅₀代以上の女性は
「結婚か，研究か」という選択をし，結婚した場合で
も，女性が研究を続けるためには配偶者の理解が大
切であるため，同業で仕事を良く理解している配偶
者を選択している率が高い。
次に，子供の数であるが，女性研究者の約２／３
は子供がいなく，子供が２人以上いる人は₁7％であ
る。理想の子供の人数としては男女とも２／３以上
が「２人以上」を選択しているが，現実との乖離は
大きい。子供を持たない，あるいは１人までとする
理由は，女性はキャリアの継続のため，男性は経済
的理由を挙げる人が多い。前項の通り，男性研究者
は，ポスドクや有期雇用の増加により経済的な長期
見通しを立てにくいなかで世帯収入を支えている場
合が多く，理想の人数の子供を持てずにいることが
分かる。子育ての環境については，この₁₀年で大き
な変化が見られ，同居の親族に子育てを頼む人が減
り，保育園や学童保育を利用する人の割合が大きく
増えた。特に，保育園の延長保育の利用が浸透して
いる。また，勤務時間（在職場時間）がこの₁₀年で
大幅に減少し，在宅勤務時間が増えるなどの変化も
見られている［８］。
最後に，研究費配分の問題である。常勤の研究者
は多額の研究費や恵まれた研究設備を自由に使える

が，非常勤の研究者やポスドクは限られた研究費や
研究設備しか使えないため，十分な研究成果が挙げ
られず，次の就職や研究費獲得がますます困難になっ
ているという状況が，アンケート結果の分析［６，８］中
に指摘されている。これは，女性研究者だけに関わ
らない問題であるが，どの年代でも，女性の方が非
常勤や期限付きの職についている割合が高く，より
不利益を被っているといえる。さらに，期限付き職
の公募に年齢制限があることが出産・育児でブラン
クのある女性研究者に不利に働いている。この点に
関しては，第１回アンケート後の提言に盛り込まれ，
非常勤の研究職でも応募できる研究費や，年齢制限
のない公募枠の拡充などに反映されている。
アンケート全体から言えることは，₁₀年前でも現
在でも，一度常勤の職に就くことが出来れば，「研究
者」という職業で出産・育児と仕事を両立させるこ
とは難しくない，ということである。問題は，博士
号取得後，ポスドクを経ることが一般化し，キャリ
アアップして常勤の職をとるという時期と出産・育
児というライフイベントが重なってしまっているこ
とにある。このことが男女ともに，「子供を持って普
通に生活すること」と「研究職」の両立を困難にし
ている。また，ポスドクや有期雇用の研究職はその
時々の科学技術政策に大きく影響される。女性研究
者は常勤の職についている割合が少ないため，より
大きく科学技術政策の変遷による影響を受けている
ことがアンケートの分析結果内でも指摘されている。

５　筆者の体験
筆者は，大学院生だった₂₀₀₁年から全てのアンケー

トに回答しており，この₁₀年間の男女共同参画の取
り組みを一会員としてみてきた。さらに，₂₀₀₂年か
ら５年間をドイツで研究者として過ごし，ドイツで
の科学技術分野における男女共同参画の取り組みに
も触れる機会があった。本節では，同業者の配偶者
と２人の子供を持つ筆者の個人的体験もふまえて，
女性研究者が家庭生活とキャリアを両立させていく
ために必要なこと，科学を専門に選ぶ女子学生を増
やすために必要な対策を考えていきたい。
まず，学生時代を振り返る。大学では，物理学科
₁₂₀名のうち女性が₁₄名と少数ではあったが，建物に
女子トイレが少なかったこと以外に女性だからとい
う理由で不利益を被った記憶はほとんどない。大学
院では配属された研究室（計₁₂名）の女子学生は３
名と比較的多かったが，研究科全体の女子比率は５％
前後だったと記憶している。
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博士号取得後，ドイツでは，ミュンヘン，ハンブ
ルグ，マインツの３都市で研究を行った。幸い，３
箇所とも，配偶者がポスドクの職を得た所属先で私
が奨学金を得たり，２人まとめて採用してもらった
りして，同じ場所で研究と生活が出来た。これは，
周囲に研究者夫婦が多かったことと決して無関係で
はない。ドイツの「家族は一緒に住むべきもの」と
いう文化と，夫婦で研究をする苦労を知っている人
たちの助けで研究を進められ，子供にも恵まれた。
研究活動という意味では，子育てせずに邁進した方
が成果が上がったかもしれないが，外国で子育てを
するというのは得難い体験で，大きな財産になった。
₂₀₀7年に配偶者が日本で常勤職を得た時，筆者はマ
インツ大学のポスドクだったので１年間の遠距離別
居生活に入った。周囲に大学関係者以外知人もいな
い中，子供をドイツの公立保育園に預けて研究を続
けた。
日本に戻る際は，女性研究者支援事業の一つ，「日
本学術振興会特別研究員出産・育児等による研究中
断からの復帰支援事業（RPD）」［４］を利用した。配偶
者の勤務先には元々「研究員」という職はなかった
が，RPD取得によって研究員という立場で帰国する
ことが出来，「家族で同じ場所で生活して研究も続け
る」ための大きな助けになった。また，RPDは，出
産・育児のために採用期間を一時中断し，改めて再
開するという手続きが出来ることを利用して２人目
の子供を持った。非常に幸運なことに，RPDの期間
終了後には自宅に近い日本大学国際関係学部に職を
得て，家族で同じ場所で生活し，研究を続けること
ができている。
この自分の生活とアンケートの結果を比べると，
２人の子供をもち，研究を続けていくことが出来て
いるのは，決して当然のことではなく多くの幸運と
周りの人の協力のおかげであるということがよくわ
かる。例え保育園があっても，RPDのような制度が
あっても，周りに理解者がいなければ決して続けて
こられなかったと思う。特にドイツの人たちの「子
供がいるのは当たり前」，「家族はそろって生活して
当たり前」，「仕事は仕事，家庭は家庭，どちらも大
切」，「短時間しか働けなくても，大事な仕事もある」
という考え方には救われただけでなく，大きな影響
を受けた。ただ，ドイツでも研究職の女性比率は高
くはなく，ドイツ研究振興協会（DFG）を中心に，
女性比率を高めようとする様々な努力がなされてい
るようである。
また，自分が仕事もキャリアも両立していくとい

う選択をした背景には，共働きで，フルタイムで働
く両親を見て育ったことが大きく影響している。母
は，産休・育休を取りつつ仕事を続け，子供が小さ
いうちは仕事をセーブし，成長してからはより精力
的に活動範囲を広げてやってきていた。こういうや
り方があるんだ，と気づかされたというより，働く
とはこういうものなんだと刷り込まれていたという
方が正しいかもしれない。アンケート結果の「研究
職を選んだ理由」の中にも「身近に手本としたい先
生／先輩がいた」という回答が特に₂₀代の女性に多
く見られた［８］。
若い人が自分のキャリアを考える際には，お手本
になる人がいて，具体的なイメージが持てる職業を
選ぶのが自然な選択である。お手本がなくても新た
な世界に飛び込んでいける「パイオニア」も必要だ
が，現在は，そのパイオニアに続く人をいかに増や
すか，が大切な段階である。先に行く人が幸せな家
庭生活をあきらめて，子供もあきらめて研究職を選
んでいては，後に続こうとする者は現れないだろう。
幸せなロールモデルをいかに創って広めていくかが
今後科学の世界に飛び込む女性を増やす上で大切に
なると思う。一つの例として挙げられるのは，物理
学会歴代の女性会長の２人である。２人はともに京
都大学理学部物理学科の出身で，年齢が近く，家庭
も子供も持っておられる。京都大学出身の女性科学
者に子だくさんの人が多いのは，この２人がパイオ
ニアであり，その背中を見て「こういう生き方があ
る」と気づいた人が多かったからだと思えてならな
い。
もう一つ，私がたとえ家庭のために₁₀₀％の時間を
割けず，思った成果を出し続けることが難しくても，
現在まで研究を続けてきたのは，結婚のためにキャ
リアを中断した友人の「一生懸命勉強したことも，
やめたとたん，ものすごい勢いで忘れていくよ」と
いう言葉を聞いていたからだ。研究者のように高度
に専門化された職業では，一線を離れていた時間が
長くなれば，たとえポストがあったとしても，すぐ
に元と同じように働くことが出来る訳ではない。自
分と子供の健康状態が許せば，なるべく早期に情報
収集をしたり他の研究者と議論したりする時間を持
つことが大切である。乳児がいても，現在の保育制
度を利用すれば週₁₅時間程度の勤務なら十分にこな
せるし，週₁₅時間でも仕事を続けていれば情報から
取り残されずに済む。共働きで経済的な制約がない
場合は，このような柔軟な勤務体制を使って育児の
期間を乗り切り，子供が少し手を離れたら研究に没
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頭するという，こんな選択を研究者自身ができる日
がくれば良いと思う。

６　ま と め
本稿では，日本物理学会や，他の理工系学会が男
女共同参画を進める上で，この₁₀年あまりの間にど
のような活動をしてきたかを簡単に紹介した。大規
模アンケートの実施と分析に代表される男女共同参
画学協会連絡会の活動は，女性の科学分野進出を後
押しする政府の科学技術政策へと反映され大きな成
果を上げている。
アンケートからは，常勤の職を得てからは男女間
の格差は大きく見られないものの，出産・育児と常
勤の職を得ようとする時期が重なるという事実が，
女性が研究職を続ける上で大きな支障になっている
ことがうかがえる。産休・育休の制度や保育園など
の社会基盤の整備，短時間勤務などの柔軟な就業形
態の導入などでこれらの問題を解決し，家庭生活を
大切にしながらも研究に関わることが出来るように
なれば，「科学者」が男女を問わず，若い世代にあこ
がれを持って選んでもらえる職業になると思う。

注
１） 発足当時は₁₂団体
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静岡県産柑橘類７品種の有用４成分比較
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Comparisons of Four Useful Ingredients in Seven Citrus Fruits from Shizuoka Prefecture
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ABSTRACT
As for the citrus fruit which has the origin in Assam region of India and the base of Himaraya moun-

tains were cultured at China at least four thousand years ago. Over one houndred and fifty varieties of 
citrus fruits are growing at the warm regions in the world. In Japan, citrus fruit was descented from China 
on Nara period of 700s. Japanese breed citrus fruit “Mikan” developed by the origin of China and new 
import strains belonging to mandarin orange from foreign countries were crossed. “MIKAN” is very 
popular fruit in winter of Japan. “Mikan” including a lot of vitamin C (ascorbic acid) has well known. And 
also, functional ingredients were admited in the contents. Present study, functional contents about ascorbic 
acid, auraptene, total polyphenol and flavonoid of seven breeds of Japanese orange “MIKAN” which the 
taste and scent of these seven breeds are different with each other. These are “Daidai”, (Citrus aurantium 
L.), “Harumi” (C. unshiu × C. sinensis × C. tangerina), “Shiranu” (C. unshiu × C. sinensis × C. reticulate), 
“Jyutaro Mikan” (Citrus unshiu), “Mikkabi Mikan” (Citrus unshiu), “Yura Mikan” (C.unshiu: Citrus unshiu) 
and ”Kinkan” (Fortunella F. hindsii) from east area of Shizuoka Prefecture Japan. The contens of ascorbic 
acid of “Kinkan”, “Yura Mikan”, “Harumi” and “Shiranui” including two times more that others. Auraptene 
contents of “Jyutato Mika”, “Harumi” and “Daidai” including three times more than others. Total polyphe-
nol contens of “Kinkan” , “Harumi” and “Shiranui” including two times more than others. Flavonoid 
contens of seven breeds including 1537 of “Daidai” to 1392μg/100g. The difference of flavonoid in these 
seven breeds “Mikan” were very few. The characteristics of these four contens should be indicate for the 
usuful informations of nutritional contents. Peple would be able to notice of these “Mikan” not only deli-
cious but also functions.
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１．はじめに
インドのアッサムからヒマラヤの山麓地帯が発祥
地とされるミカン類（柑橘類）は、その後中国に渡
り、栽培が行われた１）。中国では₄₀₀₀年前にすでに
品種の栽培記録が残っており、橘（キツ）、柚（ユ
ウ）、甘（柑）（カン）や橙（トウ）などの品種が記
載され、柑橘類としている１）。
その後、中国から世界の温暖な地域に広がり、我

が国では、不老長寿の果物として中国から持ち帰っ
た橘（たちばな）が古事記や日本書紀に記され、現
在の日本のみかんの原形といわれている。わが国で
も、現在では様々な種や品種が知られており、外国
から持ち込まれた品種や国内の品種との交配により
日本独特の柑橘類も誕生している。
₁₉₅₄年に田中長三郎が様々な品種を加え₁₄₅種に区
分し、その後₁₉₆₁年に₁₂種を加え₁₅7種を記載した２）。
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さらに、交雑種や品種を入れると₉₀₀種類にも及ぶと
いわれている。
今日、ミカン科植物は、カラタチ属、ミカン属、
クメリン属およびキンカン属に含まれる種とそれか
ら生まれた種が含まれる。分類学上ではミカン科ミ
カン亜科ミカン連ミカン属（以下ミカン類）にほと
んどが含まれる。いずれも、子房内壁が瓤囊（果肉
を包む袋）となり、その中に砂瓤（小さな果肉の粒）
を備えている。
我が国を代表する「みかん」は「ウンシュウミカ
ン（温州みかん）」（学名：Citrus unshiu）で、特徴は
皮が薄く食べやすい、冬の代表的果実の一つである。
今日では、ハウス栽培の普及によって、夏から翌春
にかけて長期間楽しめる果実となった。成熟時期に
よって早生（わせ）や普通（ふつう）などの種類に
区分されている。また、栽培においてミカンは果実
数が多くなる年（表年）と少なくなる年（裏年）と
が交互に発生する現象（隔年結果）が顕著である３）。
我が国における平成₂₄年産のミカン収穫量は₈₄万

₆3₀₀t、出荷量は7₅万73₀₀tである。ミカンの収穫量
を都道府県別にみると、和歌山県が₁₉％、愛媛県が
₁₅％、静岡県は₁₄％と全国３位のミカン生産県であ
る。温暖な気候に恵まれた静岡県では、各地でウン
シュウミカン（温州みかん）を中心とするミカン類
が栽培されている。静岡県で栽培されているミカン
類（温州みかん、夏みかんやネーブル等）の産地は、
浜名湖周辺、静岡、沼津、伊豆および志太の５地域
である。静岡発祥の品種も多く、県内の農家により
発見された「青島温州」「寿太郎温州」「太田ポンカ
ン」「白柳ネーブル」「森田ネーブル」や、静岡市清水
区興津の独立行政法人農業・食品産業技術研究機構
果樹研究所カンキツ研究興津拠点で長い時をかけて
育成された「興津早生」「清見」「はるみ」「スイート
スプリング」など、様々なミカン類が栽培されてい
る４）。
本研究では、温暖な気候でミカン類の栽培が盛ん
な静岡県の東部において栽培されているミカン類７
品種について、含有する機能性成分として抗酸化力
が強く、抗炎症作用など体内の代謝に関与するビタ
ミンＣ（アスコルビン酸）、発がん抑制効果が知られ
ているオーラプテン、コレステロールの酸化抑制や
活性酸素の傷を抑える総ポリフェノール、さらに老
化防止や動脈硬化などの予防効果があるフラボノイ
ドを測定し、各品種間の比較を行った。

２．材料および方法
（１）　材　　料
分析を行ったミカン類は、静岡県東部で栽培され
ている以下に示す７種類を用いた。
１）ダイダイ（Citrus aurantium L.）：ミカン科ミ

カン亜科ミカン連ミカン亜連真正カンキツ類ミカン
属香酸柑橘類に属し、比較的古くに日本に持ち込ま
れた種で、成長とともに外皮が凸凹になる。静岡県
の伊豆半島や和歌山県が主産地である。正月飾りや
ポン酢に加工される。₂₀₁3年２月に入手した静岡県
熱海市産３個（平均重量₁₆₀g、直径₆．₅cm）を用い
た。
２）はるみ（Citrus unshiu×C. sinensis×C. tangerine）：

同ミカン属タンゴール類に属する３つの種の交配種。
静岡県で清見にポンカンを交配してできた育成品種。
爽やかな甘みと食感が特徴で果皮が柔らかく生食に
適している。₂₀₁3年２月に入手した静岡県西浦産３
個（平均重量₁7₀g、直径７cm）を用いた。
３）不知火（しらぬい）（Citrus unshiu×C. sinensis×

C. reticulate）：同ミカン属タンゴール類に属する。清
見とポンカンを交配してできた育成品種でははるみ
と同じ組み合わせであるが、独特の形状をしている。
不知火のうち、糖度₁3度以上、酸度１度以下の高品
質のものだけがデコポン（登録商標：熊本県果実農
業協同組合）と呼ばれる。優れた食味と個性的な外
観が特徴である。₂₀₁3年２月に入手した静岡県西浦
産３個（平均重量₂3₀g、直径７cm）を用いた。
４）寿太郎みかん（Citrus unshiu）：同ミカン属ミ
カン類に属する。静岡県で生まれ、糖度が高く品質
が優れている。コクとともに糖･酸バランスが良い
とされ、缶詰やジュースにも利用される。₂₀₁3年２
月に入手した静岡県西浦産３個（平均重量₁3₀g、直
径₆．₅cm）を用いた。
５）三ヶ日みかん（Citrus unshiu）：ミカン属ミカ
ン類に属する。静岡県浜名湖三ヶ日町特産の温州み
かんであり、糖度が高く、独特の食味と大きく扁平
な形が特徴である。₂₀₁3年２月に入手した静岡県西
浦産３個（平均重量₂₀₀g、直径８cm）を用いた。
６）ゆらみかん（Citrus unshiu）：ミカン属ミカン
類に属する。和歌山県日高郡由良町で生まれたブラ
ンドみかんである。極早生品種であるが、濃厚な甘
味と酸味を併せ持つ。₂₀₁3年₁₀月に入手した静岡県
西浦産３個（平均重量₈₅g、直径₅．₅cm）を用いた。
７）キンカン（Fortunella F. hindsii）：ミカン科ミ
カン亜科、ミカン正、ミカン亜連真正カンキツ類キ
ンカン属キンカン類に属する。果実は皮ごと食べら
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れ、大部分は生果として利用される。さらに、シラッ
プ漬けやジャム、マーマレード等にも利用される。
₂₀₁₂年２月に入手した静岡県西浦産３個（平均重量
₂₀g、直径３cm）を用いた。

（２）　方　　法
分析試料の調整および分析方法を以下に示す。
１）アスコルビン酸の定量
果皮を除いた可食部を粉砕、液部を濾過し濾液を
分析試料とした。常法５）に従って調整後、HPLC
（SSC）、カラムSilica－₂₁₅₀－N（SSC）を用いて、
移動相：酢酸－n－ヘキサン－酢酸エチル混液（₁:₄:₅v/
v/v）、カラム温度：₄₀℃、流量：₁．₅ml/min、検出：
UV₄₉₅nmで行った。
２）オーラプテンの定量
オーラプテンは果皮に多く含まれる成分のため、
試料として果皮１gと果肉３gを飽和食塩水₁₅mlと酢
酸エチル₂₅mlを加えホモジナイズし、酢酸エチル層
を分取した。その後、常法に従って調整後、HPLC
（SSC）を用いて、カラム：PEGASIL CDS SP₁₀₀、移
動相：₈₀％メタノール （₈₀/₂₀v/v）カラム温度：₄₅℃、
流量：₁．₀ml/min、検出：UV3₂₅nmで定量した５､６）。
３）総ポリフェノール含量の測定
果皮を除いた可食部を粉砕し、液部を濾過し濾液
を分析試料とした。常法に従い調整後、7₆₅nmの吸
光度で測定した。検量線は没食子酸水溶液０～₁₀₀µg/
mgにより作成し、ポリフェノール含量を没食子酸相
当量で算出した７､８）。
４）フラボノイド含量の測定
果皮を除いた可食部を粉砕し、液部を濾過し濾液
を分析試料とした。常法に従い調整後、₅₁₀nmの吸
光度で測定した。検量線は（＋）‐カテキン溶液で作
成し、総フラボノイド量は（＋）‐カテキン相当量
（mg/₁₀₀g）で算出した７）。

３．結果および考察
各試料の分析結果を図１－₁₀に示した。各分析結
果を要約すると下記のとおりである。なお、数値は
すべて果実₁₀₀g当たりで示した（以下すべて同様に
表示）。
１）アスコルビン酸含量
図１に示した通り、最も含有量が多かったのはキ
ンカン₁₄₀．₆3mg、次いでゆらみかん、はるみ、不知
火は比較的多く、ダイダイ、三ヶ日みかん、寿太郎
みかんはキンカンの₁/3以下であった。
２）オーラプテン含量
図２に示した通り、最も多かったのは寿太郎ミカ

ン₁₅．₄₈mg、次いではるみ、ダイダイで、三ヶ日み
かん、不知火、ゆら、キンカンは寿太郎みかんの₁/7
以下であった。
３）総ポリフェノール含量
図３に示した通り、最も多かったのは、キンカン
3₁．73mg、次いで晴美、不知火、由良、三ヶ日みか
ん、寿太郎ミカン、ダイダイが最も少なく、₁/₂．₅以
下であった。
４）フラボノイド含量
図４に示した通り、最も多かったのは、ダイダイ
₁₅37µg、次いではるみ、三ヶ日みかん、寿太郎ミカ
ン、不知火、キンカン、ゆら₁3₉₂mgであり、違いと
しては大きな開きがある結果ではなかった。
以上の結果から、予想以上に分析した４成分の品

種による含有量の違いが顕著であった。すなわち、
アスコルビン酸は、キンカン、ゆら、はるみ、不知
火、ダイダイ、三ヶ日みかん、寿太郎と徐々に含有
量が変化しているが、オーラプテンや総ポリフェノー
ルは、比較的多いものと少ないものに分かれ、オー
ラプテンでは寿太郎ミカン、はるみおよびダイダイ
が比較的多く、三ヶ日みかん、不知火、ゆらおよび
キンカンが少ない値を示した。他の３種類の成分に
ついては、それぞれの成分の含有量の値から２つに
グループに分けられた。それぞれの成分の多い少な
いは、それぞれの品種において同一ではない。むし
ろ、品種ごとの特徴がそれぞれに異なる結果となっ
ている。これら試料の摘果時期や熟成状況について
は明確ではない。しかし、それぞれの旬と考えられ
る時期に、直接生産農家ないしは直販の組合店舗に
て入手したもので、ほぼそれぞれの品種の食べごろ
の時期に入手したと考えると、各成分の違いは、味
や香りなどそれぞれの個性と同様に、分析したそれ
ぞれの機能性成分の含有量の違いから、成分を意識
した選択による摂取もよいのではないかとも考える。
また、各成分の相関について比較した結果（図５～
₁₀）では、成分によって、含有量のばらつきが大き
い品種と少ない品種があるように見受けられる。こ
の点については、さらに果実の数を増やし、成熟度
などを考慮して検討する必要があると考える。最盛
期においては、食べておいしく、より多い機能性成
分を提示して個性を示すこともよいのではないかと
考える。まだ、生の果実にこのような記載はほとん
どされていない。今回、分析をした機能成分が各柑
橘類の特徴として理解されることで、おいしいだけ
でない新たな機能特徴を示したい。
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４．ま と め
ミカン類には体に良い成分が多く含まれており、
薬のようにすぐに効果が出る訳ではないが、摂食に
よって徐々に効果が現れるものと考えられている。
今回、分析を行ったアスコルビン酸、オーラプテン、
総ポリフェノール、フラボノイドだけでなく、発が
ん抑制効果：β－クリプトキサンチン、オーラプテ
ン、リモネン、ノミリン、ビタミンC等８）、老化防
止、生活習慣病予防：ビタミンA、ビタミンC、ビ
タミンE、β－カロチン、ヘスペリジン、ナリンジ
ンやミネラル類等を定量することで抗酸化作用を強
化し、酸化ストレスが関与する様々な障害の抑制に
ビタミンEが機能すると考えられる。ヘスペリジン
は血管を丈夫にし、中性脂肪を抑える働きがある８）。
風邪の予防：シネフリン、ビタミンC、ビタミンA、
フラボノイド化合物（ヘスペリジン）等、消化機能
調整：ペクチン、セルロース、疲労回復：クエン酸、
美肌効果：ビタミンC、クエン酸、ペクチン、ビタ
ミンA等、高血圧抑制：カリウムは心臓や筋肉の機
能を調節し、またナトリウムに対し拮抗的に働くた
め、高血圧の予防に役立つ４）。他にも、便秘の防止
は食物繊維により腸内で老廃物を排泄する働き、虫
歯の予防、血栓形成の抑制効果をもつ３）。さらに、
精神安定作用にテルペノイド（香り成分）、脳卒中予
防にヘスペリジン、壊血病防止にビタミンC、ヘス
ペリジン、カルシウム吸収促進にクエン酸等の働き
がある９）。体の健康を維持する格好の食材として、
日本の「みかん」を活用していきたいものである。
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図１　各試料100g中のアスコルビン酸含量
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図３　各試料100g中の総ポリフェノール含量
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図５　アスコルビン酸とオーラプテンの比較
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図７　アスコルビン酸とフラボノイドの比較
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図９　オーラプテンとフラボノイドの比較
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図２　各試料100g中のオーラプテン含量
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図４　各試料100g中のフラボノイド含量
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図６　アスコルビン酸と総ポリフェノールの比較
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図８　オーラプテンと総ポリフェノールの比較
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図10　総ポリフェノールとフラボノイドの比較
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No.１

No.４

No.７

No.２

No.５

写真１　静岡県東部で栽培されているミカン類７種
（Seven Orange varieties from East part of Shizuoka Prefecture）
No.１：ダイダイ（Daidai：Bitter Orange）、No.２：はるみ（Harumi：Harumi Mikan）
No.３：不知火（Shiranui：Shiranui Mikan）、No.４寿太郎みかん（Jyutaro：Jutaro Mikan）
No.５：三ヶ日みかん（Mikkabi Mikan）、No.６ゆら（Yura Mikan）
No.７：金柑（Kinkan）

No.３

No.６
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ロングスプリントトレーニング（300m走）における 
主観的努力度の変化が客観的出力に与える影響に関するトレーニング学的考察

― 男子競技者及び女子競技者の特徴 ―

本道　慎吾
※１

The Influence of Objective Performance to Change of Subjective Effort Levels 
in 300m Run Training from the Viewpoint of Training Theory

― Characteristics of College Male Athletes and Female Athletes ―

Shingo H
※１

ONDO

ABSTRACT
The purpose of this study is to clarify from the viewpoint of training theory at 300m long-sprint of 

college male athletes and female athletes, how the change of subjective effort levels influence the objective 
performance of the 300m run.

 Subjects were 15 male athletes and 10 female athletes. They did 300m running with the subjective 
effort levels change (70%-80%-90%-100%). The main results are summarized as follows.
1) At 300m sprint, decreasing effort levels resulted in a decreasing running speed in male athletes and 

female athletes.
2) Objective performance is bigger than subjective effort of the lower levels in male athletes and female 

athletes alike.
3) Output error showed a larger value than the male athletes in women athletes at lower subjective effort 

levels.

資　料

※１ 日本大学国際関係学部国際教養学科　助教　Department of International Liberal Arts, College of International Rela-
tions, Nihon University, Assistant Professor

１．緒　　言
陸上競技における様々なトレーニングを行う際に
は、そのトレーニングの量、強度、頻度などを目的
に合わせて適切に設定することが、トレーニングを
円滑にかつ効率的に行うためには必要不可欠である。
しかしトレーニング現場において指導者は、そのス
ピード等のコントロールを「○％」や「○割」といっ
た競技者個人の持つ主観的な調節能力に委ねる指示
を行うことがある。このことは主観的努力度、主観
的強度などといわれており、トレーニングの強度に
関する設定をする際にしばしば用いられている。
この主観的努力度という指標は、陸上競技のトレー

ニングの現場だけではなく、幅広い競技スポーツに
おいて用いられており、野球での投球動作７）や、サッ
カーでのキック動作６）、水泳競技１）などでも、その
主観的努力度と対応するパフォーマンスとの関係は
検討されている。
陸上競技においては走、跳、投４）５）８）の各種目で
の検討に加えて、陸上競技の現場において多く用い
られているトレーニング種目における検討２）３）８）も
行われており、その報告は多数存在する。なかでも
スプリント種目に関する主観的努力度とそのパフォー
マンスとの対応関係については、トレーニング現場
でのトレーニング種目も含めて幅広い種目及び対象
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者を用いて検討されている。
スプリント種目の検討の中で、伊藤ら５）はショー

トスプリント、本道ら２）３）は、ロングスプリントト
レーニング手段としての3₀₀m走を対象として主観的
努力度とそのパフォーマンスを検討しているが、い
ずれの検討においても男子競技者、および女子競技
者を用いて検討している。その結果、女子競技者で
は男子競技者よりも設定された主観的努力度に対し
て過剰に出力されている傾向にあると報告している。
しかしその表出したパフォーマンスや段階わけの能
力であるグレーディング能力に対しての性別間の詳
細な検討は行われていない。
そこで本研究は、トレーニングの現場においてロ
ングスプリントトレーニングとして一般的に用いら
れている3₀₀m走を用いて男子学生競技者及び女子学
生競技者を対象とし、主観的努力度を変化させた際
の客観的出力の変化から性別による特徴的な相違を
明らかにし、トレーニングを行う際の基礎的な知見
を得ることを目的とした。

２．方　　法
２．１　被験者
被験者は、陸上競技部に所属する短距離、跳躍種
目を専門とする男子学生競技者₁₅名（身長₁73．37±
₅．₆₅cm、体重₆₄．7₀±₆．₆₁kg）、および女子学生競技
者₁₀名（身長₁₆₄．₄₅±3．₉₈cm、体重₅₂．₄₂±3．₂₉kg）
とした。なお、実験に先立ち被験者には研究の目的、
方法を説明し、実験参加への同意を得た上で実験を
行った。

２．２　実験試技及び設定
実験は、オールウェザートラックの陸上競技場に
て行った。実験試技状況は図１に示した。
実験試技は3₀₀m走のスタート地点よりスタンディ

ングスタートでピストルの合図から主観的努力度
7₀％、₈₀％、₉₀％、₁₀₀％で試技を行った。またすべ
ての試技は環境の変化によるパフォーマンスの相違
を考慮し、すべて同日に行った。試技は順序の影響
をなくすため、ランダムに行った。試技間の休憩は
完全に回復させるために十分に取った。また、「3₀₀m
走全体で、タイムはあまり意識せずあくまでも自分
の力の○％で走ってください」と指示した。
計測は3₀₀m走全体の計測のためにゴール地点にカ
メラを設置し、スタートの合図を映し込むことでタ
イムを計測した。

２．３　データ及び統計処理
上記の方法で得られた映像を用いて3₀₀m走全体の
タイムから平均疾走速度を算出し、主観的努力度間
の比較を行うために全力疾走時の値を₁₀₀％とした相
対値によって表した。また各主観的努力度段階間に
おける出力誤差を算出した。
3₀₀m走全体の平均疾走速度に関する統計的な有意

差の検定には、一元配置分散分析を用い、その後有
意水準に達したものについては多重比較を行った。
性別間の比較では、t検定を行った。なお、いずれの
検定も有意水準５％とした。

３．結果及び考察
３．１　300m走におけるグレーディング能力の相違
表１は3₀₀m走全体の平均疾走速度における主観的
努力度と客観的出力の対応関係について実測値から
の平均値及び相対値を示したものである。
分散分析を行った結果、男子競技者では主観的努
力度段階間に有意差（p＜₀．₀₁）が認められた。続
いて多重比較を行った結果、7₀％試技＜₈₀％試技＜
₉₀％試技＜₁₀₀％試技という結果を示した。女子競技
者においても分散分析を行った結果、有意差（p＜
₀．₀₁）が認められ、続いて多重比較を行った。その
結果、7₀％試技＜₈₀％試技＝₉₀％試技＜₁₀₀％試技と
いう結果を示した。
このことは、これまでの主観的努力度と客観的出
力の関係に関する報告１）－₁₀）を支持する結果となり
3₀₀m走において男子競技者、女子競技者のいずれも
主観的努力度と客観的出力の間に一定の対応関係が
見られることが明らかとなった。
グレーディング能力に関して男子競技者、女子競
技者の相違を検討すると、男子競技者においては、
7₀％試技～₁₀₀％試技の４段階ごとに、客観的出力の
相対値がおおよそ５％程度で明確なグレーディング
が行えているのに対し、女子競技者では7₀％試技か
ら₁₀₀％試技の客観的出力の相対値が、全ての段階を
含めてわずか６％程度内に留まっていることに加え
て、４段階の主観的努力度段階を設定しているが₈₀％
試技と₉₀％試技に相違はなく、３段階のグレーディ
ングに留まっている。
伊藤らが検討したショートスプリントでの検討に
おいても、男子競技者では全力での試技と主観的努
力度₈₀％以下での試技において有意な差が認められ
ているものの、女子競技者では全力での試技と主観
的努力度₈₀％試技では有意差が認められず、7₀％試
技以下で認められている。このことから3₀₀m走にお
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いてもショートスプリントでの検討４）と同様に女子
競技者では男子競技者と比較してグレーディングの
能力が低い傾向にあることが明らかとなった。しか
し、伊藤ら４）の検討では主観的努力度間における検
討はされていないことに加えて、これまで女子競技
者を対象とした報告が少ないことからこの知見の一
般化には更なる検討の必要性が示唆された。
このことについては、後段の出力誤差の観点から
さらに詳細な検討を行う。

３．２ 300m走における主観的努力度と客観的出力
の出力誤差の相違

表２は3₀₀m走における主観的努力度と客観的出力
の出力誤差を示したものである。各主観的努力度段
階間における出力誤差の比較を行った結果、男子競
技者、女子競技者のいずれにおいても分散分析に有
意差（p＜₀．₀₁）が認められ、多重比較を行った結
果すべての段階間に有意差（7₀％試技＞₈₀％試技＞
₉₀％試技＞₁₀₀％試技：p＜₀．₀₁）が認められ、主観
的努力度が低くなるにしたがって出力誤差が大きく
なり、主観的努力度段階が高くなるにしたがってそ
の出力の精度が増すという結果を得た。これまで検
討２）－₁₀）が行われてきた身体運動では、一般的に主観
的努力度が低い段階では過剰に出力する傾向にあり、
主観的努力度が高い段階ではその出力の精度が増す
ことが明らかにされている。本研究における3₀₀m走
についても、同様の傾向を示しておりこれまでの報
告２）－₁₀）を支持する結果となった。これは、大築ら₁₀）

がグレーディングは経験にもとづいており、過去に
経験したことが少ない出力機構は発揮しにくいと述
べていることから、3₀₀m走における主観的努力度が
低い段階においては男子競技者、女子競技者ともに
トレーニングが十分されておらず出力誤差が大きく
なった可能性が示唆された。
男子競技者と女子競技者の出力誤差の比較を行う
ためt検定を行った結果、主観的努力度7₀％、₈₀％試
技において男子競技者が女子競技者と比較し有意に
低い値を示した（p＜₀．₀₁）。このことは、3₀₀m走に
おいて特に低い主観的努力度段階では男子競技者が
女子競技者と比較して与えられた努力度に対して正
確な出力を行っていることを示している。この男女
の相違に関して、伊藤ら４）のショートスプリントで
の検討においても、低い主観的努力度段階において
男子競技者よりも女子競技者が過剰に出力する傾向
にあり、同様の結果を得ている。しかし、この男女
の相違がすべての運動において存在するわけではな

く、水泳競技１）において主観的努力度と客観的出力
の対応関係を検討した報告によると、水中運動は陸
上運動に比べて年齢による経年的パフォーマンスの
向上（泳速度など）が学習経験量に左右される要素
が強いことから、性差や被験者の年齢が広がっても
その対応関係には影響が少ないと述べており、実際
の検討においても大きな性差は報告されていない。
これらのことから本研究の結果も含めて、今後様々

な運動および対象者での主観的努力度と客観的出力
の対応関係に関する性差の検討の必要性が示唆され
た。

４．まとめ及びトレーニングへの示唆
本研究はロングスプリントトレーニング（3₀₀m走）

における主観的努力度の変化が客観的出力に与える
影響を男子競技者、および女子競技者を用いて検討
することであった。
本研究により以下の結果を得た。
１） 男子競技者では主観的努力度7₀％～₁₀₀％試技に

おいてすべての段階間に有意差が認められた。
女子競技者では7₀％試技と₈₀％・₉₀％試技、₁₀₀％
試技の３つの段階間に有意差が認められた。

２） 男子競技者及び女子競技者において、主観的努
力度が増すごとに客観的出力の正確性が増加し
た。

３） 男子競技者と比較し女子競技者では低い主観的
努力度段階で出力誤差が大きい値を示した。

トレーニングへの示唆として男子競技者及び女子
競技者のグレーディング能力の相違から、トレーニ
ングの現場においては、男子競技者と女子競技者に
同様の主観的努力度を提示しても、同様のグレーディ
ングは行われない可能性がある。そのためトレーニ
ングを行う際には提示する主観的努力度について、
トレーニングの目的とする出力が同様であっても主
観的努力度の設定を性別によって変化させる必要性
が示唆された。さらに女子競技者においては特に低
い主観的努力度段階において過剰に出力される傾向
にあることから、ロングスプリントトレーニングの
ような負荷の高いトレーニングでは、より慎重な主
観的努力度の設定が重要である。
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道慎吾，小山裕三（₂₀₁₀）トレーニング手段と
しての立五段跳における主観的努力度合いと客
観的出力との関係．陸上競技研究，₈₂：3₅－3₉．

９） 岡野雄司，小山裕三，村上幸史，田端健児，安
井年文，青山亜紀，青山清英，澤村　博（₂₀₀₅）
主観的努力度合いが砲丸の立ち投げ動作に及ぼ
す影響．陸上競技研究，₆₂：₂₈－37．

₁₀） 大築立志，定本朋子（₁₉7₉）前方跳躍および上
方跳躍における運動制御．「身体運動の科学Ⅲ－
運動の制御」日本バイオメカニクス学会編．杏
林書院：東京ppl₉₁－₂₀₄．

図１　実験試技撮影状況

start

goal
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表１　300m走全体の平均疾走速度における主観的努力度と客観的出力の対応関係について（平均値±SD）

主観的努力度 男子競技者 女子競技者

70％
7.13±0.27 6.49±0.22
86.88±2.12 94.33±2.87

80％
7.47±0.27 6.63±0.17
91.04±2.71 96.33±1.77

90％
7.90±0.25 6.70±0.14
96.23±1.49 97.49±1.63

100％ 8.20±0.28 6.88±0.11

分散分析 *** **

多重比較 70％＜80％＜90％＜100％ 70％＜80％＝90％＜100％

**：p＜0.01　***：p＜0.001（上段：実測値　下段：相対値）

表２　300m走における主観的努力度と客観的出力の出力誤差

主観的努力度 男子競技者 女子競技者 t検定

70％
16.89 24.33 男＜女
2.12 2.87 **

80％
11.04 16.33 男＜女
2.71 1.77 **

90％
6.23 7.47 

ns 
1.49 1.62

100％ 0 0 ns 

分散分析 ** **

多重比較 70％＜80％＜90％＜100％ 70％＜80％＜90％＜100％

**：p＜0.01　ns：non significant（上段：平均値　下段：標準偏差）
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日本大学国際関係学部生活科学研究所報告に関する内規

平成₂₁年３月₁₈日制定
平成₂₁年４月１日施行
平成₂₄年３月７日改正
平成₂₄年４月１日施行

（趣　旨）
第１条　この内規は，日本大学国際関係学部生活科学研究所（以下研究所という）が発行する生活科学研究

所報告（以下研究所報告という）に関する必要事項を定める。

（発　行）
第２条　研究所報告の発行者は，生活科学研究所長とする。
２　研究所報告は，毎年３月に発行するものとする。ただし，生活科学研究所運営委員会（以下委員会とい
う）が必要と認めたときは，この限りでない。

（編集委員会）
第３条　日本大学国際関係学部生活科学研究所規程第₁₄条に基づき，研究所に編集委員会を置く。
２　編集委員会は，研究所報告の編集・発行業務を行う。
３　編集委員会は，生活科学研究所運営委員会をもって構成する。
４　編集委員会委員長は，生活科学研究所運営委員会委員長とし，編集委員会副委員長は，生活科学研究所
運営委員会副委員長とする。

（投稿資格）
第４条　研究所報告に投稿することのできる者は，国際関係学部及び短期大学部（三島校舎）の専任教職員

とする。
２　共同執筆の場合，主たる執筆者は専任教職員とする。ただし，共著者には他機関の者を含むことができ
る。

（原稿の種別）
第５条　研究所報告に掲載する原稿は，生活科学に関する研究成果等とし，原稿の種別は，論文，研究ノー

ト，資料，学会動向，その他編集委員会が認めたものとする。

（投稿数）
第６条　投稿は原則として１号につき１人１編とする。ただし，共著者の場合で代表者以外であればこの限

りでない。

（使用言語）
第７条　使用言語は次のとおりとする。

①　日本語
②　英語
③　英語以外の外国語で編集委員会が認めたもの

（字数の制限）
第８条　原稿は字数₁₆，₀₀₀字以内（Ａ４で₁₀頁程度）とする。
２　前項の制限を超える原稿は，編集委員会が認めた場合に限り採択する。
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（原稿の作成）
第９条　原稿の作成は，別に定める「研究所報告執筆要項」による。
２　原稿はパソコンで作成したものとする。

（禁止事項）
第₁₀条　原稿は未発表のものとし，他誌への二重投稿をしてはならない。

（原稿の提出）
第₁₁条　投稿者は，印字原稿（図表，写真を含む）と当該原稿のデジタルデータ（原則として図表，写真を

含む）を保存した電子媒体及び所定の「研究所報告掲載論文提出票」を添付し，研究事務課に提出す
る。

（提出期限）
第₁₂条　原稿の提出期限は，毎年₁₀月₁₀日とする。
２　前項の提出日が祝日又は日曜日に当たる場合は，その翌日に繰り下げる。

（審　査）
第₁3条　投稿原稿は，別に定める審査要項に基づき編集委員会において審査するものとする。
２　論文の審査は，受理した原稿１本につき，学部外者１名，学部内者１名の論文審査員を編集委員会が選
任し，審査を委託する。

３　研究ノート，資料，学会動向，その他の審査は，編集委員会委員のうちから選任された審査員１名が，
審査する。ただし，投稿原稿の専門領域に応じて，編集委員会委員以外の審査員１名を選任し，審査を
委託することができる。

４　審査員は，自ら投稿した論文等について審査することができない。
５　審査員は，当該審査結果について，所定の「審査結果報告書」を作成し，編集委員会に報告する。
６　編集委員会は，前項の報告に基づき，投稿原稿掲載の可否について審議し，決定するものとする。

（校　正）
第₁₄条　掲載が決定した投稿原稿の執筆者校正は，原則として二校までとし，内容，文章の訂正はできない。

（別刷の贈呈）
第₁₅条　研究所報告の別刷は，１原稿につき3₀部を投稿者に贈呈する。
２　前項の部数を超えて別刷を希望する場合の経費は，投稿者の負担とする。

（著作権）
第₁₆条　研究所報告に掲載された論文等の著作権は，各執筆者に帰属する。
２　ただし，論文等を出版又は転載するときは，編集委員長に届け出るとともに，日本大学国際関係学部生
活科学研究所報告からの転載であることを付記しなければならない。

（電子化及び公開）
第₁7条　生活科学研究所報告に掲載された論文等は原則として電子化（PDF化）し，本学部のホームページ

を通じてWEB上で公開する。

附　　　　則
１　この内規は，平成₂₄年４月１日から施行する。
２　昭和₅₁年３月3₁日制定の『生活科学研究所報告』投稿規程は廃止する。
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生活科学研究所報告執筆要項

平成₂₁年３月₁₈日制定
平成₂₁年４月１日施行
平成₂₄年３月７日改正
平成₂₄年４月１日施行

１　原稿は完全原稿とし，締切日を厳守してください。また，翻訳原稿については，必ず原著者の許可を得
てください。

２　原稿の形式は次のとおりとします。以下に示すように整理してください。
①　表紙
⑴　原稿の種別
⑵　原稿の表題（原稿が和文の場合は英文表現，原稿が他の言語の場合は和文表現も並記してください）
⑶　著者名（全著者）
⑷　所属・資格（国際関係学部国際〇〇学科・資格，短期大学部（三島校舎）〇〇学科・資格，英文も
記入してください）

②　英文要旨（原稿が和文以外の言語である場合は和文要旨）
③　本文（本文には下段中央にページを記入してください）
④　引用文献
⑤　図・表，写真

３　投稿原稿の種別は次のとおりとします。
①　⑴論文　⑵研究ノート　⑶資料　⑷学会動向
②　⑴～⑷以外のもので編集委員会が認めたもの

４　本文は常用漢字，現代かなづかいとし，学術上で必要な場合においては，その分野で標準とされている
漢字を用いてください。数字はアラビア数字を用い，外来語はカタカナ書きとしてください。

５　要旨，和文要旨は₄₀₀字程度，英文要旨は₂₀₀語程度とし，目的，方法，結論などを明確に要領よく記述
してください。

６　原則として横書きで，字数₁₆，₀₀₀字以内（Ａ４で₁₀頁程度）で次の書式で作成してください。
⑴　日本文　₂₂字×₄₂行×２段
⑵　英文　　₅₀字×₄₂行×１段

７　単位はSI単位系を原則とします。補助単位系を使用する場合はSI単位を（　）に並記してください。

８　数式：以下の様式に従ってください。
①　数式は通常に用いられる常識的な表現としてください。数式に用いる記号は最初に使用するところで
明確に定義してください。本文の途中で定義を変えることは避けてください。

②　数式には本文で通し番号を付けて，（　）内に表示してください。文中での数式の引用は，式（　），と
してください。

③　数式中の上付・下付は明確に示してください。場合によっては赤鉛筆で∨∧を記入してください。
④　数式が分数表示の場合は２行と考えてください。
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９　本文中の見出しは，原則として以下のとおりとしてください。
①　章　１　２　３……
②　節　１．１　１．２　１．３……
③　項　１．１．１　１．１．２　１．１．３……
④　見出しの後は改行し，１文字空けて文章を書き始めてください。
⑤　章の見出しはボールドタイプ（太字）としてください。

₁₀　箇条書きは
１）　２）　３）……としてください。

₁₁　図，表，写真は，パソコンを使用して作成し，デジタル原稿に含めて提出してください。
①　図，表，写真は著者がオリジナルに作成したものを使用してください。
②　図，表，写真は本文中の該当箇所に挿入・添付してください。
③　図，表，写真にはそれぞれ，図－１，表－１，写真－１などのように通し番号をつけ，タイトルをつ
けてください。

④　タイトルは，表の場合は表の上に，図・写真の場合は下につけてください。
⑤　図，表，写真は原則として１色とします。カラーページが必要であれば使用できるものとしますが，
費用は著者の実費負担とします。

₁₂　引用文献は，本文中に番号を当該個所の右肩につけ，本文の終りの引用文献の項に番号順に，以下の形
式に従って記述してください。ただし，特別の専門分野によっては，その専門誌の記述方法に従ってくだ
さい。
①　原著論文を雑誌から引用する場合
番号，著書名，論文表題，掲載雑誌名，巻数，号数（号数は括弧に入れる），頁数（始頁，終頁），発

行年（西暦）の順に記述してください。
②　単行本から引用する場合
番号，著書または編者名，書名，版次，章名，引用頁，発行所，その他所在地，発行年（西暦）の順

に記述してください。
③　文章を他の文献から引用する場合
原典とそれを引用した文献および引用頁を明らかにして〔　〕に入れ〔・・・より引用〕と明記して

ください。

₁3　参考文献は文末にまとめてください。表記については，８の引用文献の表記を参照してください。
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具体的な引用方法については，それぞれの国や学問分野によって違いもありますが，以下の例示
をひとつの基準として参考にしてください。
⑴　日本語文献引用の例示
四宮和夫『民法総則』（昭和₆₁年）₁₂₅頁
末弘厳太郎「物権的請求権の理論の再検討」法律時報〔または法時〕₁₁巻５号（昭和₁₄年１頁）
すでに引用した文献を再び引用する場合には，

四宮・前掲書₁₂3頁または四宮・前掲『総則』₁₂3頁
末弘・前掲論文₁₅頁または末広・前掲「再検討」₁₅頁

⑵　英語等文献引用の例示
Charles Alan Wright, Law of Federal Courts, 3₀₆ (₂d ed. ₁₉7₀)
Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, ₁₅. Aufl., ₁₉₉₁
Georges Vedel, Droit administratif, ₅e ed., ₁₉₆₉
Harlan Morse Brake, “Conglomerate Mergers and the Antitrust Laws”, 73 Columbia Law Review 〔または
Colum. L. Rev.〕 ₅₅₅ (₁₉73)
Alexander Hollerbach, “ Zu Leben und Werk Heinrich Triepels. ”, Archiv des öffentlichen Rechts 〔または
AoR〕 ₉₁ (₁₉₆₆), S.₅37 ff.
Michel Villey, “Préface historique à lʼétude des notions de contrat”, Archives de Philosophie du Droit 〔また
はAPD〕 ₁3 (₁₉₆₈), p.₁₀.
すでに引用した文献を再び引用する場合には，

Wright, op. cit., pp. ₂₂₆-₂₂₈.
Medicus, a. a. O., a. ₁₅₀.
Vedel, op. cit., p.₂₀₂.
ただし，直前の中に掲げた文献の同一箇所を引用するときは，Ibid.
他の頁を引用するときは，Ibid., p.3₆

日本文　刷り上り後のイメージ

以　　上

題目（主題）
題目（副題）
氏名

英文著者名
アブストラクト

22文字

22文字
� ×42行

22文字
� ×42行

1ページ目 2ページ目以降

22文字

42行
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